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   （午前10時０分開議） 

  （菅野議長議長席に着く） 

○議長（菅野吉記君） おはようございます。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでありますが、朝日新聞社、神

戸新聞社より本日の本会議の模様を撮影及び

録音したい旨の申出があり許可いたしました

ので、御報告を申し上げておきます。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

  日程によりまして、日程第１ 一般質問に

入ります。 

  これより順次発言を許可いたします。 

  42番山下てんせい君。 

  （42番山下てんせい君登壇）（拍手） 

○42番（山下てんせい君） 皆さん、おはよう

ございます。自由民主党神戸市会議員団・無

所属の会を代表いたしまして、私とうえなか

美貴子議員、そして河南議員の３人で一般質

問を担当させていただきます。私、僭越なが

ら、うえなか美貴子議員のお手本になるよう

なちゃんとした質疑をしなさいということで

すので、努めてお手本となるように頑張らせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

  それでは問題は幾つかございますが、まず

久元市長４期目の施策展開についてお伺いを

いたします。 

  令和７年11月20日から令和11年まで続く久

元市長の新任期がスタートされました。これ

まで３期で種をまいてこられた政策がこの４

期目で次々と開花していくことを期待してお

ります。 

  そこで、今回は特に都心・三宮に絞ってお

伺いをさせていただきます。 

  都心・三宮の再整備では、久元市長の１期

目の任期中である平成27年に三宮周辺地区の

再整備基本構想が策定され、雲井通５丁目の

新バスターミナル１期ビルは令和９年12月、

市役所本庁舎２号館再整備事業については令

和11年度中の完成を予定し、現在工事が行わ

れております。 

  これらの工事現場を見ると、まさに神戸の

まちは変化の途に就いているとそういったこ

とを実感できます。平成27年に市長が構想し

た三宮の将来像はほぼ完成形が見えてきた一

方で、例えばサンセンタープラザなど、まだ

まだ政策的に考え、進めていかなければなら

ないものもございます。 

  そこで、本市の一大プロジェクトである都

心・三宮再整備に関し、この４年間でどこま

で取り組もうと考えられておられるのか伺い

ます。なお、この質問に関しましては確定し

ていない未来を伺う性質上、私も市長のビジ

ョンを単純にお伺いしたいので、市長におか

れましては思いを余すところなく御答弁いた

だくことを期待いたします。 

  続きまして、西区におけるにぎわいづくり

についてお伺いいたします。 

  西区の中心的なエリアである西神中央駅前

では、令和４年２月の西区役所新庁舎開庁を

皮切りとし、プレンティのリニューアルや集

合住宅の供給など大規模なリノベーションが

行われてきました。駅前は見違えるようにな

り、プレンティ広場やなでしこ芸術文化セン

ター及びその周辺では頻繁にイベントが開催

されております。 

  また、そのことで、主に夕刻以降の時間帯

で駅前のにぎわいが少しずつ出てきたと評価

をしております。 

  西神車庫の跡地活用等が残っているものの、

令和８年度のバスロータリーリニューアルを

もって駅前の再整備は一定の区切りがつくも

のと考えておりますが、現時点で市としては

一連の再整備についてどのように評価してお

られますか。また、この再整備事業について

駅前だけでなく西区全体にどのような波及効

果をもたらすとお考えかとお伺いいたします。 

  続きまして、地域活動の活性化について幾
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つかお伺いをさせていただきます。 

  近年、全国的に地域のつながりが希薄化し

ていることが課題となっており、本市につい

ても例外ではありません。 

  その中で、本市では地域住民や団体と行政

が連携・協力し、地域課題を共有・解決しな

がら、多様な主体が参画する持続可能な地域

社会の実現を目的として、地域協働局を令和

５年に設置し、地域コミュニティーの活性化

や地域力の維持・向上に取り組んでこられま

した。このことについては私も2022年の一般

質問において触れさせていただきましたが、

何分当時は黎明期でございましたので、見守

りたいとの答弁でした。 

  地域のつながりを強化することは、災害時

の助け合いや犯罪・事故の抑止、地域の諸問

題の解決につながるだけでなく、住民同士の

コミュニケーションを通じて地域の課題が明

確になり、その課題を市として把握すること

によって効果的な施策を行うことにもつなが

ると認識しております。 

  一方で、旧村役場として担ってきた機能が

なくなることによる不具合があり、また地域

コミュニティーの希薄化が進むことで、市に

よる地域課題の把握がますます困難になって

いるという現状もあると危惧されております

が、本市としてどのような方向性で解決に向

けた施策を進めていくのか、その方針を伺い

ます。 

  もう１問、ＮＰＯと地域団体の資金調達力

の向上についてでございます。 

  ＮＰＯ等の地域団体の中には、運営活動の

ための資金不足が課題となっているところや

資金調達のノウハウがない団体も多いです。 

  一方で、人口減少や高齢化などの問題に対

する担い手不足あるいは公園緑地の維持管理

に建設事務所の手が届かない現状など、地域

課題が複雑化していく中で、その課題の解決

に向けて地域活動等を行っていただけるＮＰ

Ｏなどの存在は、我が市にとってもありがた

いのではないかと認識をしております。 

  ついては、彼らが継続的に活動できるよう、

資金調達力が向上するための支援を市として

行うべきではないかと思っております。誤解

がないように申し上げておきますが、これは

補助が要るとか助成が要るとかではなく、Ｎ

ＰＯ自身が資金調達力をつけるというふうな

趣旨の質問でございます。 

  本市ではＮＰＯ・地域団体向けの資金調達

に関するセミナーを開催し、セミナー修了者

のうち希望する団体がクラウドファンディン

グ等を実施する場合には、市独自のページに

掲載するなどという支援を行うと聞き及んで

おります。この市独自のページの公開はまさ

にこれからとなりますので、掲載団体の資金

調達につながるよう、民間事業者の他社サイ

トよりも、よりよく見られるように、そうい

ったページとなるように、神戸市というブラ

ンド力を生かした情報発信をどのような工夫

や見せ方をもって行っていくのか、見解を伺

います。 

  最後の質問です。食品ロスの削減について。 

  この問題は私も―― 山下も継続的に質疑を

してまいりましたが、まだ食べられるにもか

かわらず廃棄されてしまう食品、いわゆる食

品ロスは、国の調査によれば令和５年度には

全国で約464万トン、国民１人当たりの年間

で37キロにもなると―― 発生しております。

資源の有効活用や処理に伴う環境負荷の軽減

という観点から、食品ロスを削減する取組が

重要であることは言うまでもありません。 

  本市ではフードドライブの実施店舗拡大、

フードバンク団体への支援などを通じ食品ロ

スの削減を図っております。本年３月の環境

局局別審査において、飲食店や食品小売店に

おける啓発等の取組は拡大の余地があると指

摘したところ、食品ロス削減協力店の拡大に

努めるとともに市民に対する情報発信も充実

させていく旨の答弁がありましたが、その後

の取組による食品ロス削減の効果と今後の取
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組方針について伺います。 

  以上、御答弁のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 山下議員の御質問のう

ち、まず都心・三宮の再整備につきましてお

答えを申し上げます。 

  平成27年に神戸の都心の未来の姿、将来ビ

ジョンと三宮周辺地区の再整備基本構想を策

定し、10年が経過をいたしましたが、御指摘

をいただきましたように、目に見える形でそ

の姿が現れてきたと考えております。 

  三宮を含む都心の活性化は、単に個々の建

物を建て替えるだけではなくて、道路・広

場・歩行者空間をはじめ面的に再整備を進め、

三宮の駅前周辺を見違えるような都市空間に

生まれ変わらせることを目的としております。 

  おかげさまで主要なプロジェクトは順調に

進んでおりまして、雲井通５丁目の新バスタ

ーミナルⅠ期ビルは令和９年12月に完成し、

西日本最大級となるバスターミナルをはじめ、

ホールや図書館、六甲山の山並みを眺望でき

る屋上庭園、ラグジュアリーホテルやオフィ

スが順次開業する予定です。Ⅱ期ビルと合わ

せたエリア名称、神戸三宮ツインゲートも決

定し、完成に向けた機運が高まりつつあると

考えております。 

  また、ＪＲ三ノ宮新駅ビルは令和11年度に

完成し、商業施設・オフィス・ホテルが開業

する予定です。ほぼ同じタイミングで、ビル

南側の中央幹線にはビルの低層部と一体とな

った緑豊かで居心地のよい広場空間が完成す

る見込みとなっております。 

  これらのビルをつなぐ形で歩行者デッキを

整備し、６つの駅の乗換え動線の改善やバス

と歩行者の分離を図っていきます。 

  令和11年度の完成を予定をしております市

役所本庁２号館は、民間活力の導入により、

兵庫県内初となる国際的ラグジュアリーホテ

ル、商業施設やオフィスを含む官民連携の複

合施設を整備いたします。また、隣接する税

関線では、緑豊かで魅力的な歩行者空間へと

リニューアルを行い、三宮周辺からウオータ

ーフロント間における回遊性向上やにぎわい

の創出を図ります。 

  さらに新バスターミナルⅡ期ビルにつきま

しては、令和７年10月に雲井通６丁目北地区

再開発準備組合から都市計画提案が行われ、

Ⅰ期完成後の工事着手を目指して事業化が進

められております。Ⅱ期の実現により、Ⅰ期

と一体となった三宮東エリアのさらなる魅力

向上とにぎわいの創出を図っていきたいと存

じます。 

  その次に控えているのが、サンセンタープ

ラザ３館です。 

  現在令和８年の再開発協議会設立を目指し、

地権者による建て替え検討会において検討が

進められているところです。都心商業の中心

として重要なエリアであることから、市とし

ても積極的にこの動きを支援し、建て替えに

向けた議論や合意形成を進めながら、できる

だけ早期の事業化を目指していきたいと存じ

ます。 

  このような課題に引き続き着実に取り組む

ことによりまして、市民や来訪者多くの方々

に神戸に来ていただき、音楽やグルメ、アー

トも楽しみ、様々な非日常シーンに出会い、

わくわくする体験が提供できるよう、神戸の

玄関口にふさわしい魅力的な再整備を実現を

してまいります。 

  次に、地域コミュニティーの希薄化への対

応につきましてお答えを申し上げます。 

  神戸は震災の後、市民が互いに助け合い、

手を取り合って、まちをよみがえらせてきた

経験がありますが、そのような神戸にあって

も地域コミュニティーが希薄化している、孤

立・孤独が進行している、地域団体の構成員

が減少をしている、これに伴って地域活動の

担い手不足が進行しているということは事実
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だと思います。 

  この問題は我が国全体で広がっている現象

でありまして、何か特別の対策を講じれば解

決できるという問題ではないと感じます。

様々な複合的な視点を持ちながら、いろいろ

な政策を展開し、試行錯誤も伴うことも覚悟

しながら前に進んでいくということが重要で

はないかと思います。 

  例えば、本市では地域コーディネーターを

配置をいたしましたり、また各区における地

域活動に取り組んでいる人たちの交流会の開

催など、活動している方々のネットワーク化

や交流の場づくりに取り組んでいます。 

  御指摘いただきましたように、住民間のコ

ミュニケーションを通じて地域課題を把握を

していくということは重要です。一方で、令

和７年４月に提出されました地域活動推進委

員会からの答申では、地域の意見集約あるい

は合意形成機能を維持することが重要である

一方で、これまでの地域団体を中心とした地

域ニーズの把握については意見集約機能の偏

りが見られることから、その在り方を状況に

応じて見直すべき旨が指摘をされております。 

  そこで行政が直接地域に出向き、地域団体

をはじめ、幅広い組織や個人の課題感を伺う

ことも重要であると考えております。 

  そのための試みといたしまして、令和５年

度から地域課題の調査チームという取組を行

っております。これは若手職員のチームが地

域に直接出向き、まちを歩き、市民の皆さん

から様々な声を聞いて、これを庁内で共有し

ようという取組です。私も幾つかのグループ

から話を聞かせてもらいました。 

  今後の取組ですが、地域コミュニティーを

通じた課題の把握に加え、個人でも気軽に参

加できるオープンミーティングなどの対話の

場を設け、個人の地域課題への意識向上や地

域活動への参加意欲を高める機会を増やして

いきたいと考えております。地域住民と行政

が直接対話する機会も増やし、活動の担い手

確保など、持続可能な地域課題解決に向けた

取組の支援につなげていきたいと考えており

ます。 

  次に、食品ロスの削減につきましてお答え

を申し上げます。 

  本市では食品ロス削減の取組として、フー

ドドライブやフードバンクに取り組む活動へ

の助成などの支援を行っておりますし、様々

なイベントあるいは情報発信なども行ってお

ります。 

  環境省のモデル事業への採択を受け、神戸

大学や水道筋商店街、地域のＮＰＯ法人など

と連携し、店舗から発生する食品廃棄物のメ

タン化を行ったほか、コンポストで堆肥化し

て商店街のコミュニティー農園で活用するな

ど、様々な取組、イベントも行ってきました。 

  食品ロス削減協力店制度も設けておりまし

て、店舗・市民双方の意識高揚を図ることを

目的とし、啓発を行っておりますが、今年度

は神戸市観光・ホテル旅館協会や商店街のモ

デル事業を通じて周知を行い、現時点で225

店舗に参加をしてもらっております。 

  このように施策は展開されておりますけれ

ども、いずれもこの啓発、情報発信などが主

となっておりまして、目に見える食品ロスの

削減にはつながっていないのではないかと考

えております。 

  実効性のある方策としてどのようなことが

考えられるのか、これまでの市会での御議論

なども踏まえながら、令和８年度予算編成の

中で、より踏み込んだ実行策を企画立案する

ことができないか、検討を行っていきたいと

存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは２点御答弁

をさせていただきます。 

  １点目は、西区におけるにぎわいづくりと
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いうことについて答弁をさせていただきます。 

  西神中央駅周辺におきましては、駅周辺の

拠点性や利便性等を高めるため、商業・業

務・子育て等の各種機能の充実を図るととも

に、新たな人口誘引につなげるための住機能

の誘致など、様々な事業に取り組んでいると

ころでございます。 

  駅周辺のリノベーション事業により、これ

まで困難であった民間の賃貸レジデンスの立

地が実現し、建物の完成後は事業者の想定を

上回るスピードで入居が進み、満室の状態と

なっているところでございます。また、かり

ばプラザにおきましても、高齢者施設の誘致

が実現したほか、現在商業事業者から新規出

店に向けた具体的な提案をいただくなど、民

間投資を誘発させる効果が駅から離れたエリ

アでも現れているところでございます。 

  人口誘引の観点からは、令和４年度の新た

な分譲マンションの供給や先ほどの賃貸レジ

デンスの立地などによって、人口の社会増減

数は令和４年以降減少傾向が改善され、令和

７年には社会増に転じるなど、西神中央の人

口減少幅の抑制に一定の効果をもたらしてい

ると考えてございます。 

  以上のようなことから、西神中央駅周辺の

リノベーションは現在のところ当初想定した

効果を順調に発揮していると評価していると

ころでございます。 

  御指摘のとおり、リノベーション事業は令

和８年度におおむね完了する予定ではござい

ますが、今後は再整備した各種施設等をより

生かすような取組にこれまで以上に注力し、

さらなる波及効果へつなげていきたいと考え

てございます。 

  例えば月が丘センターにある食品スーパー

の閉店問題が生じた際には、西神中央の大型

商業施設で取り扱う商品を、既存バス路線を

利用しまして、月が丘まで運搬・販売する貨

客混載事業により集客を図るとともに、住民

の買い支えによって営業継続へつなげた事例

がございます。今後他のエリアへの展開も検

討する予定でございます。 

  また、リニューアル後の商業施設プレンテ

ィでは、西区全体や近隣市町からの利用者が

増加するとともに、西神中央ホールにおきま

しても、ウェブチケットシステムを使った予

約の70％が西神中央以外の西区や垂水区など

の広域からの利用者となってございます。西

区全体の市民に対しても、ショッピングや文

化に触れる機会を通じて西神中央駅周辺のリ

ノベーション効果を提供できていると考えて

ございます。 

  今後も引き続き西神中央をはじめ周辺地域

にも効果を波及させていくような取組を充実

させながら、さらなるまちの活性化につなげ

ていきたいと考えてございます。 

  ２点目のＮＰＯ等地域団体の資金調達力の

向上について答弁をさせていただきます。 

  地域課題の複雑化・個別化が進み、行政だ

けでは解決できない課題が増えており、ＮＰ

Ｏをはじめ、解決に取り組む地域団体の存在

はますます重要となってございます。 

  一方で御指摘のとおり、ＮＰＯ等の地域団

体は運営資金の調達に苦心されていることが

多く、補助金や助成金頼みの運営になってい

る団体も多いのが現状です。さらに代表者、

役員が不足分を補っているというような事例

もございます。 

  自治体のＮＰＯ支援では、団体運営の持続

性を考慮しまして、各団体が資金調達力をつ

けて自立できるようにする支援が必要である

と考えてございます。 

  本市におきまして、今年度初めての試みと

しまして、資金調達全般を体系的に学ぶ実践

型の資金調達クラウドファンディング活用セ

ミナーを開催したところでございます。 

  このセミナーは、資金調達の考え方や手法、

事例などを学び、希望する団体は実際にクラ

ウドファンディングに挑戦できる内容となっ

てございます。クラウドファンディングに取
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り組む団体には、金額の設定や募集ページの

作成など専門家に個別に相談できる伴走支援

を行っており、現在10団体が実施に向けて取

組を進めているところでございます。 

  今回のセミナーでは、閲覧者が多いクラウ

ドファンディングＲＥＡＤＹＦＯＲを活用す

ることとしており、数多くの案件の中から選

んでもらえるよう、サイト内に神戸市の特設

ページ、神戸みらいファンディングを開設し

ているところでございます。12月３日から既

に各団体が順次寄附募集を開始しておりまし

て、約２か月間実施する予定でございます。

実施中にも広報に関する助言を中心に専門家

による伴走支援を行う予定でございます。 

  今後も引き続き資金調達に課題を抱えてい

る団体の支援に取り組んでまいりたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。それでは再質問をさせていただきます。 

  まず西区におけるにぎわいづくりで、まず

ちょっと最初の質問は西神中央の駅前の―― 

本当に西神中央の住民としてよくやってくだ

さったと思っております。感謝をしておりま

す。 

  また、先ほど指摘したように夕刻以降なん

ですけど、昔のプレンティ広場ってただただ

広いだけという感じだったんですけど、最近

は割と学生さんがくつろいでたりしますので、

非常に雰囲気が変わったなと思っております。

そういった変化を肌で感じながら、やはり私

西区の議員ですので、広域的な視点でやっぱ

り考えていかないといけないなと思っており

ます。 

  そこで１つローカルな話なんですが、ちょ

っと１つの例としてお話ししたいと思います。 

  これ実はちょっと見にくい地図で恐縮なん

ですが、須磨から西神南や西神中央の東側を

通りまして加古川、姫路へと至る県道65号と

いう道路があります。この県道65号というの

は産業道路的な役割を果たしておりまして、

近くにハイテクパークあるいは西神工業団地

等、工業団地の近くを通っているということ

もありまして、荷物を運搬するトラックなど

交通量が多い道路となっております。 

  沿線の多くは市街化調整区域となっており、

建築できる建築物に制限があることから、交

通力に比してにぎわいが見られません。コン

ビニもこちらの布施畑というところに１個あ

って、その後、高和というところまでないで

す。 

  一方、沿線にはヴィッセル神戸の練習所あ

るいは六甲のめぐみ、そしてアグリパークそ

ういった集客施設もあり、最近ではメディカ

ルモールもできました。 

  もちろん事業者のもくろみや意欲という要

素もございますが、その交通量の多さを生か

し、沿線の活性化にもつなげられるよう、市

街化調整区域における開発許可制度の弾力的

な運用を行い、にぎわい施設の立地、これが

必要だと考えますが、現状いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 御指摘のとおり県道

65号神戸加古川姫路線の沿道は、神戸ハイテ

クパーク、西神工業団地等を除いて市街化調

整区域となっており、建築できる建築物につ

きましては、都市計画法で規定する立地基準

に適合する必要がございます。 

  都市計画法の立地基準では、幹線道路の沿

道において、ドライバーの休憩施設である飲

食店やコンビニエンスストア、ガソリンスタ

ンドのほか、グラウンドなどの運動・レジャ

ー施設の立地が可能となっており、現在県道

65号沿道におきましても、これらの施設は立

地しているところでございます。 

  これに加えまして、これまで神戸市におき

まして、市街化調整区域での少子・高齢化や

人口減少が進む中、農村地域に新たな人を呼
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び込むため、平成27年より順次神戸市開発審

査会運用基準における立地基準等の規制緩和

を進めているところでございます。令和４年

７月に施行しました規制緩和の第６弾におき

ましては、集落等が形成されたエリアで周辺

環境への影響が軽微な場合は、従来立地でき

なかったカフェなどの飲食店につきましても

立地可能としたところでございます。 

  また、幹線道路沿道におけるサービス施設

の立地基準につきましても、計画地周辺の道

路網などを勘案した例外規定を設けて弾力的

な運用を図っているところでございます。県

道65号沿道につきましても、これらにぎわい

施設の立地規制を緩和しているエリアとなっ

ています。 

  今後も県道65号沿道における土地利用の動

向などを注視しながら、この地域にふさわし

いにぎわいづくりを進めるため、引き続き立

地基準の柔軟な運用などに努め、沿線の活性

化につなげてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 小松副市長、あり

がとうございます。 

  解釈なんですけど、都市計画法の立地基準

に加えて、神戸市の規制緩和のほうも順次進

めており、要は宅地の開発はちょっと都市計

画いじらないといけないので無理なんですけ

ど、いわゆる例えばトラックのドライバーさ

んが利用する施設あるいは福利厚生に資する

施設、そういったものも応相談というふうに

解釈してよろしいんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） こういった幹線道路

につきましては、やはり自動車交通が多い道

路になってございますので、そういった沿道

サービスの事業であれば可能ということで運

用基準の緩和を進めているところでございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） 御答弁ありがとう

ございます。 

  当然市街化調整区域の使い方というのは非

常に個人によって解釈の違いがあり、頭から

できないというふうなイメージがやっぱりつ

いて回るものでございますが、先ほどの答弁

をいただいたことで、いわゆるいろんな事業

者が提案をする可能性というものが高まって

くるのではないかと思っておりますので、非

常にありがたい答弁だったと思います。あり

がとうございます。 

  続いてもう１問質問します。 

  西区はテクノ・ロジスティックパークや西

神工業団地など多くの工業団地が立地してい

るにもかかわらず、この工業団地内にある割

と大きめの企業に出張されている方から、出

張で来た人の宿泊で泊まれるホテルが近くに

なくて三宮まで出ていかないといけないので

不便だという声を聞きました。 

  実際、地下鉄西神・山手線の西区内の沿線

には、サラリーマンの方が利用できるような

ビジネスホテルがありません。もしあれば、

駅前の飲食店を利用するなど周辺にもよい影

響があるのではないかと思います。 

  また、三木市でもゴルフツーリズムの取組

が行われておりますが、例えばトーナメント

参加者の選手からも同様な声があると聞き及

んでおります。 

  西神中央駅や伊川谷駅などでは、駅前の再

開発によってにぎわいを生み出そうとしてき

ておりますが、西区に限ることではありませ

んが、地下鉄の駅前にビジネスホテルを誘致

することにより、さらなるにぎわい創出につ

ながるのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほど議員御指摘の
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三木市のゴルフトーナメントとか、西神中央

周辺の工業団地の企業関係者を主なターゲッ

トとするビジネスホテルの立地としましては、

他府県の事例ですが、例えば熊本県菊陽町で

は令和６年12月に大規模半導体製造工場の操

業を契機として、周辺にさらなる関連企業の

集積を見込み、工場周辺にビジネスホテルが

立地したという事例があることは認識してご

ざいます。 

  現在地下鉄西神・山手線沿線におきまして

は、既に西神中央駅前に神戸西神オリエンタ

ルホテルがございます。旅行目的などのファ

ミリー向けの宿泊利用などのほか、シングル

タイプの部屋も多数用意されており、現在ビ

ジネス目的の多くの方にも利用されていると

ホテルからは伺っているところでございます。 

  このような中で新たなビジネスホテルの誘

致に取り組むに当たりましては、周辺の既存

の工業団地や流通団地などに進出する企業の

ニーズの大きさと、整備中の新たな産業団地

における進出動向等も見据えるなど、西区に

おけるビジネスマンをターゲットとする宿泊

需要の大きさの見極めが必要になってくると

考えてございます。 

  まずは工業団地や流通団地などに進出する

企業の意見をヒアリングする取組を実施した

いと考えています。その中で事業化につなが

るようなビジネス利用の需要の有無を確認し

た上で、ビジネスホテルの運営事業者へのア

プローチなどを検討してまいりたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。 

  先ほどの御答弁の中で１つ補足をしますと、

実は神戸にもともと住んでいらっしゃったん

ですけど、やはり地元にある家等を売ってし

まって、もう東京等に引っ越されてる方も多

数いて、そういった方が親戚が神戸にいるも

んなんで里帰りをするとかそういった機会が、

あるいはお孫さんが帰ってくるとかそういっ

た機会において、やはり泊まるホテルが１個

しかないというのは、ちょっとやはり多数泊

まっていただいてるというふうな御答弁あり

ましたけど、ちょっとやっぱりもう１つ２つ

あってもいいんじゃないかなというふうな。 

  もちろんその需要をしっかり確認していた

だいた上で御判断いただきたいなと思うんで

すが、実際問題さっきの西神オリエンタルホ

テルだけのことを言えば、その旅費規程の旅

費を超えちゃうらしいんですよね―― 某大手

電機会社の出張されてる方から聞きましたけ

れども。もちろんそういった事情もあるとい

うことを御理解いただきたいなと思います。 

  それでは続きまして、地域活動の活性化、

地域コミュニティー希薄化の再質問をさせて

いただきます。 

  本市では令和２年４月から連絡所を出張所

に格上げして、証明書等の発行を中心とした

業務だけでなく、地域の課題解決や魅力発信

を行うまちづくり業務を行うこととしており

ます。 

  また、出張所の一部では、区の地域協働課

では深掘りが難しかった地域課題の解決に重

点的に取り組むことを目的として地域活性化

担当係長の配置が行われてきました。地域の

中に入り込んでいき、それぞれが持つ地域の

課題を解決する過程で地域のつながりを強く

していける存在として、地域活性化担当係長、

これ非常に重要なポストであると考えており

ます。 

  配置開始から本年で７年を迎えますが、地

域団体から実際にどのような評価を受け、ま

た市としてどのように評価しておられるのか、

見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市におきまして

は、出張所管内の様々な地域課題により機動
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的に対応するために、令和元年度から順次地

域活性化担当係長を配置しております。 

  地域活性化担当係長が地域の窓口となり、

区や本庁部局と連携しながら地域コミュニテ

ィー交通の運行といった生活支援や交流人口

を増やすための情報発信など、地域住民と協

働で地域の課題の解決に様々な取組を進めて

いるところでございます。 

  最初に地域活性化担当係長配置から５年が

経過し、令和６年度には各出張所管内の自治

会長や婦人会長など地域でまちづくりに関わ

っておられる方から、地域活性化担当係長の

配置につきまして、地域のやる気につながっ

た、ワンストップで対応してくれるので困っ

たことがあれば出張所に行けば何とかなるな

どの御意見をいただいているところでござい

ます。 

  地域課題が多様化し、行政だけでは解決が

困難な事例も増える中、課題解決に向けた地

域の主体的な取組を迅速に支援することは非

常に重要であると考えています。現場で直接

地域住民の意見や要望を聞き、コミュニケー

ションを緊密に図りながら協働で解決に取り

組む地域活性化担当係長の配置は地域活性化

に役立っており、支援手法の１つとして有効

であったと考えております。 

  引き続き効果を検証しながら、地域課題の

解決に取り組む地域への必要な支援について、

他都市の取組も参考にしながら検討を進めて

まいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。先ほど今御答弁いただいたその地域の

やる気につながったという評価は非常にいい

評価だと思うんですが、これまず前提として

出張所という施設があるのは西区と北区と垂

水の一部なので、非常にローカルな話で恐縮

なんですけれども、ただその足元にある自治

会あるいは自治組織というものの足腰も、や

はりちょっと強いところと弱いところがあり

まして、やはり中には連合自治会の弱体化と

いうものも見過ごせない問題となっておりま

す。 

  そういったところに、やはり地域活性化担

当係長が入っていって、問題の抽出、そして

解決へ導いていくためのそういった取組を共

に進めていく必要があろうかと思うんですが、

そのちょっと弱いなと思う自治会というもの

に関して、やはり報告が上がったとき等はど

のようなスキームで対策がなされていくのか

なというのはちょっと１つ疑問なんですが、

御答弁できますか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 出張所に関しまして

は西区・北区・垂水区合計14出張所ございま

して、そのうち地域活性化担当係長を配置で

きていないところも実は４地域ございます。 

  そういったところは、やはり区の地域協働

課がございますので、ここがそういったとこ

ろのいろんな地域課題の相談や要望を受け付

けてございますので、まず区が窓口となって

聞いた内容で、大きな話は本庁の地域協働局

と連携しながら今既に対応させていただいて

ますし、引き続きこの連携を強化しながら丁

寧な対応をしてまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ぜひともよろしく

お願いします。 

  やはり高齢化あるいはコミュニケーション

不足、これがやっぱり大きな課題であると思

っておりますので、よろしくお願いします。 

  それではもう１問、本市では地域活動の活

性化に取り組むため、令和５年から地域コー

ディネーターを各区地域協働課に配置してお

ります。 

  地域コーディネーターには民間人材を登用
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し、彼らがこれまでに培ってきた経験・スキ

ル・人的ネットワークを生かし、例えば子供

の居場所づくり活動を行う団体と大学生ボラ

ンティアとのマッチングを行うなど、地域活

動に関連する団体・個人・情報等の資源をつ

なぐ役割を果たしておられると聞き及んでお

ります。 

  配置開始から３年目を迎えますが、今後は

コーディネーターが培った経験・スキル・ネ

ットワークを組織として共有していくことが

重要です。地域活動の活性化に取り組むとい

う点では区地域協働課職員や出張所の地域活

性化担当係長とも業務の目的を共有している

かと思いますが、それぞれの役割を含め、今

後どのような地域活動の活性化に取り組んで

いくのか、見解を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市におきまして

は、これまで区地域協働課中心で進めてきた

地域活動団体の支援に加えまして、新たに地

域活動に取り組む多様な主体同士や個人をつ

なぎ、人と場をコーディネートする地域活動

の活性化を図りたいと考えてございまして、

その一環としまして、外部人材の持つ経験や

スキル、人的ネットワークを取り入れること

を目的に、令和５年７月から地域コーディネ

ーターを各区に配置し、地域活動に取り組む

団体・個人・情報等の資源をつなぎ、協働を

促進しているところでございます。 

  例えばふれあいのまちづくり協議会から会

計処理に困っているとの相談を受けた区地域

協働課職員が、その支援策について地域コー

ディネーターに相談し、商業高校とふれあい

のまちづくり協議会とのマッチングにつなが

った事例がございます。こうした事例を積み

重ねることで、地域コーディネーターの持つ

ノウハウや視点が区職員にも共有されること

を期待しているものでございます。 

  区地域協働課には日々地域からの様々な相

談や情報が寄せられており、これまでも住民

との対話を通じて地域課題を把握するという

重要な役割を担ってきたところです。 

  今後は地域コーディネーターの持つ情報や

人的ネットワークを活用し、区職員と地域コ

ーディネーターがそれぞれの強みを生かしな

がら、地域課題の解決に取り組む多様な活動

を支援してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） よろしくお願いい

たします。 

  ちょっと時間なくなってきたので次行きま

す。ＮＰＯの資金調達力の向上です。 

  ＮＰＯ等地域団体が資金調達力を高めるた

めに各団体の活動内容に応じた補助金や助成

金を獲得することも一義的には必要です。し

かし、本市だけでなく国や県、民間の財団等

も含めて多様な主体が補助金・助成金制度を

それぞれで実施しており、情報が分散し、必

要な情報に到達するのが困難になってしまっ

ているという課題がございます。 

  そこで、本市が他主体の補助金・助成金情

報も集約したポータルサイトを構築すること

によって、地域団体が必要とする情報へのア

クセス性を高め、各団体への資金調達力向上

に向けた支援を行うべきと考えますが、見解

を伺います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） ＮＰＯをはじめとす

る地域団体にとって補助金・助成金は重要な

資金源の１つであると考えてございます。 

  こういった補助金の募集時には、広報やホ

ームページ、関係団体を通じたお知らせなど

のほか、最近ではボランティアマッチングサ

イトぼらくるや自治会ＬＩＮＥの活用など、

様々な広報手段を用いて広く情報発信をして

いるところでございます。 

  補助金・助成金情報を集約したポータルサ
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イトにつきましては、情報が常に新しい状態

に更新されていれば便利でございますが、数

多くの公共団体や民間事業者からの情報を随

時更新し、最新の状態に保つことは非常に困

難であると考えてございます。補助金に限ら

ず指定管理者や委託事業の募集情報なども有

用な場合があり、網羅的に収集・提供するこ

とが難しいと考えてございます。 

  地域団体に有益な情報を適宜届けるには、

団体のニーズを聞きながら、団体の状況に合

わせて必要な情報を提供することが最も望ま

しいと考えております。 

  こういったきめ細やかな対応につきまして

は、中間支援団体が最も得意としてございま

すので、相談対応は中間支援団体が担い、行

政は中間支援団体を支援するという役割が効

果的だと考えてございます。 

  地域団体の資金調達力の向上を図るために

は、各団体の情報収集のスキルアップも必要

でございます。近年ＡＩを活用した補助金な

ど情報を効率的に収集している事例もあると

聞いており、中間支援団体と協力しながら、

参考事例を積極的に紹介するなど、地域団体

の資金調達を支援していきたいと考えていま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） もちろんそれはそ

うなんです。民間の力を借りるのが一番ベス

トなんですけど、やはり先ほど私が質問の冒

頭申し上げたとおり、神戸のブランド力、神

戸市だから神戸市のホームページを見に来る

という層をどう捉まえるかということが１つ

の視点かなと思いますので、そういった点も

含めて今後また１つ考えていただきたいと思

います。 

  では最後、食品ロスの削減についてですが、

食品ロスの削減に向けては、市民や事業者に

広く意識を浸透させるために、民間のスマー

トフォンアプリＴＡＢＥＴＥのようなフード

シェアリングサービスを活用するというのが

１つの方策ですということは触れさせていた

だいたんですけど、やはりその認知度の低さ

というのが課題やったと聞いております。 

  この間、てまえどりやｍｏｔｔＥＣＯとい

った国を挙げての食品ロス削減に向けての取

組が行われまして、食品ロス、フードシェア

リングサービスの存在というのは大分浸透し

てきたんじゃないかなと思うんですけど、私

としては、おなか減らした学生や若い社会人

の皆さんがお安くパンなどを食べていただく

機会を提供することで、フードロスにも貢献

できるということが目標なんですけども、い

かがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 先ほど議員御紹介い

ただきましたＴＡＢＥＴＥの事業者とは、こ

れまでは事業連携を行っていました。今は事

業連携やっておりませんが、意見交換等して、

その中で、アプリを利用する消費者は順調に

増えておりますけれども、食品を提供する店

舗の増加が芳しくないとの御意見がございま

した。 

  食品ロスの削減に向けて、施策の認知度や

取組の程度を把握するために行ったネットモ

ニターアンケートでは、４年前と比較してフ

ードシェアサービスの利用規模が上がってい

るほか、ＴＡＢＥＴＥ以外にも幾つかのフー

ドシェアリングサービスが利用されていると

ころを確認できたところでございます。 

  現在ＴＡＢＥＴＥをはじめ他のフードシェ

アリングサービスの事業者からも、市民や店

舗に対する広報啓発面での行政との連携等、

話をいただいているところでございます。 

  現在フードシェアリングサービスにつきま

しては、実店舗型・ネット通販型・ロッカー

型などの様々な形態があることから、各運営

事業者と連携方法等について協議していると

ころであり、具体的な形で進められるように
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検討を継続してまいりたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。 

  本年11月から地下鉄西神中央駅に冷蔵スマ

ートロッカーＷａｋｅａｔｔｅというのが設

置されました。これ西神中央の駅前にできま

した。 

  これはＣｉＰＰｏ社というところが環境省

の食品廃棄ゼロエリア創出モデル事業に採択

され実施している取組でして、コンビニやス

ーパーなどで消費期限が近く廃棄される予定

となっている商品がロッカーに入ってると。

一方消費者はロッカーに入れられた商品を割

引価格で購入できることができるというロッ

カーなんですけど、このような食品ロス削減

のためのＳＤＧｓロッカーを設置する取組は

横浜市でも実施されておりますが、人通りの

多い箇所で実施することにより啓発としても

大きな効果があることから、本市でも民間事

業者との連携により同種の取組を積極的に実

施すべきと考えますがいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 議員御紹介のとおり

西神中央駅に設置されている冷蔵スマートロ

ッカーは、運営するＣｉＰＰｏ社から本市に

相談があり、設置場所などの協議を重ねた上

で実現したものでございます。11月末でアプ

リ登録者は約2,600人で、設置されてから１

か月たちますが、ほとんど売れ残りはないと

聞いており、食品ロス削減につながっており

ます。 

  また、御紹介いただいた横浜市では、設置

場所の提供者、ロッカー設置者及び食品販売

者の公募・マッチングを市が行うことで、計

10台のロッカーが横浜市内に設置され、合計

年20トンの食品ロス削減効果があったと聞い

ております。 

  このような仕組みは、市内事業者の食品ロ

ス削減につながるとともに、市民への啓発や

生活者の食支援につながるものと考えており

ます。 

  一方、事業者からは、設置場所の調整、賃

料負担、店舗への周知啓発などの課題がある

と御意見をいただいております。 

  今後横浜市の取組状況なども参考にしなが

ら、民間事業者とどのような連携、取組がで

きるか、検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 山下君。 

○42番（山下てんせい君） ありがとうござい

ます。 

  いずれにいたしましても、私このフードロ

スの問題というのはＳＤＧｓの観点もあるん

ですけど、学生さんとかね、若い社会人の方

が安くちょっと古くなっても手に入れること、

食品を手に入れることで、食べてしっかりと

フードロスに貢献していくというふうな取組

はどんどん進めるべきだと思いますので、ぜ

ひ引き続きよろしくお願いしまして、私の質

問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいます。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、22番うえなか美貴子君。 

  （22番うえなか美貴子君登壇）（拍手） 

○22番（うえなか美貴子君） 自由民主党・無

所属の会のうえなか美貴子です。よろしくお

願いいたします。 

  それでは、４つの質問をさせていただきま

す。 

  まず１つ目は、持続可能な森林管理のあり

方についてお尋ねをいたします。 

  生活様式の変化や担い手不足によって、全

国的に森林・里山の荒廃が進んでいますが、

安定して美しく健全な森林を維持することは、

倒木や土砂崩れといった災害への対策等に寄
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与するものであり、各自治体で積極的に取り

組む課題であります。 

  本市においては、自然と共生する持続可能

な都市づくりを目的とし、今年度から森の未

来都市神戸の取組を開始しており、関係部局

が連携の下、推進本部を設置し、効果的に森

林関連施策を推進できる体制を整えられたこ

とを評価いたしております。 

  例えば同本部が進めた事業として、先日、

北区山田町に完成しました里山自然共生セン

ターを視察させていただきましたが、里山再

生や生物多様性保全に向けて新たな里山活動

の担い手の確保につながることを期待してお

ります。 

  今後持続可能な森林管理に向けてスピード

感を持って対応していくためには、企業や地

域・大学・ＮＰＯといった様々な主体との協

働をより強化していくべきと考えますが、官

民連携による森林管理の今後の展開について

見解をお伺いいたします。 

  ２つ目は、農業振興についてお尋ねをいた

します。 

  農林水産省の調査によれば、新規就農者数

が平成27年度の６万5,030人に対し、令和５

年度には４万3,460人と８年間でマイナス２

万1,570人という新規就農者の減少が全国的

な課題となっております。 

  高齢化や後継者不足が進む農業を食料の安

定供給に向けて持続的に発展させるためには、

新規就農者を確保することが急務であります。 

  本市においては、各種の新規就農者支援施

策の実施により、令和４年から６年度で計13

0人もの新規就農者が生まれ、施策の１つで

あります神戸ネクストファーマー制度により、

さらなる農業参入者を獲得していることにつ

いては評価をさせていただきます。 

  先日の高市総理の所信表明演説では、地域

を活性化させ、食料安全保障を確保する観点

から、農林水産業の振興が重要との御発言が

あり、本市においてもさらなる農業振興を図

るため、新規就農者数をさらに増加させられ

るよう、より一層の取組が必要と考えますが、

見解をお伺いいたします。 

  ３つ目は、北神エリアの活性化についてお

尋ねをいたします。 

  市長の御英断により、大幅な運賃の低減が

実現した北神急行の市営化から今年で５年が

経過しました。この間、北区民からは三宮に

行く機会が増えたと喜びの声を多く聞いてお

ります。 

  同年2020年、本市は北神急行と接続する神

戸電鉄と連携協定を締結し、北神エリアの魅

力向上と持続可能な鉄道ネットワークの構築

に向けて取り組んでこられました。中でも鉄

道駅は通勤・通学をはじめとする日常生活の

起点であり、地域の玄関口として、まちに来

られる方々の目に最初に触れ、雰囲気を印象

づける重要な空間であります。 

  これまで本市は、神戸電鉄が実施する駅の

再整備事業に対し、再整備計画の策定や設計

には10分の10の補助、改修工事は４分の３の

補助という破格な支援を行っています。当該

支援制度の活用により、2023年には花山駅と

大池駅が、2025年には有馬温泉駅がリニュー

アルしたものの、協定に連携事項として記載

されている計画的な駅の再整備とはまだ遠い

と感じています。 

  久元市政４期目初となる本定例市会におい

て、市長の開会御挨拶で駅を中心とした既成

市街地・ニュータウンの再生を加速するとの

御発言もあり、引き続きの手腕に大いに期待

をしております。 

  さて、これまでも神戸電鉄とは沿線のまち

づくりや粟生線の活性化などの課題に対して

意見交換の場を設け、協議してこられたとこ

ろではありますが、さらに神戸電鉄の経営陣

に対して積極的に働きかけていくことが重要

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

  ４つ目は、不登校対策についてお尋ねをい

たします。 
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  文科省の調査によれば、平成28年度から令

和６年度までの８年間において、全国の小・

中学校の不登校児童・生徒数が約2.6倍と大

きく増加している傾向にあり、児童・生徒本

人やその保護者への支援が重要な課題となっ

ております。 

  本市では、令和５年７月に不登校支援の充

実に向けた基本方針を策定し、市内全小・中

学校へ校内サポートルームの設置や、みらい

ポートの開設など、不登校児童・生徒への支

援策を講じてこられました。 

  不登校の要因の背景はおのおの異なること

から、今後も個々の状況に応じたきめ細やか

な支援を行っていく必要があると考えられま

すが、支援策の今後の展開について見解をお

伺いいたします。 

  また、支援を充実させることと同時に、支

援を必要としている人に必要な情報が届けら

れるよう積極的な周知を図ることが重要だと

考えますが、支援策の周知の在り方について

も併せてお伺いいたします。 

  以上４つの質問への御答弁、よろしくお願

いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） うえなか美貴子議員の

御質問のうち、まず農業振興、特に新規就農

者の増加策につきましてお答えを申し上げま

す。 

  本市におきましても、これは全国的な傾向

とほぼ同様ですが、農業者の高齢化などによ

りまして担い手不足が懸念されており、持続

的に農業を発展させるためには、新たな担い

手として新規就農者の確保・育成が重要であ

ると考えております。 

  本市における新規就農者数の直近３か年の

合計は130人となっておりまして、都市近郊

の立地で消費地が近く、販路が確保しやすい

などのメリットを生かして就農をされている

と認識をしております。 

  新規就農者に対する施策といたしましては、

経済的に不安定な経営初期を支援する経営開

始資金や農業用機械の購入補助などの制度が

あり、本市におきましてもこれらの事業を積

極的に活用をしております。 

  さらに、令和３年度に創設をいたしました

神戸ネクストファーマー制度では、いわゆる

半農半Ｘと呼ばれる皆さん―― 働きながら農

業に参入できるこういうような方々への就農

要件を緩和することを目的としておりまして、

小規模な農地であれば短期間の研修での就農

も可能としております。 

  現在ネクストファーマーの研修機関として

地域とつながりを持つ14団体を認定をしてお

り、その研修機関で研修を修了した160名の

方々が実際に農地を借りて就農をされていま

す。中には、ネクストファーマーとして半農

半Ｘで就農された後に本格就農に移行をした

方も数名出てきております。この制度のよう

に市域での農業参入への門戸を広げることは、

新規就農者の確保に効果があると考えており

ます。 

  今後さらなる新規就農者の確保に向けて、

おおむね10年後の地域農業の担い手を明確に

する制度として今年度から運用を開始したの

が地域計画です。 

  この地域計画につきましては、現在対象集

落173集落の84％に相当する145集落で策定さ

れております。策定した集落では、農地１筆

ごとの担い手の有無など、将来の地域の農地

の利用状況が明確となり、新規就農者が借り

ることのできる農地を地図上で把握できるよ

うになっております。 

  今後こういう農地を活用し、ネクストファ

ーマーも含めた多様な担い手の増加に取り組

むことにより、持続可能な農業の振興、農村

地域の活性化につなげていきたいと考えてお

ります。 

  次に、北神エリアの活性化、具体的には神

戸電鉄への対応につきましてお答えを申し上
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げます。 

  西北神地域の基幹交通であります神戸電鉄

は多くの市民に利用されており、市民の安

全・安心な生活を守る上で、これまでも国・

県・沿線市と連携し、利用者の安全で快適な

移動の確保を目的として、設備更新への補助

をはじめ様々な支援を行ってきました。 

  御指摘いただきました2020年の北神急行電

鉄の市営化と併せまして、日常生活の起点で

あり、地域の玄関口として重要な空間である

駅前のリノベーションに取り組み、花山駅や

大池駅など、駅舎の再整備とともに、駅前広

場でのにぎわいづくりをセットで進めてきて

おります。現在では駅前で定期的なイベント

が継続しておりまして、多くの皆さんでにぎ

わうなど効果が現れてきていると考えており

ます。 

  さらに現在、唐櫃台駅や有馬口駅をはじめ、

ほかの駅でも再整備に向けた検討を地域や事

業者の皆さんと共に行っているところであり

まして、計画的な再整備を進めていきたいと

考えております。 

  このように駅を中心とした既成市街地・ニ

ュータウンの再生を加速させ、神鉄沿線にお

いて計画的に着実なまちづくりを進めていく

ためには、神戸電鉄との連携が一層不可欠と

なります。少子・高齢化や沿線人口の減少な

どによりまして、今後はさらに粟生線の赤字

問題が深刻化し、有馬線を含む神戸電鉄全体

の経営が一層厳しくなるということも懸念さ

れます。 

  このような中にありまして、本市として粟

生線の機能をしっかりと将来にわたって維

持・存続させ、鉄道とまちとが一体となった

まちづくりを強力に進めるためには、神戸電

鉄の経営に従来以上に関心を持ちながら対応

していく必要があると考えております。 

  経営方針に対して積極的に働きかけを行っ

ていくということが必要であると考えており

まして、どのような方法、対応が望ましいか、

スピード感を持って検討していきたいと存じ

ます。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） では、１つ目の御質

問にお答えします。持続可能な森林管理のあ

り方です。 

  現在ですが、神戸市は市域の約４割が森林

です。約２万ヘクタールあります。 

  しかもその約７割が個人や企業などが有し

ている森林です。そのため、神戸の広大な森

林を持続可能な形で管理していくには、専門

事業者だけで取り組むのではなく、森林所有

者や周辺の地域住民、森林に関心がある企業、

ＮＰＯ、専門知識を有する大学など様々な主

体と行政が協働していくことが必要不可欠と

なります。 

  令和５年度より多様なプレーヤーがつなが

る場として、こうべ森と木のプラットフォー

ムを立ち上げ、神戸市産材の流通促進に加え

て、森に関する情報共有や啓発を行ってまい

りました。 

  また担い手の確保・連携・協働の強化のた

めに神戸の森の現状や資源循環の大切さを多

くの方に知っていただくことがまず最初に重

要と考えてまいりました。 

  今年度は市民・企業・学生などをターゲッ

トとした神戸の森や木の活用に関するフォー

ラムの開催、それから小学校から中・高校生

を対象に学校に出向いて森林や木材に関する

授業を行うなど、様々な広報・啓発の取組を

重点的に実施してまいりました。次の展開と

しましては、森林の所有者や地域の理解を得

て神戸市の森林施策に関心のある企業やＮＰ

Ｏなどに森林を見学していただいて、森林整

備のどの部分を協働できるか、どんなふうに

実施していけるかということを共に検討を進

めてまいります。 
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  今後、持続可能な森林管理を目指していく

ためには、担い手の確保とそれから多様な

人々との協働は不可欠になります。引き続き

様々な主体との連携強化に取り組んでまいり

たいと考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは不登

校対策についてお答えさせていただきます。 

  不登校児童・生徒数は全国的に増加傾向に

あり、本市においても小・中学生合わせて令

和６年度に4,463人となっており、その前年

度からは減少したものの不登校児童・生徒及

びその保護者への支援は重要な課題だと認識

しております。 

  議員御指摘のとおり不登校支援の充実に向

けた基本方針に基づき、これまで様々な不登

校支援対策を展開しており、令和６年度には

全小・中学校における校内サポートルームの

設置及び支援員の配置、今年度は４月に集団

生活を再スタートさせたい生徒のためのみら

いポート―― 学びの多様化学校の開校、９月

からは外出しづらい不登校児童・生徒のため

のメタバース空間を活用したコミュニケーシ

ョン支援・学習支援の場であるこうべっ子オ

ンライン広場を試行開始するなど、様々な状

況にある不登校児童・生徒が学びの場や自身

の居場所につながるよう支援の充実に取り組

んでいるところでございます。 

  今後の展開ですが、不登校児童・生徒の

個々の状況に応じたきめ細やかな支援を行っ

ていくため、教職員やスクールカウンセラー

等の専門スタッフが一体となり、チーム学校

として不登校傾向のある児童・生徒の状況把

握を行い、早期の支援につなげていきたいと

考えております。 

  また、現在取り組んでいる個々の支援策が

不登校児童・生徒の支援につながっているか

継続的に検証・評価を行い、各事業の見直し

や充実を図っていくとともに、不登校児童・

生徒と保護者のニーズの把握に努め、様々な

要因や背景に応じた不登校支援対策を展開し

ていきたいと考えております。 

  さらに、民間が運営するフリースクールに

ついても、不登校児童・生徒の利用が増加し

ており、学校以外の多様な教育の機会の場の

１つとして、不登校児童・生徒の支援の中で

重要な役割を担っていると認識しており、効

果的な支援策を検討していきたいと考えてお

ります。 

  積極的な周知に関してですが、今年９月か

ら、神戸市の不登校支援施策を一覧で分かり

やすく伝えるためのリーフレットを新たに作

成しており、ホームページで公開するととも

に、学校現場で活用してもらうことで、支援

が必要な方に情報が行き届くように取り組ん

でおります。 

  また、令和５年度に設置した不登校支援相

談センター等の不登校に悩む児童・生徒や保

護者の相談窓口や市が取り組んでいる不登校

支援策を定期的にすぐーるで保護者に発信す

ることで、積極的な周知を行っていきたいと

考えております。 

  今後も不登校支援施策の充実と積極的な周

知に取り組んでまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） ４つの質問への

簡明な御答弁、誠にありがとうございます。 

  再質問に入らせていただく前に、北神エリ

アの活性化につきまして、市長の前向きな御

答弁を受け、これまで神戸市が行ってこられ

ました北神急行の市営化や駅再整備の補助な

ど積極的な取組が今後も生かされますように、

魅力的な北神エリアに向けてさらなる活性化

や交通アクセスの維持・改善等、今後も神戸

電鉄へ積極的に働きかけていただきたく御要

望申し上げます。 

  続きまして、再質問に入らせていただきま
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す。 

  まずは持続可能な森林管理のあり方につい

て。 

  黒田副市長から御答弁いただきましてあり

がとうございました。 

  森林の健全な状態をこれからも持続的に維

持していくために、適切な時期に伐採を行っ

て若い樹木を計画的に育てることが重要であ

ります。さらに、これらの取組を継続的に行

うためには、伐採された木材の有効活用を図

り、森林資源の循環的利用を促進することが

求められます。 

  先ほどもお話にもございましたが、本市で

はこうべ森と木のプラットフォームによりま

して、ＫＯＢＥ ＷＯＯＤというブランドが

立ち上げられるなど、木材活用に向けた取組

が進められていますが、現在改定を予定して

いると聞いております六甲山森林整備戦略の

中では、木材活用についてどのような方向性

を示していかれる予定か、見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） ただいまの御質問に

お答えいたします。 

  本市では、森林整備で伐採しました樹木に

つきましては、例えば建築材ですとか家具、

内装などに木材として使っていくことになり

ますけれども、枝葉に至るまでできる限り活

用することで、森林資源の循環というものを

目指しております。 

  そこで、建築材などに使う部分とそれから

活用しづらい部分につきましても、炭やまき

といった燃料あるいは食器、おもちゃなどの

小さな木製品への活用を検討しております。

また、それも難しい細い枝や傷んでいる木材

に関しては、燃料用のチップ材として活用が

適しておりますけれども、全体としてはでき

る限り高価値での流通を進めてまいりたいと

考えております。 

  六甲山森林整備戦略につきましては、今年

度中に戦略の対象範囲を全市の森林に広げる

ことや、森林の再生を目的とする資源循環を

重視した改定を行っていこうとしております。

新たな戦略では、伐採・搬出しやすいところ

から森林整備を進めていきます。 

  それから、公共・民間それぞれでの木材資

源の利用、それらの木材活用促進のための流

通の仕組みづくりなどについて方向性を示し

ていく予定としております。 

  今後とも森林資源の活用と森林再生につき

まして様々な可能性を検討し、資源循環量の

拡大に努めてまいることで森林の持続を図っ

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） 御答弁ありがと

うございます。 

  木材の枝葉に至るまで余すことなく活用し

ていくというその方向性にはとても賛同して

おりまして、現在は炭やまき、そして食器や

おもちゃまでいろんな形でその木材を利用さ

れているということでございます。 

  特に副市長、進めておられます備長炭の製

造というブランドでございますけれども、森

林資源の活用により発生するその利益をまた

森林整備に還元・循環させる取組でもあり、

新たな市内産業の創出になるほか、輸入によ

り発生するＣＯ２の削減というグローバルな

貢献にも寄与するものとして大いに期待をさ

せていただいております。 

  そして、木材資源をさらに有効活用すると

いう観点で、今お話もございました内装・外

装への加工が難しい、家具へも難しい木材を

エネルギー源として使っていくという考えも

お聞きいたしまして、とても安心いたしまし

た。 

  今、木材を処理するのに年3,000万円もの

費用がかかっていると聞きました。ぜひとも
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エネルギー源としての活用をもっともっと進

めてはどうかと思っております。 

  加工が難しい木材を、まき以外にも枝葉の

先まで余すことなく活用できる木材チップと

しての活用、こちら木材チップをバイオマス

ボイラーで燃焼することで発生した熱を給湯

や暖房などの熱源として利用することにより、

化石燃料の使用を抑え、カーボンニュートラ

ルの実現にも寄与することができます。 

  先日、私は宝塚市の西谷地区玉瀬の県有環

境林を訪れ、伐採された広葉樹を山元の現場

でチッピングする作業を視察させていただき

ました。 

  こちらが作業の様子でございます。このよ

うに、木材をチッパーに入れますと即チッピ

ングされました。そのチッピングされた後、

このチップをフックロール乾燥機付トラック

に積み込み、加工・輸送の最適化を図り、原

料コストを最大限低減する森林整備の現場で

ございました。 

  もう１枚お見せいたします。 

  こちらが木質バイオマスボイラーという機

械でございます。この黄色い機械でございま

すけれども、こちらは神戸市内のゴルフ場で

設置されているものでございまして、このゴ

ルフ場の場合は、ボイラーをゴルフ場が所有

するのではなく、熱事業者が所有して熱代金

を販売しているという形でございます。施設

はプレハブ倉庫に設置され、熱導管でクラブ

ハウスに共有されているという写真でござい

ます。 

  実際、従来の化石燃料をボイラーで燃焼す

る熱エネルギーより木材チップを燃焼するこ

とで、光熱費は20％から30％安くなっている

そうです。 

  つきましては、このバイオマスボイラー導

入に係る県補助制度が今年度創設されたこと

も踏まえまして、ぜひ本市においても、この

木質バイオマス熱利用について輸送費用も鑑

みて、木材ストックヤードがすぐ近くにある

しあわせの村など市内の各施設で資源循環の

取組を推進すべきかと考えますが、いかがで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） 御質問にお答えいた

します。 

  木材として利用が難しい場合には、本市の

クリーンセンターで焼却処分される場合は、

バイオマス発電の熱源として現状も有効利用

しております。今回議員御指摘のボイラーと

しての熱量も、カーボンニュートラルの実現

に寄与するものと考えております。 

  一方で木質バイオマスボイラーの導入につ

いて検討する場合には、幾つか検討課題がご

ざいます。 

  １つは燃料チップの量、品質、価格などが

安定した供給体制の構築が必要であること、

２つ目は、ボイラーなどの初期投資が相対的

に高額であること、３つ目が燃料チップの保

管などに広い敷地が必要なことなどです。こ

ういうことにいろいろ留意すべき点がござい

ます。 

  議員御指摘の兵庫県の補助金活用も念頭に

入れつつ、まずは木質バイオマスの需要状況

を把握するなど、活用について引き続き検討

してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） ありがとうござ

います。 

  まず初期投資の件でございますけれども、

大変高額ということで、いきなりではなくて

も、今のボイラーと併用という形で使ってい

くことも可能であるかと思います。そしてチ

ップの保管場所、それこそしあわせの村の近

くにある木材ストックヤードを大きく利用す

ることもできるのではないかとも思いますけ

れども、これからいろんな課題が本当にある

かと思いますので、ぜひ前向きに御検討いた
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だけたらと思っております。 

  最後に、現在環境保全審議会において、次

期神戸市環境マスタープランについて議論が

重ねられています。 

  先日示されました素案修正案では、資源循

環都市Ｒｅ：ＫＯＢＥという新たなキャッチ

フレーズが掲げられています。この理念のと

おり市民・事業者・行政が一体となって、あ

らゆる資源を効率的・循環的に利用して環境

と経済の好循環を実現することは、森林管理

の分野でも非常に重要な観点でございます。

部局ごとに縦割りで森林施策を進めるのでは

なく、今後も黒田副市長にリーダーシップを

発揮していただき、よりよい森林施策を推進

していただきたいと御要望申し上げます。 

  続きまして、農業振興について再質問させ

ていただきます。 

  市長からの御答弁にもございました令和３

年８月に創設されました神戸ネクストファー

マー制度は、半農半Ｘのスタイルとして従来

よりも短時間の研修で就農が可能になるなど、

要件を緩和した制度となっておりますが、近

隣の明石市や三木市におきましては、そもそ

も研修時間は要件となっていないということ

を聞いております。 

  今後ますます後継者不足が深刻化していく

中で、神戸市は新規就農へのハードルが高い

というような印象を与えないように、本市に

おける農業参入について、さらなる要件緩和

を行い、新たな担い手を確保する必要がある

と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 本市といたしまして

も、農業後継者不足が深刻化していく中で、

新たな担い手の確保に向けたさらなる要件緩

和が必要であるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  神戸ネクストファーマー制度におきまして

は、小規模農地であれば短時間の研修で就農

可能とすることによりまして、半農半Ｘなど

の多様な担い手の確保に努めてきたところで

ございます。 

  また、令和５年４月には小規模な就農を可

能とする農地制度の改正がありまして、その

趣旨に応じた研修機関を設けているため、他

都市の視察や意見交換の依頼も複数いただい

ているという状況でございます。 

  一方、大規模な農地での本格就農の取扱い

につきましては、一定の研修時間による基礎

的な栽培技術の習得を重要な要素の１つとし

て運用してまいりましたが、新規就農者の拡

大や異業種からの農業参入の意欲を高めると

いった観点からも、より柔軟な就農要件の運

用を検討する必要があると考えているところ

でございます。 

  今後さらなる担い手の確保に向けまして、

就農を希望される方の営農計画や農業経験に

ついて、経営規模に応じた判断を行うなど手

続面においても農業委員会と連携を図りなが

ら、よりスムーズな就農につながるよう柔軟

な運用を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

  あわせて、ネクストファーマーにつきまし

ても、希望があれば農地の取得も可能とする

など、本格就農にこだわらず、多様な担い手

が就農しやすい環境づくりを進め、就農しや

すいまち神戸の実現に向け取り組んでまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） 柔軟に対応して

くださるということで、よろしくお願いいた

します。 

  神戸ネクストファーマー制度、その中の農

業プログラムの１つにとてもすばらしいプロ

グラムがございまして、2023年に開校された

神戸学院大学とＪＡ兵庫六甲との連携により、

楽農アカデミーが開講されております。大学

の持つ経営学や栄養学の専門性とＪＡの持つ
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野菜の栽培や販売のノウハウを掛け合わせた

事業でありまして、実際に開講から53名もの

受講者がいるなど、新規就農者にとっても魅

力的なプログラムになっているのではないか

と感じております。 

  つきましては、市内には23もの大学・短期

大学があることを踏まえまして、もっと大学

と連携した取組を拡充すべきかと考えますが、

いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘をいただき

ました楽農アカデミーは、ＪＡ兵庫六甲の有

する栽培技術に加えまして、神戸学院大学の

人材や知見を活用し、食のマーケティングや

ブランドに関する講義を設けることによりま

して、生産から販売・経営まで農業に必要な

知識を一体的に習得できる魅力的な研修プロ

グラムとなっているとこでございます。 

  今後市内のほかの大学から研修機関として

参画したいという御相談がありましたら、研

修プログラムの内容確認に加え、農地や指導

者の確保ができるよう地元調整を行うなど、

連携して進めていきたいと考えているところ

でございます。 

  大学集積都市であります本市の強みを生か

し、大学の知見を地域課題解決に結びつける

ことは重要でありまして、引き続き大学の意

向を踏まえ、連携を検討してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） 前向きな連携の

御検討ありがとうございます。 

  ただいまの話は農業の入り口でございまし

て、今度は現在農業を営んでおられる農家の

方々に向けての課題でございますけれども、

高齢化や後継者の不在によります農業担い手

不足が課題となっている中、農業を営まれる

農家の方々に向けて、ドローンや水管理シス

テムといったスマート農業技術の普及・活用、

もちろんそれを先ほど市長から行っておられ

るということを答弁いただきましたが、本当

に農作業の効率化や負担の軽減を図ることが

解決策の１つであると考えております。 

  実際に国における実証事業では、農薬散布

をドローンで行うことで作業時間が61％減、

水管理に水管理システムを導入することで作

業時間が80％減となるほど非常に大きな省力

化の効果が見られております。 

  そのスマート農機に対する補助を本市も行

っておられますけれども、今後農業の持続性

を高めるためにも、スマート農機を活用した

栽培方法への移行を支援するなど、省力化に

向けた取組をさらに進めることに対して御見

解をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このスマート農業技

術の活用につきましては、農作業の効率化や

負担の軽減を図る解決策の１つとして有効で

あるというふうに考えているところでござい

ます。 

  国における実証事業におきまして、ドロー

ンや水管理システムなどの導入による省力化

の効果は示されておりまして、今後は市域に

おいてスマート農機の効果を啓発し、導入を

進めていく段階にあるというふうに考えてい

るところでございます。 

  スマート農機には、既存の作業を省力化す

るものと新たな栽培方法への移行を図るもの

とがあるところでございます。 

  例えば、ラジコン草刈り機やアシストスー

ツのように、既存の農作業を省力化するもの

につきましては、その効果も分かりやすいと

ころでございますけれども、田植機を使わず

ドローンによって直接種をまく水稲直播栽培

のように新たな栽培方法への移行を図る場合

につきましては、生産者にとって効果が分か

りづらく、導入に向けた心理的なハードルも
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高いというふうに思っているところでござい

ます。 

  ただ、御指摘をいただきましたように、ス

マート農業の普及に向けましては、スマート

農機を活用した栽培方法への移行が重要であ

るというふうに考えているところでございま

す。そのため、まずは生産者の理解を深める

ことができますように、先進事例の紹介や市

内でモデル栽培を実践する圃場を設置するな

ど、効果的な普及方法を県やＪＡなどと共に

検討し、省力化に向けた新たな取組を着実に

進めてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） スマート農機を

活用した栽培方法への移行を進める取組をし

てくださるということで期待をしております。 

  このスマート農機拡充に向けて、補助から

始まりまして、使い方、導入、運用までしっ

かりサポートを強化することは、今の農家の

方々においてもありがたいことでもあります

し、それこそ新規就農者の研修時間も、この

移行することによって要件が緩和されるのに

つながっていくのではないかと思っておりま

す。 

  それでは、今神戸市域では北区・西区中心

に盛んに農業が行われております。都市部へ

の新鮮な農産物の提供や観光農園により、農

業に触れられる機会もいっぱいございます。 

  今後市内農業を持続可能なものとするため

には、農業者への支援はもちろん、消費者を

はじめとする様々な方に市内の農業をより一

層知ってもらう必要があると考えられます。 

  そこで、都市部と農村が近い神戸の強みを

生かして、市民が気軽に農業や農村に触れら

れる機会をつくるなど、さらなる関係人口の

拡大に向けて取り組むべきであると考えます

が、その御見解をお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この市域の農業を持

続可能なものにするためには、消費者の農業

への理解や農村地域の関係人口の拡大が今後

ますます重要になると考えているところでご

ざいます。 

  現在市内で農業や市内産農産物に直接触れ

られる機会といたしましては、イチゴ・トウ

モロコシ・ブドウ・梨・柿・芋などを収穫す

る観光農園、そして田植や稲刈りといった体

験イベント、さらに朝取れの新鮮な野菜を購

入することができる農産物の直売所、小規模

な区画で菜園を楽しめる貸し農園などが挙げ

られるところでございます。 

  今後さらなる関係人口の拡大を図りますた

めには、市民団体や学生といった様々な方が

継続的に農業地域を訪れていただくきっかけ

となる仕組みづくりが必要と考えているとこ

ろでございます。 

  今後例えばレクリエーションやコミュニケ

ーションを目的に、北区・西区にある農地で

気軽に農業体験ができる仕組みを検討するな

ど、関係人口の拡大につながるよう、地域の

方々とも連携しながら取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） ありがとうござ

います。 

  今後農業に関わる人、親しみを持つ人を増

やしていく中で、魅力的な農産物を使う人や

使うお店を増やしていく取組を行い、経済的

に持続可能な農業を確立できるよう、農業の

さらなる振興に努めていただきたいと思って

おります。 

  そして農業振興では最後の要望となります

けれども、昨日私は、あいな里山公園で行わ

れましたオーガニックマルシェにお誘いいた

だき行ってまいりました。 

  そちらでは、農村歌舞伎の舞台でオーガニ

ックについてのトークが繰り広げられまして、
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黒田副市長もお見えになっておられました。

ぜひとも今これからオーガニックの学校給食

の導入が進められているというとてもいい状

態でございますので、ぜひとも今後オーガニ

ックシティＫＯＢＥの実現に向けてさらなる

取組を行っていただきたいと御要望申し上げ

ます。 

  それでは最後の質問の不登校対策について

再質問させていただきます。 

  支援体制の充実に力を入れておられるとの

こと、誠にありがとうございました。そのよ

うな不登校対策の取組に加えて、ぜひとも不

登校を未然に防ぐということも施策に入れて

いただきたいと存じます。 

  子供たちにとって、幼稚園や保育所での生

活と小学校に入学してからの生活では、時間

の使い方や活動内容など、１人１人に求めら

れるものが大きく転換することから、スムー

ズに学校生活へなじむためには、幼児期から

の子供に対するサポートが必要であると思わ

れます。 

  例えば東京都千代田区では、就学準備教室

りりーふが平成27年に現役教員の手により立

ち上げられ、教員や社会福祉士、大学生ボラ

ンティアが国語や算数がベースになったもの

や小学校生活に関するもの、コミュニケーシ

ョン力を高めるものなど、入学前の幼児を対

象とした月１回の事業を行っていると聞いて

おります。 

  本市においても、こどもっとひろばが市内

全域に多く設置されていることを有効に活用

しまして、こどもっとひろばにおいて同様の

講座を開くことにより、多くの子供たちが小

学校での学習体験や学校生活に必要な心構え

などを学べるものとして非常に有益な取組に

なると考えますが、見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今りりーふの御紹介

もいただきましたけれども、本市では小学校

生活への円滑な移行に向けて、子供たちがス

ムーズに小学校生活を迎えられるよう、教育

委員会では各小学校でのオープンスクールを

開催をいたしまして、入学後の集団生活をイ

メージできる場の提供や、個別の相談が必要

な方への相談対応などの支援を行っていると

ころでございます。 

  また、就学前にほとんどの子供が通う幼稚

園・保育園から小学校への接続を強化するた

め、令和６年度より全小学校区において連携

校園を設定し、子供同士の交流や保護者と教

員間の交流、カリキュラムの交換などにも取

り組んでいるところでございます。 

  また、こどもっとひろばでは、この令和６

年度から全館に子育てチーフアドバイザーを

配置をいたしまして、乳幼児向けのプログラ

ムの充実を図るとともに、未就学児の親子の

様々な相談に対応し、関係機関につなぐなど、

相談支援機能の強化を図ってございます。 

  さらに各館が工夫を凝らして、年齢にかか

わらず多くの子供たちが参加できるイベント

を実施しておりまして、未就学の親子が小学

生などと一緒に集団で過ごす体験ができる場

というふうにもなっているところでございま

す。 

  小学校入学前に集団生活を体験したりイメ

ージする機会や、親子の不安な気持ちに寄り

添う取組というものは有意義であるというふ

うに考えているところでございます。 

  御提案をいただいた取組なども参考にさせ

ていただきながら、こどもっとひろばの強み

を生かし、未就学の親子向けに体験プログラ

ムを提供する子育てサークルなどへの実施場

所の提供や、教育委員会の就学前相談や取組

に関する積極的な情報提供のほか、例えばこ

どもっとひろばの閉館後や土曜日などに５歳

児の親子のための交流プログラムを実施する

など、入学前の親子に寄り添った取組を検討

させていただきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（菅野吉記君） うえなか君。 

○22番（うえなか美貴子君） 積極的な取組の

御回答ありがとうございます。 

  最後に、文科省の調査によりますと、平成

28年度から令和６年度までの間において、小

学校１年生に限ると不登校児童数が約6.0倍

となっておりまして、小学校低学年の不登校

児童が大きく増えていると課題になっており

ます。 

  今ふと浮かんだんですけれども、ある歌の

フレーズです。１年生になったら、１年生に

なったら友達100人できるかな。 

  子供たちは夢や希望をいっぱい抱いて学校

に入学します。その子供たちを親御様たちは、

おじいちゃん、おばあちゃんもとても楽しみ

に入学を迎えられます。それなのに、１年生

になってすぐに心が傷ついたり悩みを抱える

ことになることは本当に胸が痛いですし、ま

た当事者にとりましては、その苦しみは計り

知れないものでございます。 

  そうなることがないように、不登校の原因

をあらかじめ取り除くという意味での真の不

登校支援施策を拡充させることを要望いたし

まして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  次に、44番河南忠和君。 

  （44番河南忠和君登壇）（拍手） 

○44番（河南忠和君） 河南忠和でございます。

それでは、うえなか美貴子議員に続きまして

質問を続けさせていただきます。 

  まず、物価高騰を踏まえた経済支援につい

てであります。 

  国においては、去る11月28日に令和７年度

補正予算が閣議決定され、大規模な総合経済

対策が盛り込まれました。 

  その中で、地方公共団体が地域の実情に応

じて物価高対策に活用できる重点支援地方交

付金は、昨年度の6,000億円から２兆円と大

幅に増額されており、本市においても一定の

規模の交付が見込まれます。 

  中でも食料品の物価高騰対策については特

別加算が設けられ、プレミアム商品券やいわ

ゆるお米券などへの活用が想定されておりま

す。 

  これまで消費喚起施策については国・県・

市の役割分担の下、県においては、はばタン

Ｐａｙが実施されてきました。 

  一方で、本市においてもコロナ禍にはＫｏ

－Ｐａｙなどを実施し、一定の成果を上げて

きました。また、令和２年の本会議において

私は、プレミアム商品券は事業費以上の経済

効果を生み、地域経済への波及効果が大きい

ことを指摘してまいりました。 

  現在生活困窮者までとはいかずとも、アル

バイト収入などで日々の暮らしを支えながら

物価高に直面している市民や、仕入れ値の上

昇に苦しみながらも価格転嫁に悩む零細事業

者・小売市場や商店街など、幅広い層が影響

を受けております。 

  こうした状況を踏まえ、生活者と地域事業

者の双方を支援する観点からも、幅広い市民

を対象とした経済対策を実施すべきと考えま

す。 

  そこで、今回の重点支援地方交付金の特別

加算を活用し、本市としてどのような経済支

援策を検討しているのか、御見解をお伺いい

たします。 

  続きまして、ポートアイランドを陸続き化

する構想についてであります。 

  本議会初日に久元市長がお示しになった施

政方針において、グローバル社会に羽ばたく

まちづくりとして、神戸空港の国際化を契機

として、空港島の将来構想の策定、都心・ウ

オーターフロントと神戸空港の利便性向上、

さらには神戸空港の国際化、ポートアイラン

ド・六甲アイランド・ＨＡＴ神戸の活性化を

進めていく方針を示されました。これらは神

戸を関西経済を牽引する国際都市へと成長さ

せていくため、極めて重要な政策であると受
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け止めております。 

  私は、とりわけ三宮と神戸空港の中間に位

置するポートアイランドは、地理的にも機能

的にも神戸の未来をつなぐ要であり、大変重

要な位置を占めていると確信しています。 

  そこで提案ですが、第４突堤とポートアイ

ランドの間を埋め立て、ポートアイランドを

半島化する、いわゆるペニンシュラ化するこ

とによって、三宮・ウオーターフロント・神

戸空港を一体的な都市空間として再編してい

くという発想について神戸市として検討に値

する構想ではないかと考えます。 

  この構想により、都市の回遊性向上による

にぎわいの創出に加え、災害時における孤立

のリスクの低減といった防災上の効果、さら

には新たに生まれる用地への民間投資による

賃料収入や税収増など財政面からも一定の合

理性を持つものと考えます。このような取組

が神戸の港湾都市としての持続的な成長に資

するものと考えますが、御見解をお伺いいた

します。 

  続きまして、神戸空港のアクセス性向上に

ついてであります。 

  本市は国際化を果たした神戸空港・新神戸

駅・三宮駅という主要な交通拠点が比較的近

接しており、交通利便性の高さが大きな強み

の１つであると考えます。 

  とりわけ2030年前後に予定されている神戸

空港への国際線定期便の就航を見据えると、

神戸空港と鉄道駅とのアクセス性の向上は観

光客の増加や市内経済の活性化に直結する重

要な課題であると考えます。また、現在進め

られている都心・三宮や新神戸駅周辺の再整

備の効果を最大化するためにも、空港アクセ

スの強化は不可欠ではないでしょうか。 

  これまで新神戸トンネルの延伸や地下鉄新

線の整備など様々な方策が検討されてきまし

たが、今後は民間事業者との連携も含め、よ

り柔軟で実効性のあるアイデアを検討し、抜

本的なアクセス改善に取り組むべきと考えま

す。 

  そこで、国際線の本格的就航を見据えた神

戸空港のアクセス性向上について市としてど

のような方向性で検討を進めていくのか、御

見解をお伺いをいたします。 

  また、再質問も合わせて質問をさせていた

だきます。 

  神戸空港のアクセス強化に当たっては、神

戸ならではの特色のあるもの、または先進的

なものを検討していただきたい。具体的には、

ポートライナーの延伸や新しい交通システム

の導入など、都心・三宮の再整備と連動し、

神戸らしい夢のある計画を推進するべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

  続きまして、ファッションタウンの活性化

であります。 

  本市では、令和４年度からポートアイラン

ド・リボーンプロジェクトが始まり、まちの

将来ビジョンの検討が進められております。

これまで公共空間を活用した社会実験等によ

り、交流機会の創出やまちづくりの機運醸成

が図られていることは評価いたします。 

  一方で、ファッションタウンにおいて、空

き区画の増加やにぎわいの低下など、既に顕

在化している課題があり、こうした現状に対

してはより積極的な対応が必要でないかと考

えます。 

  現在権利者の皆様と住宅導入の規制緩和も

含めたまちの在り方の検討が進められている

とお伺いをしておりますが、地域の合意形成

を待つだけではなく、市が主体的にまちづく

りの方向性を示すべき段階に来ているのでは

ないでしょうか。用途変更も含めた将来像を

市として明確に打ち出すことで、よりスピー

ド感を持って課題解決を図れるのではないか

と考えます。 

  そこで市としてファッションタウンの今後

のまちづくりについて、より積極的に関与し

方向性を示していく考えはあるのか、見解を

お伺いいたします。 
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  次に、元町駅周辺の再整備についてであり

ます。 

  令和５年の県・市調整会議において、私は

元町駅東口のバリアフリー化を早期に実施す

るように要望いたしました。このことに関し

ましては久元市長に御賛同いただき、その結

果、市長・知事連名の要望書がＪＲ西日本に

提出され、今年度中にＪＲ西日本が工事に着

手することが決定いたしました。大変ありが

たく感じております。 

  この動きを受けて、市ではまちづくり団体

や学識経験者・県・交通事業者などと連携し

ながら、元町駅のリニューアルプランの検討

が始まっています。さらに県においても、11

月に新庁舎等整備プロジェクトの基本構想案

が公表されるなど、元町駅周辺の再整備がい

よいよ本格的に動き出したものと受け止めて

おります。 

  こうした一連の動きにより、元町駅周辺の

回遊性や魅力の向上につながることを大いに

期待しております。また、将来的に都心・三

宮再整備やウオーターフロント地区の再開発

との相乗効果を発揮できるものと考えており

ます。 

  そこでお伺いいたします。元町駅周辺の再

整備について市として今後どのような方針で

取り組んでいくのか、御見解をお伺いいたし

ます。 

  また、再質問として通告しておりました元

町駅西口の再整備については、県庁舎の再整

備と合わせて検討されると伺っております。

実際に11月に公表された新庁舎等整備プロジ

ェクト基本構想案においても、駅西口周辺道

路のバリアフリー化や駅から県庁周辺にかけ

ての動線の円滑化について神戸市やＪＲ西日

本等関係機関と連携しながら検討する旨が記

載されております。 

  元町駅西口の整備は県と市がしっかりと協

調して取り組むことが重要であると考えます。

元町駅西口の再整備については、県とどのよ

うに連携しながら進めていくのか、市として

の御見解をお示しください。 

  続きまして、ＪＲ三ノ宮駅新東口の検討に

ついてであります。 

  新バスターミナルの整備により、三宮東地

区の交通結節機能は大きく強化される見込み

です。 

  その効果を最大限に発揮させるためには、

ＪＲ三ノ宮駅やバスターミナルへの円滑なア

クセス確保が重要であり、新東口の設置は不

可欠な要素だと考えます。 

  この点については平成29年11月議会で新東

口整備の検討状況を質問した際には、東側の

改札は必要であり、設置を要請しているとの

御答弁がございました。その後の検討状況は

どのように進んでいるのか。 

  先日、新バスターミナル周辺の再開発エリ

アの愛称が神戸三宮ツインゲートに決定した

とお伺いしました。このエリアが今後さらに

多くの人でにぎわい、まちとして発展してい

くためには、新たな東口、ツインゲート口の

整備も重要な検討課題であると考えます。 

  今後もＪＲ西日本と連携しながら、新東口

の実現に向けて取り組んでいく考えがあるの

か、見解をお伺いいたします。 

  続きまして、フラワーロード東側の路上喫

煙対策についてであります。 

  都心・三宮の再整備や神戸空港の国際化に

より、今後国内外からの来訪者のさらなる増

加が見込まれる中、神戸の玄関口である三宮

駅周辺における路上喫煙対策はこれまで以上

に重点的に取り組むべき課題と考えます。 

  特にフラワーロードの東側については現在

路上喫煙禁止地区の対象外となっております

が、禁止地区内と同様に人通りが多く、路上

喫煙や吸い殻のポイ捨てに関する苦情が地域

の方々から多く寄せられている状況です。さ

らに今後はバスターミナルビルの整備により、

新たな人の流れが生まれることも予想されま

す。 
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  こうした状況を踏まえ、フラワーロード東

側についても路上喫煙禁止地区に指定し、規

制を強化すべきだと考えますが、当局の見解

をお伺いいたします。 

  あわせて、喫煙者と非喫煙者の双方が快適

に過ごせる環境を整えることは、神戸のイメ

ージ向上にもつながる重要な取組であると考

えております。三宮地区における喫煙所の整

備や拡充、分煙環境の充実について今後どの

ような計画で取り組んでいくのか、併せてお

示しください。 

  続きまして、公園トイレの清掃についてで

あります。 

  本市では公園のトイレを誰もが安心して利

用できるよう、バリアフリー化や洋式化など

を進める公園トイレチェンジアクションに取

り組んでいます。 

  神戸空港の国際化により、今後は国内外か

ら多くの来街者が神戸を訪れることが見込ま

れる中、快適なトイレ環境の整備はまちのイ

メージ向上につながり、再び神戸を訪れたい

と思っていただくためにも重要な施策である

と考えます。 

  一方で、幾らトイレの設備を改修しても、

清掃が行き届かなければ、かえって神戸の印

象を損ないかねません。公園トイレチャレン

ジアクションの効果を十分に発揮させるため

には、ハード整備に加え、日常の清掃や維持

管理の質の向上が不可欠であります。 

  そこで、公園トイレの清掃体制の現状とさ

らなる質の向上に向けて取組について当局の

見解をお伺いいたします。 

  再質問でございます。 

  また、清掃業務の仕様書を確認させていた

だきましたが、清掃回数などの指定はあるも

のの、契約形態は面積当たりの単位契約とな

っており、仕様内容としてはやや大まかであ

るとの印象を受けました。このままでは価格

のみを重視した安かろう悪かろうの契約にな

りかねず、清掃の質を十分に担保するのが難

しいのではないかと考えます。プロポーザル

方式を導入することにより、価格だけではな

く民間事業者の持つ優れたノウハウや提案力

を評価した業務委託とすることも検討すべき

ではないでしょうか。 

  あわせて、仕様書において清掃の水準や品

質基準をより具体的に定めるなど、清掃業務

の質を確保・向上させるための仕組みづくり

が必要であると考えますが、当局の見解をお

伺いいたします。 

  続きまして、巡回ラジオ体操の神戸への誘

致についてであります。 

  ラジオ体操は子供から高齢者まで幅広い世

代に親しまれる国民的な健康習慣であり、特

に夏休みの朝に地域で行われるラジオ体操の

風景は、日本の夏の風物詩として定着してい

ます。 

  全国的な取組として、毎年７月から８月に

かけて、かんぽ生命により夏期巡回ラジオ体

操・みんなの体操会が全国40会場で開催され、

その模様はＮＨＫラジオ第１で全国に生放送

されます。本市においても、地域ごとにラジ

オ体操が実施され、市民に広く親しまれてい

る実情がございます。 

  さらに2027年には神戸港の開港160年とい

う節目の年を迎えます。こういった機会を捉

え、市民の健康増進を図るとともに、ウオー

ターフロントのさらなるにぎわいづくりにつ

なげる観点から、2027年に本市において同イ

ベントを誘致し、メリケンパークやＴＯＴＴ

ＥＩ ＰＡＲＫなどで開催してはどうかと考

えますが、当局の御見解をお伺いいたします。 

  最後に、フッ化物洗口についてであります。 

  本市では虫歯予防を目的として今年度から

小学校におけるフッ化物利用を全市的に展開

していただいております。現在全校の５・６

年生を対象に、希望する保護者へ洗口液を配

布し、家庭で実施していただく方法と、虫歯

が多い一部の重点校において学校で集団洗口

を行う方法の２つの形が取り組まれていると
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認識しております。 

  フッ化物洗口は、新潟県などの先進事例に

おいて、12歳児の虫歯が日本一少なく、成人

後の虫歯も少ないなど長期的にも大きな効果

が報告されており、非常に有効な虫歯予防策

であると言われております。 

  本市においても、健康局・教育委員会・学

校が連携し取組を継続・発展させていただき

たいと考えております。教職員の多忙化にも

考慮する必要がありますが、教育委員会とし

てフッ化物洗口の意義や安全性についても、

保護者への丁寧な周知に努めていただくこと

が重要であると考えております。 

  その上で、全学年を対象とした家庭でのフ

ッ化物洗口液の配布と合わせて健康格差の縮

小という観点から、虫歯の多い重点校での集

団洗口の実施についても今後一層取り組んで

いく必要があると考えますが、教育委員会の

御見解をお伺いいたします。よろしくお願い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 河南議員の御質問のう

ち、まず国の経済対策を踏まえた対応につき

ましてお答えを申し上げます。 

  国の方針を受けまして、本市におきまして

は今後国・県が実施する広域的な施策を補完

する上で、物価高対策としてどのような施策

が効果的なのか、検討が必要だと考えており

ます。 

  本日、総合経済対策の裏づけとなる補正予

算案が国会に提出されると報道されておりま

して、今後交付金の具体的な交付額や特別加

算の詳細が明らかになる動向を踏まえまして、

必要な施策を検討してまいりたいと存じます。 

  次に、ポートアイランドを陸続き化する構

想につきましてお答えを申し上げます。 

  現在進めている都心・三宮再整備やウオー

ターフロント再開発、そして神戸空港の国際

化により創出されるにぎわいをほかの地域に

拡大させていくということは極めて重要な視

点です。 

  御提案をいただきました第４突堤とポート

アイランドをつなげ、ペニンシュラ化しては

どうかという内容につきましては、ウオータ

ーフロントやポートアイランドエリア全体の

回遊性を向上させると同時に、都心に近い臨

海部に新たな用地を生み出すことにつながる

ものであり、神戸の持続的な成長・発展に資

するアイデアだと受け止めております。 

  にぎわいづくりの方向性では、都心・三宮

やウオーターフロントにおきまして、この両

方のエリアの回遊性を向上させ、一体化を図

る取組が重要です。御提案をいただきました

新港第４突堤は旅客船ターミナルとして多く

のクルーズ客船が利用されていますが、施設

が老朽化し、世界の玄関口としてのターミナ

ルの在り方を検討すべき時期に差しかかって

いると考えております。 

  一方で第４突堤とポートアイランドとの間

の海面は、小型船舶やはしけなど多くの船が

航行するとともに、遊覧船のコースとなるな

ど、ペニンシュラ化の検討には様々な課題が

あることも事実です。 

  まずは現在進めている都心・三宮再整備や

ウオーターフロント再開発などを着実に進め、

民間投資を誘発することで、より一層のにぎ

わい、まちの活性化を図っていきたいと考え

ております。 

  そしてこの流れをより効果的にポートアイ

ランドへ波及できるよう検討を進め、神戸の

持続的な成長につなげていきたいと存じます。 

  次に、神戸空港のアクセス向上についてで

す。 

  神戸空港のアクセスにつきましては、これ

は極めて重要な課題であることは改めて申し

上げるまでもありません。取組に当たりまし

ては、短期的な対応と今後の利用者増ととも

に新たな需要の創出などを目指した中長期的

な検討が必要だと存じます。 
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  短期的な取組といたしましては、ラッシュ

時間帯におきまして路線バスの増便や共通乗

車証の拡充など、バス事業者とも連携しなが

ら輸送力増強に取り組んでおりまして、その

結果、バス利用者は着実に増加しており、国

際チャーター便就航におきまして、ポートラ

イナーの混雑が悪化するような状況は見られ

ないと認識をしております。 

  この短期的対応を引き続き着実に実施する

とともに、2030年頃の国際定期便の就航を見

据え、中長期的な視点を持ってさらなる利便

性向上策に取り組む必要があると考えており

ます。 

  この今11月議会の開会に当たり、神戸がグ

ローバル社会に羽ばたくまちづくりを進めて

いくに当たりまして、都心・ウオーターフロ

ント、神戸空港間のさらなる利便性向上策の

導入を検討する方針を申し上げました。 

  令和８年度におきましては、神戸空港アク

セスのさらなる利便性向上に向け、神戸空港

を取り巻く環境変化を踏まえた需要の見込み

と、ポートライナーやバスの日々の利用状況

を把握をしていきます。さらに、都心・三宮

とウオーターフロントの整備効果の拡大や再

整備が本格化する新神戸駅周辺の活性化にも

つながる視点などにつきまして、民間事業者

のアイデアやノウハウを積極的に取り入れな

がら、神戸空港のアクセス向上策について幅

広く検討していきたいと存じます。 

  元町周辺の再整備につきましては、御指摘

いただきましたように、県・市協調の下、Ｊ

Ｒ西日本に強く要望を行った結果、ＪＲ西日

本が東口にエレベーター・エスカレーターの

設置を決定されました。これを受けまして神

戸市といたしましては、６月12日に元町駅周

辺のリニューアルプランの検討に着手する旨

を発表したところです。 

  具体的な検討に当たりましては、ワーキン

ググループを設置し、地域のまちづくり団体

の皆様や学識経験者、オブザーバーとしてＪ

Ｒ西日本・阪神電気鉄道・兵庫県に参画いた

だきながら検討を進めることにしております。

既に９月８日に第１回目のワーキンググルー

プを開催し、様々な御意見をいただいたとこ

ろです。 

  今後数回程度ワーキンググループを開催し、

ＪＲの高架下空間と一体となったにぎわいの

創出につなげていくとともに、東口のバリア

フリー化や県庁舎の再整備の動きと合わせて

駅周辺の公共空間の再整備に向けた検討を進

め、令和８年度末頃のリニューアルプランの

策定を目指していきたいと存じます。 

  公園のトイレの清掃につきましては、小松

副市長から答弁をさせていただきますが、私

は各分野におきまして、安かろう悪かろうで

は大変困るということをかねがね申し上げて

いるところでありまして、河南議員からその

ようにおっしゃっていただきましたことは大

変力強く感じていることをお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

  ほかの御質問につきましては副市長からお

答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは８点につい

て回答させていただきます。 

  まず、神戸空港のアクセス性向上に向けた

先進的な交通システムの導入について答弁さ

せていただきます。 

  都心・三宮とポートアイランドを結ぶポー

トライナーは1981年に我が国初の完全無人運

転で供用開始したアクセス路線でございまし

て、当時の先進的な取組を象徴する輸送手段

でございました。 

  ポートライナーの新神戸駅への延伸につき

ましては、既に地下鉄で三宮から新神戸駅ま

でが結ばれていること、ＪＲ線や阪急線の高

架橋梁の立体横断、狭隘空間での土木工事と

なるなど、技術的にも、また莫大な事業費が

見込まれることが想定されることからも、実
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現性において課題が多々あると考えてござい

ます。 

  今後の神戸空港へのアクセス向上の検討に

当たりましては、御指摘のように現在取り組

んでいる都心・三宮再整備により生まれるバ

スターミナルなどの様々な施設や道路空間を

活用するなど、都心・三宮再整備事業との連

動性をしっかり念頭に置きながら取組を進め

ていくことが重要であると認識しています。 

  今後の技術革新等を視野に入れ、新たなテ

クノロジーを活用した輸送手段の導入につい

ても、専門家などの意見を聞くなどして積極

的に研究し検討してまいりたいと考えてござ

います。 

  次に２点目ですが、ファッションタウンの

活性化について答弁をさせていただきます。 

  ファッションタウンにつきましては、これ

まで地域と共にルールを定めて、まちづくり

に取り組んできたことから、今後さらなるま

ちの活性化策の検討においても、権利者の

方々との合意形成は不可欠と認識してござい

ます。 

  そのため、令和６年度は、まず勉強会の開

催やアンケート調査を実施し、現在の権利者

等の課題認識等の把握を行ってきたところで

ございます。 

  令和７年度からは、市の積極的な働きかけ

として、市職員が個別に企業訪問等を行い、

改めて市側から今後のまちづくりの方向性や

規制緩和の必要性など、まちの活性化の具体

化に向けた意見交換を行いながら、スピード

感を持って検討を進めているところでござい

ます。 

  各社の共通認識としましては、これまでの

歩みやまちづくりの方針には一定配慮しつつ、

より一層のまちの活性化を目指した対応策の

検討が必要との考えで一致しているところで

ございます。 

  しかしながら、具体化に当たりましては御

指摘の住宅導入の規制緩和について慎重な意

見を持っている企業も存在している状況がご

ざいます。このような意見や状況などを踏ま

え、令和７年11月に開催しました企業との勉

強会では、各社に対して、ファッションタウ

ンとして、時代のニーズに応じた柔軟な土地

利用が図れる用途混在エリアを目指してはど

うかと提案を行ったところです。 

  現在、本市から今後のまちづくりの方向性

や住機能の導入等の規制緩和を含めたまちづ

くりのルールを提案するなど、具体案を積極

的に提示しながら、権利者の合意形成に向け、

全力で取り組んでいるところです。 

  引き続き、ファッションタウンの取組に当

たりまして、市も積極的に提案を行うなど、

早期の合意形成に向けてスピード感を持って

取り組み、ポートアイランド全体の活性化に

つなげてまいりたいと考えてございます。 

  それから３点目です。 

  元町駅西口の再整備について答弁をさせて

いただきます。 

  ＪＲ元町駅西口から北側への歩行者動線は

約６メーターの高低差がありながら、階段の

みとなっており、特にバリアフリー化が大き

な課題となってます。県庁舎へのアクセスル

ートともなることから、過去から兵庫県にお

いても課題として認識しており、11月に公表

された新庁舎等整備プロジェクト基本構想案

において、県庁舎敷地だけでなく、駅西口周

辺のバリアフリー化や駅から県庁周辺にかけ

ての動線の円滑化について、県庁舎の再整備

と合わせて、神戸市とＪＲ西日本等と連携し

ながら検討することとなってます。元町駅周

辺の在り方は、県・市協調して取り組むこと

が重要であり、兵庫県が開催する県庁舎在り

方等に関する検討会において、市もオブザー

バーとして参加し、また、市が開催する元町

駅周辺のリニューアルプランの検討のワーキ

ンググループにおいては、県もオブザーバー

として参加していただいてございます。互い

の検討の場に双方が参加することで、しっか
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り県・市が協調しながら検討を進めることと

しております。 

  ＪＲ元町駅西口のバリアフリー化や、駅か

ら県庁舎にかけての動線の円滑化は県庁舎及

び周辺のまちづくりと密接に関係することか

ら、県の新庁舎整備プロジェクトの検討に合

わせて、引き続き県、ＪＲ西日本とも協調・

連携しながらしっかりと取り組んでまいりた

いと考えてございます。 

  ４点目です。ＪＲ三ノ宮駅新東口について

御答弁をさせていただきます。 

  ＪＲ三ノ宮駅新東口は、平成27年９月に策

定しました三宮周辺地区の再整備基本構想に

おきまして、中長期的なプロジェクトとして

位置づけているところでございます。新バス

ターミナルⅠ期ビルが令和９年12月に完成予

定であり、さらに新バスターミナルⅡ期ビル

の都市計画手続が進む中、新東口の実現は交

通結節機能のさらなる強化や、三宮駅東エリ

アのまちの活性化を図っていくためには重要

であると認識してございます。 

  これまでもＪＲ西日本に対しまして、新東

口の検討を申し入れているところでございま

して、現在まちづくりの観点から、新東口の

整備の可能性について、ＪＲ西日本と勉強会

を実施しているところでございます。 

  今後も引き続き、新東口を設置する位置を

はじめ、ＪＲ三ノ宮駅と新バスターミナルと

の分かりやすい乗換え動線の確保や利便性向

上、さらには三宮駅東エリアのまちの活性化

に向けた協議をＪＲ西日本としっかり進めて

いきたいと考えてございます。 

  それから５点目です。三宮東地区の路上喫

煙対策について答弁させていただきます。 

  本市におきましては、平成20年度より、他

地域への波及効果を狙いとするシンボル的エ

リアとして、路上喫煙禁止地区を設け、違反

者から過料を徴収するとともに、禁止地区内

に喫煙所を整備してきたところでございます。 

  その後、受動喫煙防止の観点から、国が示

した施設整備の指標を満たしていないパーテ

ィション型の屋外型喫煙所を撤去したことで、

公設喫煙所は東遊園地とＪＲ元町駅の南側の

２か所となっている状況でございます。 

  また、公的空間における喫煙所の設置適地

の確保が難しいという状況も踏まえ、令和６

年度に民間事業者による喫煙所整備に対する

補助制度を創設し、今年度はさらにその対象

範囲を拡大して、民間喫煙所の整備促進を図

っているところでございます。 

  これにより、三宮地区におきましては、昨

年度２か所、今年度も１か所喫煙所が増設さ

れたほか、複数件の申請を現在いただいてい

る状況でございます。 

  三宮地区においては、現在過料徴収という

厳しい対策を取っているにもかかわらず、喫

煙場所が十分に確保されていないという状況

が生じてございます。この状況を解消するた

めに、先ほど申し上げた補助制度を設けるな

ど、喫煙所整備に全力で注力しているところ

であり、現時点では路上喫煙禁止地区の拡大

は予定してございません。 

  なお、フラワーロード東側につきましては、

路上喫煙禁止地区外ではございますが、路上

喫煙等の通報があった場合、路上喫煙防止指

導員や民間啓発員による巡回や個別の注意指

導の徹底を行っているところでございます。 

  引き続き、補助制度を民間事業者に活用し

ていただけるよう、制度の周知に取り組み、

民間喫煙所の増設につなげるとともに、公設

喫煙所につきましても、関係部局や外郭団体

とも連携しながら、設置に向けて精力的に検

討を進めてまいりたいと考えてございます。 

  あわせて、外国人観光客など神戸を訪れる

方にも分かりやすい周知に努め、路上喫煙、

ぽい捨てを禁止する喫煙者への指導強化を継

続していくことで、喫煙者、非喫煙者の双方

が快適に過ごせるまちの環境を整え、神戸の

イメージ向上につなげてまいりたいと考えて

ございます。 
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  それから６点目です。公園トイレの清掃に

ついてです。 

  本市の公園においては、誰もが使いやすい

快適なトイレの実現を目指して、建て替えや

美装化を行うトイレチェンジアクションの取

組を進めるとともに、全てのトイレの洋式化

を進めているところでございます。 

  また、改修だけでなく、トイレを清潔に保

つことも重要であると考えており、日常的な

清掃など適切な維持管理にも努めているとこ

ろでございます。 

  現在、公園に設置されているトイレは152

公園で280か所ございまして、日常的な清掃

は週におおむね３回の頻度で行っている状況

でございます。 

  また、定例の清掃では対応し切れない清掃

や詰まり等の不具合につきましては、必要に

応じて、特別清掃を行っている状況です。 

  快適なトイレの実現は、市民にとって気持

ちのよい公園利用につながるとともに、神戸

を訪れる観光客にとってもイメージアップに

つながると考えてございます。 

  今後も引き続き、トイレチェンジアクショ

ンの取組を進めるとともに、先ほど市長から

も御答弁ありましたが、安かろう悪かろうに

ならないように、トイレ清掃の質を高め、市

民や来街者の方々が気持ちよく使っていただ

けるようなトイレとなるよう取組を進めてい

きたいと考えてございます。 

  そのトイレ清掃業務の発注方法の見直しの

件につきまして答弁させていただきます。 

  公園トイレの清掃業務につきましては、本

市におきましては具体的な作業内容を仕様書

で定め、一般競争入札により清掃業者を決定

し、履行しているところでございます。 

  業務内容につきましては、トイレ施設の洗

浄、管の詰まりの除去、トイレットペーパー

の補充、落書きの消去等を行うこととしてご

ざいます。 

  また、洗浄箇所や清掃方法などの詳細な作

業内容を定めるとともに、トイレ周辺のごみ

の回収やクモの巣の除去等についても加えて

定めているところでございます。 

  このように、現在の仕様書の中で作業内容

を具体的に規定してございますが、御指摘の

とおり、清掃の質を担保する規定も必要であ

ると認識してございます。つきましては、御

提案のようなプロポーザル方式を含め、民間

のノウハウを積極的に活用できる仕組み等に

ついて、他都市の先進事例も参考にしながら

検討してまいりたいと考えてございます。 

  最後に８点目です。巡回ラジオ体操の誘致

について御答弁をさせていただきます。 

  ラジオ体操は、子供から高齢者まで誰もが

参加できる生涯スポーツであり、心身の健康

増進や交流促進に加え、コミュニティー形成

にもつながるものと考えてございます。 

  また、神戸市におきましても、日頃から神

戸市民ラジオ体操の会を中心に活動が行われ

ており、現在、市内には68団体が登録し、各

地域で2,500人の方がラジオ体操に参加して

いる状況がございます。 

  御指摘のＮＨＫラジオ体操の巡回放送を誘

致することは、日頃からラジオ体操に参加し

ておられる方々の励みになるとともに、これ

まで参加されていない方も新しく運動を始め

るきっかけとなり、大変有意義であると考え

てございます。 

  一方で、誘致に当たりましては、早朝から

大音量でラジオ体操の音楽が流れることから、

周辺の住宅であったり、宿泊施設等への配慮、

それから安全に実施するための十分な環境や

収容人員に応じたスペースの確保などといっ

た条件を満たすことが不可欠であり、効果的

な場所を検討する必要があると考えてござい

ます。 

  また、夏期巡回ではございませんが、同じ

くＮＨＫ・かんぽ生命主催のラジオ体操イベ

ントとしまして、これまで神戸市内で平成23

年に港島中学校で、夏期以外の時期に行う特
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別巡回を実施し、平成26年には総合運動公園

で大規模な体操祭を実施した実績がございま

す。 

  いずれにしましても、開港160周年という

節目に、改めて神戸をＰＲする貴重な機会に

もなることから、多くの市民の方が参加でき

るラジオ体操のイベントの実現に向けて必要

な機関と調整を進めながら、誘致に向けて取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからはフッ

化物洗口について答弁させていただきます。 

  ただいま紹介いただきましたように、今年

度全市の希望する５年生、６年生の家庭に洗

口液を配布し、家庭で洗口を行う方法と、特

に虫歯の多い一部の重点校で集団洗口を行う

方法により、小学校における虫歯予防に取り

組んでいるところでございます。 

  実施に当たっては、学校や家庭にフッ化物

洗口の意義や安全性などをチラシや動画で周

知し、希望する学校には教員や保護者向けの

説明会も行っております。 

  教育委員会としましては、小学校における

フッ化物利用の全市展開について教職員の新

たな業務負担ができるだけ生じない方法で実

施することが前提だと考えております。 

  昨年度、有識者や歯科医療従事者など関係

機関の意見を集約したところ、重点校では集

団洗口、それ以外は洗口液の配布による家庭

での洗口が適当であるとの結論に至っており

ます。 

  今後の取組ですが、全市展開に向けては、

引き続き健康局と連携しながら、フッ化物洗

口の意義や安全性を発信するとともに、学校

での集団洗口及び洗口液の配布による家庭で

の洗口を並行して進めていきたいと考えてお

ります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） ありがとうございまし

た。フッ化物の洗口から、最後のところから

質問をさせていただきたいと思います。 

  今、教育長がおっしゃられたのは、基本的

には洗口液の配布を推し進めていくというよ

うな御答弁だったと思います。しかしながら、

新潟でやってるようなやつですよね、全員が

幅広くこの洗口を実施するという、重点校で

やっている取組ですね、こういったことをし

っかりやっぱりやっていって、結果を出して

いくと、統計を取っていくというのは、やっ

ぱり神戸の、その虫歯予防に関する取組とし

ては、有益なもんじゃないか。家庭任せにし

ないというようなことも必要なんじゃないか

なと私は考えております。 

  今、重点校５校ということですけども、協

力いただける学校をぜひ募っていただいて、

増やしていただきたいと思いますが、学校を

増やすという点では、教育長どうお考えでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 当然、重点なところ

については、ぜひやっていきたいと考えてお

りますが、このたび、アンケートでフッ化物

の希望を保護者に取ったところ、やはり安全

性に疑問があって、35％の方が辞退をされて

おります。これはもう周知をしていかないと

いけないということも含めてでございますが、

口に入るものでございますし、何よりも、や

はり全体としての虫歯っていうのは、以前に

比べますと相当本数が減ってきておりまして、

その分、やはり一定の虫歯の対応というのを

やられているところで、集団でやることの意

義や、そのあたりは、やはりきちっと家庭に

周知しなければ、その理解を得れないところ

もありますので、虫歯を減らしていくという

のは、もう大前提ですから、そういう工夫は

我々としてはやっていきたいと、そのように

考えております。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 河南君。 

○44番（河南忠和君） 情報提供も含めて、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして―― 多岐にわたりま

したんで、すみません、手元が。 

  まず、物価高騰策の経済支援ですね、市長

が今交付金の特別加算がこれから金額が決ま

るだろうということだったんですけども、こ

れもテレビ報道とかで、おこめ券がいいのか、

何だという議論になっておりますが、私はこ

の支援が市外にではなく、神戸市の中で消費

されて、神戸市の事業者を支えて、結果とし

て神戸のＧＤＰを押し上げるような制度設計

に工夫を凝らしていただきたいと思っており

ます。 

  せっかくの財源でございますので、事務費

とか外注費が膨らむことなく、できる限りの

財源が直接市民の手元に届くように、簡素で

効率的な運用をお願いしたいと思います。 

  また、先ほど申し上げたように、スピード

感を持って、可能なものから早期に実行をし

ていただきたいと強く要望いたします。 

  神戸で使われて、神戸を潤して市民を支え

る支援となるように、前向きな制度設計と実

行をお願いしたいと要望いたします。 

  続きまして、ポートアイランドのペニンシ

ュラ構想、これ私、題をつけるときにポート

アイランドペニンシュラ構想にしようかなと

思ったんだけど、何を言ってるんだこの議員

はと思われるのが嫌だったんで、陸続き化す

る構想ということだったんですが、実際には

ペニンシュラと、半島にするべきじゃないか

という私思いがずっとあります。 

  何でこういう思いを持ったかっていうと、

やっぱり市役所の25階で、窓を見ますと海が

見えると、あそこが何でポートアイランドで

ある必要があるのかなと、そもそも疑問を持

っておりました。 

  例えば、長崎の出島も、昔は出島でしたけ

ども、今は陸続きになっています。先日、港

島トンネルが、水がトンネルの中に入ってき

たということで一時通行止めになっていた時

期がございました。そうなると、ポートアイ

ランド大橋だけで非常に脆弱になるなと思っ

ておりました。 

  やはり、災害対策のためにも、また種地を

つくる意味でも、私はこれはすごく神戸にと

って重要なものではないかなと思っているん

ですね。 

  まとめますが、神戸には近代日本の海軍操

練所という歴史的遺構が地下に眠っています。

また、海軍操練所跡は今後公園として整備さ

れ、公開され、その歴史や、果たした役割を

現在に生きる私たち、そして次の世代へと伝

える記憶の場として生まれ変わろうとしてい

ます。 

  また、長崎の出島もかつては海に浮かぶ島

でしたが、現在は陸続きとなり、単なる史跡

ではなくて、まちのにぎわいの一部として息

づいています。 

  ここに私は都市の在り方の違いを見る思い

があります。 

  歴史を残す場所であると同時に、歴史を更

新する存在であります。 

  ポートアイランドも上書きされていく、動

き続ける未来になるのか。今まさにその分岐

点に立っていると私は考えております。 

  ポートアイランドのペニンシュラ化は単な

る埋立て事業ではなくて、神戸が都市構造を

継承するための挑戦だと私は考えております。 

  市長が所信で語られた未来世代に責任を持

つ市政とは、未来に選択肢を残すことだと私

は思いました。 

  ぜひ、未来へつなぐものとして、ペニンシ

ュラ構想をぜひ検討していただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  また、これに伴いまして神戸空港のアクセ

ス向上でございます。 

  私は、神戸空港への新たなアクセス数を現
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実のものとして成功させるためには、これま

での考え方の延長上だけでは難しいんじゃな

いかなと思っております。先ほど申し上げた

ポートアイランドペニンシュラ構想と一体で

考えていくことが重要であり、アクセス強化

とまちづくりは車の両輪であると考えていま

す。 

  ポートアイランドを陸続きにすることで、

新たに生まれる大規模な用地に多くの人々が

訪れる魅力的な施設、例えば１日に数万人、

あるいは十数万人規模の来場者が見込めるテ

ーマパークのような施設を誘致することがで

きれば、必然的に新たな交通インフラの整備

も必要になります。そうなれば、神戸空港、

新神戸駅、三宮、そして新たに整備されるバ

スターミナルなどが有機的につながって、国

内外からの多くの人々が神戸を訪れるきっか

け、大きな人の流れの軸をつくることができ

るのではないかと考えています。 

  先ほど市長がおっしゃられたように、課題

があることは承知しておりますが、私はこの

構想が神戸がこれからも持続的に発展してい

くための１つの大きな軸になり得ると考えて

おります。ぜひ、夢のある構想として終わら

せるのではなくて、将来を見据えた現実的な

検討として前向きに御検討をいただきますよ

う要望いたします。 

  続きまして、ファッションタウンの活性化

ですね。このファッションタウンの活性化で

すけども、やはり様々な御意見があると思う

んですね。ただ、何でファッションタウンが

今、もう少し活気が欲しいかと言えば、やは

り人がいない、人口がいないからじゃないか

と私は思うわけです。 

  ですので、様々な住居と用途混在エリアを

考えていると、今先ほど小松副市長のほうか

らございましたけれども、ぜひこれを、反対

する意見があるかもしれませんけども、より

よい落としどころを見つけていただいて、何

もなければ、そのまま行けばいい話なんです

けども、やはり今課題があるエリアなんです

から、それを神戸市が示していくということ

が非常に大切なんじゃないか。地域の方だけ

に任せていても、なかなか堂々巡りをしてし

まうという可能性がありますので、逆に神戸

市からこういうやり方はどうですか、ああい

うやり方はどうですかっていうことをお願い

したらどうかと思うわけなんですね。 

  まとめますけども、ファッションタウンは

現在主として事業所によって成り立っている

地域ですが、用途の見直しにより、住宅の立

地も可能とすることで、他地域からの人を呼

び込み、まちのにぎわいの創出につながるの

ではないかと考えます。 

  また、地域内で様々な御意見があることは

承知しております。意見の相違があるからと

いって、いつまでも次の一歩が踏み出せない

状況は望ましくありません。まちづくりは地

域任せにするのではなくて、公共として責任

を持って方向性を示すことが重要であると考

えます。ぜひ、神戸市におかれては地域の将

来像について主体的に検討して、ファッショ

ンタウンの新たな在り方を明確に示していた

だいて、地域の発展につながる取組を進めて

いただくことを強く要望いたします。 

  続きまして、元町駅の周辺の再整備でござ

います。 

  もうこれは本当に、まず東口がバリアフリ

ーになったのは本当に久元市長をはじめとし

て、ＪＲの皆様の力もありましたし、本当に

これが実現の方向に動いていったのは本当に

感謝しております。 

  そして、やはり課題となるのは、このまち

づくりは、やっぱり歩きやすいまちっていう

のを久元市長はつくろうとされているわけで

すから、やはり端緒となるのが、やはりこう

いったバリアフリーをしっかりやっていくと

いうまちづくりだと思います。老人に優しい

まちは、小さなお子さんを持っているファミ

リーにも優しいまちだと私は思いますので、
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ぜひ、まずバリアフリーをしっかりと進めて

いくことが必要だと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  それと、県・市がしっかりと協調というお

話が出てくるんですけども、県にもぜひ積極

的にお金を出していただいて、県が言うこと

―― 物を言うけども、お金は出さないという

のではなくて、ぜひ県にもお金を出していた

だいて、この整備をうまく仕上げていただき

たいなと思いますので、神戸市だけが全てを

しょい込むのではなくて、議論をして、そし

てある部分は県にお任せする、ある部分はし

っかりと神戸市が担保していって、これを実

現していくということをお願いしたいと思い

ます。 

  また、次に進みますが、ＪＲ三ノ宮駅の新

東口の検討でございます。 

  これは設置はＪＲ西日本さんの判断だけで

実現するものではなくて、周辺のまちづくり

やインフラ整備、費用負担の在り方など、行

政や地域が主体的に関わる中でこそ形になる

ものだと認識をしております。 

  あわせて、現在この周辺で事業を営まれて

いる皆様が置き去りになることがないように、

地域全体がともに発展していけるような配慮

も欠かせないと考えております。 

  神戸三宮ツインゲートの名にふさわしい拠

点となるよう、市としても主体性を持って取

り組んでいただきたいと思いますので、要望

をいたします。 

  続きまして、フラワーロードの東側の路上

喫煙対策ですが、これはこの地区に路上喫煙

禁止地区を設置することは考えていないとい

う御答弁でしたけども、実際にこの辺りでぽ

い捨て、あるいは集団で外でたばこを吸って

いらっしゃるという方のお声をよくお聞きを

します。また、ビル街でありますから、雑居

ビルが少ないところでありますから、なかな

か今神戸市がやろうとしている、吸う場所を

造っていただくということがうまく進まない

のかもしれませんけども、ぜひ、喫煙者にも

担保しながら、ぜひ吸う場所を何とか設置し

ていただいて、両者がすみ分けて、気持ちよ

く過ごせるエリアにしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  もう公園のトイレに関しては、もうぜひ、

久元市長も安かろう悪かろうじゃいかんよと

いう話がございましたので、しっかりと前に

進めていただきたいと思います。 

  ラジオ体操に関しても、神戸の―― 全国に

広げるためにお願いしたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。 

  この際暫時休憩いたします。 

  午後１時25分に再開いたします。 

   （午後０時27分休憩） 

   （午後１時25分再開） 

  （川内副議長議長席に着く） 

○副議長（川内清尚君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き、一般質問を続行いたしま

す。 

  ５番、なんのゆうこ君。 

  （５番なんのゆうこ君登壇）（拍手） 

○５番（なんのゆうこ君） 日本維新の会、な

んのゆうこでございます。 

  本日は日本維新の会、神戸市会議員団を代

表いたしまして、平田議員、住本議員と共に

質疑させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、私から大きく６点質疑させてい

ただきます。 

  特別支援学級におけるサポート体制につい

てお伺いいたします。 

  特別支援学級における職員配置基準は、児

童・生徒８人につき教員１人と国で定められ

ておりますが、実際の現場では医療的ケアま
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では求められないまでも、それに準ずるレベ

ルの支援を必要とする児童・生徒も少なくあ

りません。 

  本市において、令和７年５月１日現在、神

戸市立小・中学校の特別支援学級に通う児

童・生徒数は2,986人、699学級で、５年前の

令和２年と比較すると、全体の児童・生徒数

は１万人近く減っているのにもかかわらず、

特別支援学級に通う児童・生徒数は約800人、

学級数では約100学級と増加しております。 

  現場の教員からは、児童・生徒１人１人に

しっかりと向き合いたいが、人手が足りず、

日々の対応で精いっぱいだなどといった切実

な声や、中には多忙過ぎて、メンタル不調で

休職する教員もいるとお聞きしております。

教員の負担が非常に大きいのではないかと、

とても懸念しております。 

  教育委員会として、障害を持つ子供も幅広

く受け入れるとする姿勢は大変評価しており

ますが、その実現のためには、現場における

サポート体制の構築が必要ではないかと考え

ます。例えば、支援員や有償ボランティアの

拡充、関係団体と学校のマッチングなど、現

場の負担軽減につながるような取組を教育委

員会として、より積極的に進めていくべきと

考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  次に、誰もが安心して自分らしく暮らせる

社会の実現についてお伺いいたします。 

  厚生労働省は2025年をめどに、高齢者が住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるよう、地域の包括的な支援サービ

ス提供体制として、地域包括ケアシステムを

構築するとともに、精神障害のある方も含め

て地域で支えていく、精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム、にも包括の構築を目

指すことを理念として掲げています。 

  本市では、あんしんすこやかセンターを高

齢者の総合相談窓口として市民の方に案内し

ておりますが、精神障害のある方や認知症の

方が、あんしんすこやかセンターに相談した

ところ、必要な支援にたどり着くまでに時間

がかかってしまったケースもあり、御本人、

御家族の方も不安な状況が長く続いたとの声

もお聞きしております。 

  ただでさえ不安なときに、このような状況

はできる限り迅速に解消していく必要がある

のではないかと考えます。 

  精神障害や認知症を含め、高齢者の様々な

相談に丁寧かつ迅速的に対応できる体制をつ

くるためにも、あんしんすこやかセンターの

機能を強化し、必要な支援につながるような

体制づくりが重要だと考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  次に、生涯活躍のまちづくりについてお伺

いします。 

  石川県白山市にある社会福祉法人佛子園で

は、高齢者や障害のある方、子供や学生など、

多様な世代の人々がごちゃ混ぜで暮らす共生

のまちづくりに取り組んでいます。 

  中でも、私も視察に行ってまいりましたが、

代表的なＢ ’ｓ・行善寺では、高齢者向け住

宅や障害者グループホーム、カフェや温泉な

ど、地域の中に交流スペースを設置し、日常

生活の中で自然な支え合いが生まれる仕組み

を構築しています。 

  本市においても、規模は異なるものの、民

間事業者が整備・運営する多世代型介護つき

シェアハウス、はっぴーの家ろっけんがあり、

施設内では、高齢者が必要に応じた介護を受

けることができ、包括的な生活支援が行われ

ているだけでなく、近所に住む子供から大人

まで、多様な世代や多様な国籍の人々がこの

施設で交流し、高齢者を中心とした相互支援

の輪、いわゆる自然体の助け合いの輪が生ま

れています。 

  このような取組を官民連携の下、全市に展

開することで、高齢者の活躍の場づくりや健

康寿命の延伸、地域コミュニティーの再生な

どにつながると考えますが、御見解をお伺い

いたします。 
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  次に、ひとり親に対する就労支援について

お伺いいたします。 

  本年２月、スキマバイトサービスを運営す

るタイミーと三田市が連携協定を締結し、ひ

とり親の就労を支援する新たな取組を始めて

います。 

  この事業は、子供の急病や働ける時間帯が

限られるといったひとり親家庭特有の現状に

理解を示すひとり親家庭応援企業と就労相談

を受けるひとり親とのマッチングを進めるこ

とで、タイミーの提供するスポットワークの

仕組みを活用しながら、就労に対する不安や

ハードルの解消を図っており、労働力確保が

課題となる事業者側にとっても、人手不足の

解消につながるとして注目されています。 

  現在、本市のひとり親支援としてはミモザ

企業の取組が中心となっていますが、短時間

や単発でも働ける身近なアルバイトなどの就

労支援を実施すべきと考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  次に、自転車利活用推進についてお伺いい

たします。 

  先月の市長会見で、自転車の利活用施策を

強力に推進し、子育て世帯など、誰もが安

全・安心・快適に自転車を利用できる環境を

つくることを基本理念として、自転車利活用

推進本部を設置することが発表され、先月、

第１回目の本部会議が開催されたとお聞きし

ています。 

  子育て世帯にとって、自転車は保育所の送

迎や日々の買物など、生活に密着した非常に

重要な移動手段であり、本市はこれまでも思

いやりゾーンの設置など、駐輪場における子

育て世帯への支援を実施していますが、思い

やりゾーン自体の数が十分でないことや、思

いやりゾーンに子育て世帯以外の方がとめて

おり、駐輪できず、遠くの駐輪スペースにと

めざるを得ないという声もよくお聞きします。 

  このような課題を踏まえ、本部として今後

どのように子育て世帯に優しい環境づくりを

進めていくのか、御見解をお伺いいたします。 

  次に、外郭団体の運営体制の効率化につい

てお伺いいたします。 

  神戸医療産業都市の取組の中で、ポートア

イランドには多くの研究施設が立地しており、

本市の外郭団体においては、研究施設を管理

している団体が神戸医療産業都市推進機構、

こうべ未来都市機構、都市振興サービス株式

会社と３団体あります。 

  しかし、民間企業であれば、通常このよう

な業務は１つの不動産会社などに集約され、

効率的に運営されるのが一般的です。一方、

本市では、複数の組織で同様の事業が行われ

ており、本来必要のない無駄が生じているの

ではないかと考えます。 

  今後、人口減少の深刻化に伴い、さらなる

人手不足、財源不足が想定される中で、この

ような重複する事業を整理し、体制の効率化

を図ることは、健全な財政運営に向けた有効

な手段の１つと考えますが、御見解をお伺い

いたします。 

  私からの質疑は以上です。簡明な御答弁よ

ろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） なんの議員の御質問の

うち、まず、生涯活躍のまちづくりにつきま

してお答えを申し上げます。 

  石川県の佛子園の施設につきましては、今

回知ることができましたけれども、神戸市長

田区内のはっぴーの家ろっけんにつきまして

は、私も複数回訪れたことがあります。 

  入所されている方だけではなくて、地域の

皆さんも、もう自由に入ってきて、子供たち

も遊びに来る、様々な世代の皆さんが１つの

空間の中で、思い思いの時間を過ごしておら

れるということ、その光景に接しまして、感

銘を覚えたところです。 

  また、施設の入所されてる方がお亡くなり

になった場合には、ほかの入所者や施設の職
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員、また地域の住民、子供たちも参加をして、

手づくりのお葬式を催し、お見送りをすると

いうような光景も全国ネットのテレビでも紹

介をされておりました。 

  こういう神戸市内の取組といたしましては、

これ以外には神戸大学名谷キャンパスにおい

て、高齢者と学生の多世代共生のまちづくり

を目指す大学連携ＣＣＲＣ事業の構想が発表

をされました。 

  この構想では、拠点の中にサービス付き高

齢者向け住宅、有料老人ホーム、認知症グル

ープホーム、学生マンション、交流ホール、

大学研究室などが整備される予定と聞いてお

りまして、高齢者と学生が共に暮らし、学び、

交流することで、学生も高齢者も多世代が活

躍する拠点を目指すというふうに承知をして

おります。今後の展開が大変楽しみですし、

また、神戸市としてどのように関わったらい

いのかということを神戸大学とも相談をして

いきたいというふうに思います。 

  このように、多世代交流による相互の助け

合いの仕組みづくりという視点は、今、我が

国の地域社会が置かれている状況の中では、

非常に好ましい取組でありまして、御指摘あ

りますように、こういう取組が市内でも広が

っていくということは、これは望ましいこと

だというふうに思います。 

  神戸市としても、こういうような取組につ

いて、お話があった場合には、神戸市が有す

るネットワークを活用するなど、実現に向け

て支援をするとともに、アンテナを高く張り

まして、情報収集をし、このような拠点が神

戸市内で広がっていくための取組を行ってい

きたいというふうに思います。 

  私からは、自転車の利活用の推進について

お答えを申し上げます。 

  自転車は幅広く活用されておりますが、駐

輪場を含めた自転車の駐停車、また自転車の

走行環境、また停留所―― バス停や、電車の

駅に行くまでのこの自転車とのスムーズな連

携といった面で、様々な課題があるというふ

うに認識をしてきたところです。 

  そこで、これらの課題に対応するために、

先月、自転車利活用推進本部を小松副市長を

本部長として立ち上げ、御指摘がありました

ように、11月26日に第１回の本部会議を開催

をいたしました。 

  この本部の目的は、先ほど申し上げました

ように、様々な分野にわたるわけですけれど

も、そこの中で御指摘いただきましたように、

子供世帯、子育て支援という視点も非常に重

要だというふうに考えております。 

  近年、子供乗せ自転車や電動アシスト自転

車の普及が進み、市立自転車駐車場の利用者

アンケートにおきましても、約半数の利用者

がこれらの自転車を利用しているという調査

結果が出ました。 

  本市では、これまでも子育て世帯向けにソ

フト・ハードの両面からの取組を行ってきま

した。 

  ソフト面では、子育て世帯減免制度や学割

制度の拡充など、子育て世帯に対する駐輪場

利用料金の減免制度、またハード面では子供

乗せ自転車を利用している方や、障害のある

方、高齢の方が利用しやすいように駐輪スペ

ースを幅広に設計した思いやりゾーンの設置

を進め、全76駐輪場のうち53駐輪場で整備を

進めてきたところです。 

  しかし、御指摘いただきましたように、利

用者数が多く、定期利用の予約待ちが発生し

ている駐輪場におきましては、思いやりゾー

ンが設置できていなかったり、設置していて

も供給台数が不足している。思いやりゾーン

で普通自転車が駐輪されていると。これは管

理員の方に非常に大きな負担になっていると

も承知をしております。 

  そこで、この思いやりゾーンのこの在り方

というものを、やはり今のままでいいのかど

うかということは、見直して、その拡充を進

める。そして、駐輪場の適正な利用に向けた
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駐輪マナーの啓発にも取り組んでいく必要が

あるというふうに考えております。 

  歩行者・自転車・自動車の全てが安全に通

行できる自転車通行空間の整備を促進するな

ど、自転車利活用推進本部におきまして様々

な議論を行い、子育て世代など、誰もが安

全・安心・快適に自転車を利用できる環境づ

くりを強力に推進していきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点御

答弁を申し上げます。 

  最初に、誰もが安心して自分らしく暮らせ

る社会の実現、その中で、あんしんすこやか

センターの強化について御答弁申し上げます。 

  本市では、あんしんすこやかセンターが高

齢者の総合相談窓口として、高齢者の様々な

相談に応じる中で、どのような支援が必要か

を把握し、地域における適切な保健・医療・

福祉サービス、機関または制度の利用につな

げる支援を行っているところでございます。 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し

続けるためには、適切な支援にいち早くつな

げることが重要でありますので、対応を行う

センター職員の援助技術の向上にも努めてい

るところでございます。 

  各種の実務的な研修、具体的な例で申し上

げますと、高齢者虐待・介護予防・認知症・

精神障害者支援といったことなどでございま

す。そういった研修を実施しているほか、国

や県、その他関係機関が主催する専門研修な

どの情報をセンターに提供し、人材育成・体

制強化に努めているところでございます。 

  認知症やその他の精神疾患の高齢者の相談

に対しましても、まずは本人の困り事や生活

状況などを把握する中で支援を検討するわけ

でございますが、受診や介護サービス利用が

必要にもかかわらず、御本人の理解が得にく

いケースや、複合的な課題を有するなど、必

要な支援につながるのに時間を要する場合が

ありますため、多機関が連携して支援を行う

ことが必要であると考えてございます。 

  認知症の疑いのある方や妄想などの精神症

状のある方で、あんしんすこやかセンターが

単独での支援が困難な場合には、認知症につ

きましては、認知症初期集中支援チームと連

携するとともに、精神疾患については、保健

所に設置をいたしましたアウトリーチ支援チ

ームと区を通じて連携し、必要な支援を行っ

ているところでございます。 

  引き続き研修などを通じて援助技術の向上

を図りますとともに、困難事例など、あんし

んすこやかセンターだけでは対応できない場

合には、区役所などと連携を図りながら、高

齢者が必要な支援に早期につながるよう取り

組んでまいりたいと考えてございます。 

  ２点目は、ひとり親に対する就労支援につ

いてでございます。 

  子育てと仕事を１人で担うことになるひと

り親の方は、特にお子さんが小さいときには、

柔軟な働き方に対応できる職場を希望される

ことが多く、パート、アルバイトや、スポッ

ト的な働き方を望まれる方もおられるところ

でございます。 

  一方で、子供さんが大きくなってくると正

社員への転換の希望が増えたり、安定した収

入のための資格取得や職業訓練への関心が高

まることもありまして、御本人の状況に応じ、

幅広いニーズに応えながら、経済的自立につ

ながるよう、就労支援を行っていくことが重

要であると考えているところでございます。 

  御紹介をいただきました三田市の事例は、

三田市に状況を確認をいたしましたけれども、

本年８月に事業を開始したところでもあると

は思いますが、現時点でひとり親家庭応援企

業の登録は３社で、マッチング実績はないと

いう回答でございました。ただ、今後ひとり

親家庭の自立に向けて、スポットワークを入



 

－44－ 

り口として、その後の長期雇用につなげる接

続支援を行う予定と伺っておりまして、状況

は注視していきたいと考えているところでご

ざいます。 

  本市におきましても、これまでひとり親家

庭が抱える様々なニーズ、課題に対応し、就

業につなげていけるよう、職業紹介を専門と

する民間企業などを活用しながら、ＳＮＳな

どを活用した就業相談、就職あっせん、就職

後のフォローまでをワンストップで支援する

とともに、ひとり親が就労しやすい多様な職

種・業種の開拓を行ってきたところでござい

ます。 

  就業相談においては、御本人の状況に合わ

せまして、最も優先する条件、経験やスキル

などを整理しながら、適切な職場選びを支援

をしておりまして、短期的な就業希望にも対

応させていただいているところでございます。 

  また、短期的な就業の場合でありましても、

早い段階で長期的なビジョンを持ちながら就

業を続けていけるよう取り組んでいるところ

でございます。 

  その結果、就職決定数は年々増加しており

まして、令和６年度は70名の方が就職し、新

規開拓企業数も79社となっているところでご

ざいます。 

  ひとり親家庭に対する就労支援は、生活の

安定と子供の健やかな成長を確保するために、

大変重要でありますので、引き続き他都市の

取組も情報収集しながら、ニーズや御希望に

応じてきめ細やかに対応し、ひとり親家庭の

経済的自立に向けた就労支援に取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

  ３点目は、外郭団体の運営体制の効率化に

ついてでございます。人口減少に伴う人手不

足が深刻化する中、外郭団体の類似事業を整

理・統合し、効率的な団体運営を進めること

は重要な観点であると考えてございます。 

  これまでも、神戸交通振興からこうべ未来

都市機構への駅ビルの管理運営業務の承継や、

再開発ビルなどの管理運営業務を担う神戸住

環境整備公社とこうべ未来都市機構の再編な

ど、類似性の高い外郭団体の業務について集

約化を推進をしてきたところでございます。 

  御指摘をいただきましたラボ施設につきま

しては、神戸医療産業都市の取組を機動的か

つ効率的に進めることができるよう、中小企

業基盤整備機構との連携や、国の補助金の活

用など、その時々の状況に応じて最適な手法

を選択して整備を行ってきたため、結果とし

て神戸市や複数の外郭団体が中心となって運

営しているものでございます。 

  ただ、近年では神戸医療産業都市の成長と

ともに、本市において民間事業者の直接施工

による整備が行われるようになってきている

ところでございます。 

  昨年取りまとめました神戸医療産業都市の

都市像においても、時代の変化や他都市の取

組などを踏まえつつ、産学官の最適な役割分

担に基づき、効果的かつ効率的にまちづくり

を推進していくことが必要であると指摘をさ

れたところでございます。 

  そのため、ラボ施設の整備・運営について

は、単に外郭団体間の事業の整理という観点

だけではなく、神戸医療産業都市を持続的に

成長・発展させることができるよう、民間の

資金と知見を最大限に活用する手法を幅広に

検討することが重要であると考えておりまし

て、今後そういう視点で、外郭各団体の最適

な在り方を検討してまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、特

別支援学級におけるサポート体制についてお

答えさせていただきます。 

  御指摘いただきましたように、特別支援学

級に在籍する児童・生徒数及び学級数が増加

する中で、障害特性に応じた教育支援を行う

ためには必要な人材を配置した上で、学校へ
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の支援に取り組むことが必要だと考えており

ます。 

  現状でございますが、国が定める編制基準

の配置に加えて、本市では知的障害児学級と

自閉症・情緒障害児学級の１学級当たりの児

童・生徒数が平均５人以上となる学校や、重

度障害によって手厚い支援を要する学校には

加配教員を配置しております。 

  さらに、教員の配置に加えて、特別支援教

育に関するスタッフとして、特別支援教育支

援員並びに有償ボランティアですが、特別支

援教育ボランティア、これ1,200名を今超え

ておりますが、このような人材を紹介し、各

学校に配置させていただいております。 

  このような人的な支援に加えてですが、学

校園への支援としましては、従来より市立の

特別支援学校がその高い専門性を生かして、

センター機能として一般の小・中学校の教員

等を支援する体制でありますとか、これが今

年度からですが、教育委員会の指導主事が全

小・中学校の特別支援学級を訪問し、校内に

おける特別支援教育の状況を把握するととも

に、特別支援学級の学級運営等について必要

な助言を行っております。 

  また、新たにですが、学校支援チームを立

ち上げ、経験が豊富な特別支援教育相談セン

ターの職員が複数名で訪問し、専門的な知見

に基づく児童・生徒の実態把握や支援につい

て助言、職員研修等を通じて、小・中学校に

おける特別支援教育の理解推進を図っている

ところでございます。 

  そのほかにも、特別支援教育の担当教員に

対して、各分野の専門家など、講師として学

校の内外で専門的な知識・技能習得のための

研修等を実施しているところでございます。 

  今後も特別支援学級の児童・生徒に対して、

個々の特性に応じた適切な支援を行うことが

できるよう、特別支援学級の実態をよく把握

し、学級運営等について必要な支援を行うと

ともに、体制の強化や資質向上に向けた支援

に取り組みながら、学校現場の負担軽減に努

めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） 御答弁ありがとう

ございました。 

  特別支援学級、結構いろんな多岐にわたる

発達に特徴をお持ちの方とか、やっぱり結構

増えてるようですので、今ね、ボランティア

の方も1,200名ほどということで、体制的に

はしっかりしてるかなと思うんですけれども、

発達に沿ったきめ細やかな対応のほうをお願

いしたいと思います。 

  それでは、再質問に移ります。 

  特別支援学級におけるサポート体制につい

ての再質問です。 

  特別支援学級に通う児童・生徒への支援に

当たっては、当該生徒だけではなく、日々子

供を支えている親へのサポートも欠かせない

のではないかと考えています。 

  学校現場での支援はもちろんですが、保護

者からは発達に関する不安など、様々な悩み

をどこに相談すればいいのか分からず困って

いるといった声も聞きます。安心して子育て

を続けていくために、教育委員会だけではな

く、こども家庭局や福祉局など、部局横断的

に特別支援学級に通う児童・生徒の親へのサ

ポート体制づくりも大変重要であると考えま

す。 

  特別支援学級に通う児童・生徒の保護者へ

のサポートについて、どのように取り組んで

いくのか御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 障害のある子供を育

てる保護者の中には、障害・疾病に起因する

不安や、育児の悩みを抱えるケースが多く、

特別支援学級に通う児童・生徒の保護者への

支援は極めて重要だと考えております。 

  具体的な取組でございますが、各学校にお
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いて基本的には特別支援学級の担任や特別支

援教育コーディネーター等が日常的に保護者

からの相談に対応しているほか、特別支援教

育に関する保護者の一元的相談窓口である特

別支援教育相談センターにおいて、保護者に

対して、家庭での接し方の助言や学びの場の

変更等の相談を実施しております。 

  また、令和６年度から新たに中学校進学に

向けた個別の相談を開始するとともに、今年

度からは特別支援教育センターの面談体制、

２名増員し、より多くの相談に対応している

ところでございます。 

  また、関係部局との連携について福祉局、

こども家庭局とは、適宜必要な情報を共有し、

ノウハウや情報を活用しながら、保護者への

支援に取り組んでいるところでございます。 

  福祉関係部局の職員が教職員を対象として、

保護者支援等に関する助言等を行っているほ

か、逆に特別支援教育センターの職員が区役

所の職員を対象として、保護者相談の対応に

ついて研修を実施したりしております。 

  今後も特別支援教育における相談の充実等

を図りつつ、関係部局と連携しながら、引き

続き特別支援学級に通う児童・生徒の保護者

に対して、きめ細やかな支援に努めてまいり

たいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。現在も福祉局とも一緒になってやって

いただいているということで、少し安心しま

した。ただ、障害をお持ちのお子さんを持っ

てらっしゃる保護者の方は、日々子育ての中、

不安がいっぱいということも聞きます。障害

ある・なしに関係なく、やっぱり子育てされ

てるお母さんは本当に不安がつきものだと思

うんですね。 

  親が笑顔でいれば、子供も笑顔になるとい

うこともありますので、ぜひ、まず親が笑顔

になれるように、保護者へのサポートもどん

どん進めていっていただきたいと思います。 

  それでは、次の再質問です。 

  様々な障害を抱える児童・生徒への支援は、

部局横断的に実施することが重要だと考えま

す。 

  東京都日野市では、０歳から18歳までの発

達面・行動面・学校生活面において支援を必

要とする子供とその保護者などに対して、福

祉と教育が枠を超えて一体となり、切れ目の

ない支援体制を構築するため、平成26年に

「エール」日野市発達・教育支援センターを

設立しています。このセンターでは子供の支

援情報を統一書式にまとめた、かしのきシー

トの作成や、小・中学校の校務支援システム

内の個別支援計画とデータ連携した発達教育

支援システムの構築など、庁内の縦割りを解

消し、子供の成長を一貫して支える体制が構

築されており、子育て支援やその一環として、

特別支援教育を重点的に進めています。 

  本市においても、福祉部局と教育委員会が

一体となり、情報共有や支援計画の連携を強

化しながら、切れ目のない特別支援教育を進

めていく必要があると考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 特別支援教育を受け

る児童・生徒が増えている中で、医療・保

健・福祉などの関係部局と相互に連携しなが

ら特別支援教育の推進に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  具体的な内容でございますが、特別支援学

級への入級予定の子供が小学校入学後も適切

な支援を受けることができるよう、療育セン

ターの専門職が小学校を訪問し、支援方法等

について教員を助言しております。 

  また、日野市のかしのきシートの御紹介が

ありましたが、本市においても保護者が子供

の支援者に対して知っておいてほしい子供に

関する様々な情報を記載するサポートブック
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こうべを活用しております。 

  小学校入学後作成する個別の支援計画――

ネットワークプランですが、そこに合わせて

活用することにより、関係部局が連携しなが

ら、切れ目のない支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  さらに、障害のある子供が適切な支援を受

けることができるよう、関係部局等が支援の

方法や課題について意見交換や情報共有を行

う場を定期的に開催しております。 

  今後も他都市の事例を参考にしながら、障

害のある児童・生徒が個々の特性に応じた適

切な支援を受け、充実した学校生活を送るこ

とができるよう、関係部局と密接に連携しな

がら、特別支援教育の充実を図ってまいりた

いと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。本当の意味での切れ目のない支援のほ

うを、今後もよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の再質問です。 

  高齢者や精神障害のある方や、その御家族

が地域の中で安心して日常生活を送っていく

ためには、地域とのつながりや、困ったとき

に、すぐに誰かに相談できる仕組みは非常に

重要であると考えます。 

  本市では、心のサポーター養成研修など、

地域の理解促進に向けた取組を進めていただ

いておりますが、より積極的に精神障害に対

する地域の理解を深めるための取組を実施す

べきと考えますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 令和６年度から精神

障害者に対する正しい理解を広め、地域住民

による見守りや理解者を増やすため、神戸市

こころのサポーター養成研修を実施をさせて

いただいているところでございます。 

  この研修は、神戸市在住・在学・在勤の方

を対象といたしまして、ロールプレイを取り

入れながら、心の病気に関する知識、回復へ

の理解、身近な人へのサポート方法などを学

ぶことができる内容となっているところでご

ざいます。 

  昨年度は市内で12回開催をいたしまして、

436名に御参加いただいたところでございま

す。 

  今年度も11回の開催を予定しておりまして、

現時点で343名の方が受講をされてございま

す。 

  また、今年度からは企業や各種団体向けに

出張形式での研修も新たに導入をいたしまし

て、現時点で175名が受講しているところで

ございます。 

  市民向け、企業向けともに定員を超える申

込みがありまして、今後も継続して取り組ん

でまいりたいと考えてございます。 

  また、精神障害に対する地域の理解を深め

るため、各区では精神障害に関わる精神障害

者相談支援センターや、精神科医療機関、障

害者福祉サービス事業所などの関係機関が集

まりまして、実際に精神障害者を支援する際

に困ったことや、必要と考える社会資源、医

療や制度につながるための方法など、地域の

課題を共有し、連携を深める場を設けている

ところでもございます。 

  本市といたしましては、このような取組を

推進してまいりますことで、さらに精神障害

者への地域の理解が深まるよう努力してまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。こころのサポーターの養成研修、結構

たくさんの方が受講されているということで、

少し安心しました。 

  それでは、次の再質問です。 

  地域に対する精神障害のある方への理解を
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深めていくためには、やはり幼少期からの体

験も含めた障害理解教育が非常に重要である

と感じております。 

  本市では、令和８年４月までに自校通級指

導教室を100校に設置するなど、特別支援教

育の充実に向けて積極的に取り組んでいるこ

とは承知しておりますが、理解し合う学びの

場を広げるために、例えば障害を持つ児童・

生徒と交流を促進するなど、障害理解教育を

積極的に進めていくべきと考えますが、現在

の取組と併せて御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 議員御指摘のとおり、

幼少期における障害理解教育は重要であると

考えており、小・中学校において、障害のあ

る子供と障害のない子供が共に学ぶ交流・共

同学習を実施しているところでございます。 

  特別支援学級の児童・生徒が通常の学級で

授業を受ける経験などを通して、障害のある

子供と障害のない子供双方にとって、お互い

に尊重し合う大切さを学び、豊かな人間性を

育む機会になっていると考えております。 

  また、個別な例ですが、例えば市立盲学校

において、湊小学校や兵庫中学校と交流・共

同学習を実施しているほか、同一敷地内で一

体的に整備している灘さくら支援学校と灘の

浜小学校では、児童が日常生活の中で自然と

障害を理解し、多様性を認め合うことができ

ております。 

  そのほかにも副籍制度として、特別支援学

校の児童・生徒が居住地のある小・中学校に

おいて、その学校行事や地域事業等に参加・

交流することを通じて、地域校の児童・生徒

が障害理解や相互理解を深めることにもつな

がっております。 

  今後も児童・生徒が適切に障害理解を深め

ることができるよう、引き続き交流・共同学

習を積極的に推進していきたいと考えており

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。積極的に取り組んでいただくというこ

とで、今お伺いしてましたら、盲学校と湊小

学校、すぐ隣にあるということで、交流は持

ちやすいかと思うんですけれども、先日、東

灘区の就労継続支援Ｂ型作業所の方が東灘区

の小学校で授業をされたということをお聞き

しまして、その中で子供たちが地域でそうい

う方がいたら、どういうふうに自分たちは携

われるんだろうかっていうことを話し合った

そうなんですけれども、結構いろんな活発な

意見が出てよかったということもお伺いして

おります。精神疾患は特にそうなんですけれ

ども、本当にいつでも誰でもなる可能性もあ

る病気ですので、障害理解教育を早い段階か

ら行っていただいて、より身近に感じてもら

う必要があると考えますので、今後もぜひ積

極的に進めていただきたいと思います。 

  それでは、次の再質問に移ります。 

  誰もが安全・安心・快適に自転車を利用で

きる環境をつくることが重要ですが、現状と

して自転車利用者のヘルメット着用率が非常

に低く、重大事故につながる危険性が高い状

況にあります。 

  また、整備された自転車走行空間に路上駐

車している自動車も見られ、安全に自転車を

利用できる環境とは言いにくい状況です。 

  自転車利活用推進本部として、ハード整備

と併せて自転車利用者・ドライバー双方への

ルール啓発についても警察とも連携しながら

実施すべきと考えますが、御見解をお伺いい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市におきまして

は、自転車利用者に対しましては、これまで

も兵庫県警や兵庫県交通安全協会と連携し、

子供や高齢者などの対象者ごとにヘルメット
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着用の啓発やシミュレーターを活用した交通

安全教室、街頭での自転車安全運転指導を実

施してきたところでございます。 

  直近におきましては、東灘区の東灘芦屋線

における自転車道整備が本年３月に完了した

ことを機に、沿道にある東部市場で11月22日

に開催された東部市場フェスタにおきまして、

兵庫県警と連携して青切符制度や自転車走行

空間の利用に関する啓発活動を実施したとこ

ろでございます。 

  また、車のドライバーへは、兵庫県警を中

心に高齢者講習や企業向け講習などで自転車

を取り巻く交通ルールについて啓発を実施し

ているところでございます。 

  自転車利用活用推進本部としましては、誰

もが安全・安心・快適に利用できる自転車利

用環境の構築に向けて、自転車走行空間など

のハード整備を推進するとともに、引き続き、

兵庫県警などと連携しまして、自転車利用

者・ドライバー双方に対して、自転車の交通

ルールの啓発に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。いろんなところで啓発を行っていただ

いているということなんですけれども、今お

伺いしましたら学校であったりとか、そうい

うフェスタとかイベントでということで、大

人の方にちょっとなかなか届きにくいのかな

とも思うんですね。 

  最近思いますのが、自転車よりも電動キッ

クボードをヘルメットなしで、結構山手幹線

をもうすごいスピードでぐっと曲がってきた

りとかっていうのを結構よく見るんです。私

も車を運転してますので、見てて怖いのと、

急に飛び出してこられたときに、やっぱり運

転する側も怖いですし、双方にとってとても

危険だと感じますので、自転車以外のこうい

ったモビリティサービス、どんどん今後も増

えてくると思いますので、こちらへの対応も

しっかり取り組んでいただきますようお願い

いたします。 

  それでは、次の再質問に移ります。 

  かねてより、外郭団体の見直しについては、

我が会派より様々な提案をさせていただいて

おりますが、令和４年３月の一般質問におい

て、各団体に共通する事務であるバックオフ

ィス部門の集約化や統合について提案をさせ

ていただきました。 

  同様の事業のみならず、共通する事務につ

いても、集約化や統合することによって効率

化を図ることができると考えますが、改めて

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） このバックオフィス

業務をはじめ、共通事務の集約化は外郭団体

の効率的な運営に有効な取組であると認識し

てございまして、これまでにも外郭団体共通

の内部通報窓口の運営や、外郭団体職員に対

するコンプライアンス研修の合同実施など、

団体横断的な取組を実施してきたところでご

ざいます。 

  御指摘のバックオフィス業務につきまして

は、集約化の実現に向け各団体の現状把握を

目的としたヒアリングを行ってきたところで

ございます。ヒアリングでは、団体の規模や

給与・勤務体系などにより、事務手続や管理

方法、使用中の管理ソフトなど多くの相違が

見られたことから、まずは優先的に集約化に

取り組む業務の種類や範囲を精査する必要が

あると考えているところでございます。 

  そこで、団体のニーズや民間コンサルタン

トからの助言を踏まえながら、集約化の対象

を、処理工程が多く職員の負担が大きい５つ

のバックオフィス業務、これは給与計算・旅

費精算・物品調達・会計処理・決算事務とい

うことでございます。そういった５つのバッ

クオフィス業務に絞り、各業務の事務手順や
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業務量、所要時間、人員体制、使用中の管理

ソフトなどについて詳細なデータを収集して

いるところでございます。 

  加えて、オフィスの清掃や警備など、各団

体が個別に契約している同種の業務につきま

しても、団体を束ねた一括契約による経費削

減や、事務負担の軽減を図ることができない

か検証するため、契約内容などのデータを収

集しているところでございます。 

  年度内にはデータの収集と分析を完了する

とともに、具体的な集約化に着手する予定と

しているところでございます。 

  限られた経営資源の中、バックオフィス業

務の集約化は外郭団体の持続的な運営にとっ

て重要な視点であると考えておりますので、

引き続き効果的な見直しに取り組んでまいり

たいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） なんの君。 

○５番（なんのゆうこ君） ありがとうござい

ます。結構具体的なバックオフィスの集約化

ということを今挙げていただきました。令和

４年３月の一般質問においても、今西副市長

が今後も取り組んでいきますということです

ので、ぜひ早期に取り組んでいただけたらと

思います。 

  質問は以上なんですけれども、私今回の質

問で思ったことがたくさんございまして、大

問の３番の生涯活躍のまちづくりでありまし

た石川県のＢ ’ｓ・行善寺、本市のはっぴー

の家ろっけんなどを見てますと、市長もおっ

しゃったんですけれども、地域包括支援の理

想ではないかとすごく感じるんですね。 

  何かこれを見ると、もしかしたら、何か古

きよき日本のおせっかいな御近所付き合いっ

ていうのが本当に必要なのかもしれないなと

いうことをすごく感じました。 

  こういうことも含めて、今後市民の方、孤

立・孤独が増えないように神戸市のほうとし

ても取り組んでいただきたいと思います。 

  私の質問は以上で終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、15番平田 正君。 

  （15番平田 正君登壇）（拍手） 

○15番（平田 正君） 日本維新の会の平田 

正でございます。私のほうからは２点質問さ

せていただきます。 

  まず１点目でございますが、小・中学校で

の金融経済教育の必要性についてでございま

す。 

  成年年齢の引下げやキャッシュレス化の進

展などを受けまして、令和４年には高等学校

の家庭科の授業などにおきまして、資産形成

に関する授業が必須化されるなど、社会経済

環境の変化が大きい近年におきましては、特

に若い世代の方への金融経済教育の必要性が

より高まっていると考えております。 

  構造的なインフレや物価高、円安などの進

行により、現在は不確実性が高く、先行きが

見通しにくい世の中の情勢が昨今続いておる

と思います。これからの時代を担っていく若

い人たちに、金融リテラシーの向上により、

将来の所得や金融資産の水準を高めることが

期待されておりますが、このような稼ぐ力を

つけることだけにとどまらず、自ら学び、考

え、主体的に判断して、今、世の中で何が起

こっているのかということに対して正確な判

断と理解ができることが求められていると思

います。 

  すなわち、生きていく力を身につけるとい

った観点からも小学校の高学年から積極的に

実践的で、前向きな金融経済教育を進めてい

き、時代や景気動向、環境の変化に負けない

人材を育てる教育の実現が必要と考えますが、

当局の見解をお聞かせ願います。 

  続きまして、２点目ですが、県・市一体と

なった公営住宅のマネジメントについてでご

ざいます。 

  我が会派は以前より市営住宅と県営住宅の
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二重行政解消の必要性について度々指摘して

おります。県・市においては、平成28年より

連絡調整会議を設置し、認識の共通化や情報

交換などに取り組んでおります。令和６年度

決算特別委員会の特別審査におきましては、

令和７年２月に県・市で締結された協定書の

進捗状況を確認させていただいたところ、具

体的に整備事業などで連携が可能な住宅につ

いて、その内容を詰めているところであると

の回答でございました。 

  市営住宅の募集倍率はエリアごとに差異が

生じており、必要戸数も異なると考えられま

すが、ひょうご県営住宅整備・管理計画、そ

して市の第３次市営住宅マネジメント計画と

もに総数での削減目標しかございませんが、

県・市一体となり、県営住宅と市営住宅を合

わせたエリアごとの適切な目標値を設定し、

ＫＰＩを基にスピード感を持って取り組むべ

きと考えますが、御見解をお聞かせ願います。 

  以上、２点について御答弁のほどよろしく

お願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 平田議員の御質問のう

ち、私からは県・市一体となった公営住宅の

マネジメントにつきましてお答えを申し上げ

ます。 

  まず、現状ですけれども、今年の４月１日

時点での管理戸数につきましては、市営住宅

が４万4,732戸、神戸市内の兵庫県営住宅は

１万2,344戸で、兵庫県全体では４万5,478戸

となっております。令和12年度までの神戸市

の第３次市営住宅マネジメント計画では、管

理戸数を４万戸未満にする。兵庫県営住宅の

整備管理計画では、神戸市域での目標数値を

定めておりませんが、兵庫県全体では４万5,

000戸程度にするとされております。 

  現在の事業計画の進め方は計画に位置づけ

た後、個々の住宅の入居者属性や周辺の市営

住宅の空き状況、住宅の構造などを具体的に

検討した上で、順次事業手法を決定しており

ます。 

  既にマネジメント事業が進行している中で、

改めてエリアごとの目標値を設定することは

難しいと考えられますが、議員御指摘の県・

市一体となった再編は重要なテーマであると

考えておりまして、それぞれの計画において、

近接する県営住宅、市営住宅で一体的な再編

を検討することとしております。 

  このため、まずは連携が可能な住宅での取

組を進めながら、相互の情報交換を継続し、

さらなる効率化が見込まれる方策がないかに

ついても検討し、県・市の目標管理戸数の達

成に向けた連携を進めていきたいと考えてお

ります。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、

小・中学校の金融経済教育の必要性について

答弁申し上げます。 

  成年年齢の引下げや社会経済環境の変化に

伴い、学校教育においても、消費者教育や金

融経済教育に関する内容が盛り込まれるよう

になっております。 

  小・中学校においては、お金の大切さや金

融の仕組みなど、発達段階に応じた学習に取

り組んでいるところでございます。 

  具体的には、小学校の家庭科ではお金の使

い方や消費者の役割などの学習、中学校の家

庭科では契約や消費者の権利・責任等、また

社会科では金融の仕組みなどを学習している

ところでございます。 

  授業の中では、金融経済に関する基本的な

仕組みや考え方を身につけるとともに、発達

段階に応じた方法で理解を深める工夫をして

おります。例えば、身近な事例を挙げて話し

合ったり考えたりする活動を組み込むことに

よって、児童・生徒が生活体験などを踏まえ

て自分事として捉え、主体的に学べる授業づ

くりに取り組んでおります。 
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  こうした取組を通じて、お金に関する生活

スキルや金融リテラシーといった知識だけで

なく、自身の将来を切り開くための能力の習

得を図っているところでございます。 

  現在、様々な社会課題等を背景に、学校で

は消費者教育や租税教育、主権者教育といっ

たような多様な学習活動が求められており、

限られた授業時数の中で各校が工夫しながら

取り組んでいるところでございます。 

  今後も社会は大きく変わっていくことが予

想されますが、子供たちが主体的に学び、こ

れからの時代に必要な生きる力を身につける

ため、金融経済教育についても、社会情勢に

応じた学習内容や機会の充実を図るなどの工

夫に努めてまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 平田君。 

○15番（平田 正君） 御答弁ありがとうござ

います。まず、金融経済教育の必要性につい

てのところの御質問で再質問させていただき

ますけれども、現行の学習指導要領上、小学

校の家庭科や、申していただいた中学校や高

等学校の社会科などでの金融教育が実施され

ておるのは存じ上げておりますが、やはり学

校の先生の負担といいますか、授業の確保と

いうのがやっぱり課題になってくるとは思い

ますが、やはり専門的で、かなり内容が難し

い部分もあるのではないかというふうに私自

身は思っております。ですので、例えば金融

のプロである地域の金融機関でございますと

か、公的機関と連携いたしまして職場体験学

習や出前授業などを開催するということが今

のところ全国的にも多いようではございます

が、地域全体の金融経済教育にもつながるよ

うな取組になると思いますので、そういった

取組に関して前向きに取り組んでいただきた

いと思いますが、そのあたりの御見解をお聞

かせお願いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 議員御指摘のとおり、

中学校や高校では株式や投資等など専門性の

高い学習内容も必要となってくるため、例え

ば金融経済教育推進機構といったところや銀

行、消費生活センター等の専門家の出前授業

や外部教材などを活用しているところでござ

います。 

  また、今年度からは、学校のニーズと企業

等のノウハウをマッチングできる教育推進シ

ステム「ＫｏＬａＢｏ」を構築し、10月より

運用を開始したところでございます。 

  既に地域の金融機関や公的機関とも連携し、

金融経済教育のプログラムを登録していただ

いております。また、中学２年生が参加する

トライやる・ウィークでも、地域の銀行に御

協力いただき、職場体験学習に取り組んでい

る学校もあります。このように、金融の専門

家に直接お話をお聞きする機会は、生徒にと

って貴重な体験であり、非常に意義あるもの

と考えております。 

  引き続き、学校現場と地域の金融機関等の

連携を進めるとともに、より実践的な金融経

済教育の推進に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 平田君。 

○15番（平田 正君） 御答弁ありがとうござ

います。金融機関も支店をどんどん統廃合で

縮小しておりますので、金融機関の人材は今

結構余っておりますので、地域活動に前のめ

りな金融機関も多うございますので、どんど

んその辺は活用するすべはあるかとは思いま

す。 

  金融経済教育推進機構、Ｊ－ＦＬＥＣでご

ざいますね、こちらの名前が出ましたけれど

も、こちらのグループのグループ長の方に私

ちょっと問合せをさせていただきましたが、

こちらは去年の４月に設立された組織で金融

庁所管の組織ではございますが、稼働してい

るのは昨年の８月からというところでござい
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ます。 

  その８月来、今年の10月までのところで登

録している専門の派遣の件数、企業や学校、

自治体向けに登録している実績が８月からで

いきますと15か月ぐらいになるかと思います

が6,000件を超えているそうです。 

  ですので、もちろんこれ無料で人材を派遣

してくれて、この金融経済教育推進機構はホ

ームページを御覧いただいたらお分かりかと

思いますが、教材がもうホームページで、こ

れフリーで公開していただいていて、もちろ

んこれも無料で使えますし、私中身を拝見さ

せていただきました。 

  非常に分かりやすいだけでなく、本当に実

践的に使える内容になっているなというふう

に感じましたので、どんどんＪ－ＦＬＥＣさ

んの内容についてはもう導入していただきた

いなというところと、この金融経済教育推進

機構の中にある金融リテラシーマップという

中に学習指導案というのもこれございます。 

  御覧いただきますと分かりますが、何年生

までにどんなことを学べばよいかというのが、

体系立ってこれ示されております。とても分

かりやすくできていると思いますので、ぜひ

こちらは御参考にしていただけたらいいんじ

ゃないかなというふうに考えております。 

  あと、併せまして、成年年齢の引下げによ

りまして、やっぱり投資詐欺とか金融商品に

対するリスクに対する理解というのも今後必

要になってくるのではないかというふうに考

えております。成年年齢が18歳に下がったと

いうことで、クレジットやローンや、そうい

う契約にまつわるトラブルなんかも昨今増え

てきておる要素でございます。 

  やはり、リスク要因をしっかり理解すると

いう面につきましても、やはり金融リテラシ

ーの向上を含むべきではないかというふうに

考えております。 

  あわせまして、さきの国会では少額投資非

課税制度のＮＩＳＡも、年齢がこれ制限取っ

払われるというお話がございましたので、０

歳から非課税制度の枠を使用できるという形

に来年からなりそうでございます。今のとこ

ろ、年間60万、総額600万円というところが

ベースになりそうだということではございま

すが、実際は親御さんが投資をしていく形に

はなるかとは思うんですが、行く行くは、将

来的にはこれはやはり育児支援につながって

くるお話になってくると思いますので、前回

のジュニアＮＩＳＡについては18歳まで引下

げができませんでしたが、今回は12歳から引

出しができるというふうな中身になりそうで

ございますので、親御さんと合わせた、親子

で人生の道しるべになるような教育環境の設

計を積極的に取り組んでいただきたいと要望

させていただきます。 

  続きまして、県・市一体となった公営住宅

マネジメントへの再質問に移らせていただき

ますが、市長のほうから、戸数の目標のとこ

ろも４万戸未満というところで県のほうもと

いうことでお話しはいただきましたけれども、

市営住宅のマネジメント計画のほうにおきま

しては、10年間の長期の計画として取り組ん

でおられているようでございます。 

  住宅セーフティーネットの中心的役割を狙

う公営住宅は、居住者の生活とは切っても切

り離せないものでございます。特に、高齢者

におきましては、引っ越すこと自体が相当な

負担となりますし、地域の理解を得ながら10

年間という大きな計画を進めていくためには、

計画策定時だけではなく、適宜適切に丁寧で

柔軟な情報提供が必要であるかと考えますが、

そのあたりの御見解をお聞かせ願います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市の第３次市営

住宅マネジメント計画におきましては、令和

３年度から12年度までの10年間を計画期間と

して36住宅を対象として再編事業を行うこと

としてございます。 
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  さらに、この計画期間の中で、対象住宅ご

とにおおむねの着手予定時期を示していると

ころでございます。これは３つのグループに

分かれておりまして、令和３年度から４年度

に事業を着手するもの、それから令和５年度

から７年度に事業を着手するもの、それから

令和８年度から12年度で事業着手するもの、

この３つのグループとなってございます。 

  今後ということでいきますと、この３つ目

の８年度から12年度で事業着手する、こうい

った住宅につきまして、いつ事業に着手する

か分からない状況では、入居者の方の不安が

募ることが想定されます。 

  そういったことから、具体の事業の実施に

当たりましては、基本的には予定時期の中で

入居者への事業説明会を実施して、事業手法

や今後の手続、スケジュールなどについて詳

細に説明を行っているところでございます。 

  一方、おおむねの予定時期は示しているも

のの、予定時期が到来していない住宅の入居

者の方々の中には、マネジメント計画が予定

どおり進んでいるのか知りたいというお声も

ございますので、そういった場合は、住宅自

治会等を通じて、他の住宅等の進捗状況を情

報提供するなど、フォローアップも行ってい

るところでございます。 

  また、個々の入居者の方からのお問合せに

対しても、住宅ごとに状況を丁寧に説明して、

今後の見通しなどに関する御不安が少しでも

軽減されるように努めているところでござい

ます。 

  いずれにしましても、マネジメント計画を

円滑に進めていくためには、入居者の方々の

御理解と御協力が不可欠であると考えており

ますので、そのためにも適宜適切な分かりや

すい情報提供に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 平田君。 

○15番（平田 正君） ありがとうございます。

高齢者の方や生活事情がやっぱり異なる方が

非常に公営住宅には多いかなという印象がご

ざいますので、現地の方への丁寧な配慮と合

意形成に基づいたまちづくりの策定をお願い

したいと思います。 

  続きまして再質問させていただきますが、

市営住宅の再編だけでなく、管理面におきま

しても、二重行政の解消は非常に重要な観点

であると考えられます。これまで募集窓口や

指定管理事業の一元化を提言してまいりまし

たが、再編をスムーズに進めるためにも、管

理面からも一元化することで、県営住宅、市

営住宅の状況が把握でき、管理戸数の削減や

将来需要の適切な把握、入居者へのサービス

向上にもつながり、県・市一体となった再編

が進むと考えますが、御見解のほどよろしく

お願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 県営・市営住宅の連

携につきましては、平成28年５月に県市公営

住宅連絡調整会議を設置し、継続的に議論を

行っているところでございます。 

  これまで入居者募集に関しましては、ホー

ムページの相互リンク、募集案内チラシの相

互設置などの取組を進めてきたところでござ

います。 

  令和元年９月には、県市営住宅・公社住宅

総合案内窓口を、新長田合同庁舎７階の兵庫

県住宅供給公社内に設置をしまして、それぞ

れの住宅の応募要件の説明や、入居可能な住

宅の担当窓口の紹介などの案内を行い、県

民・市民サービスの向上に県・市が連携して

取り組んでいるところでございます。 

  県営住宅と市営住宅では現行制度の相違点

が多く、例えば、申込資格とか家賃の算定、

減免制度、募集回数、募集方法などが異なっ

ている状況がございます。 

  また、管理の一元化につきましては、財政

負担に対する財源や必要人員の確保など難し
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い課題がございますので、こうした課題が解

決されないまま、一元化を行うことは難しい

状況ではございますが、利便性の向上を図る

ということは重要であると考えており、県と

市の間で、さらに連携が可能な部分は、でき

ることから連携を図ってまいりたいと考えて

ございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 平田君。 

○15番（平田 正君） ありがとうございます。

調整会議などを利用いたしまして、積極的に

調整を進めていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  東灘区におきましても、阪神青木駅の北側

のエリアでございます深江駅と青木駅の間の

ところに、ちょうど県営住宅と市営住宅が混

在しているようなエリアがございますが、県

営住宅のほうは初めてＰＦＩ方式を導入し、

再整備が進められておるところでございます

けれども、老朽化した県営住宅を解体しまし

て耐震性・省エネ性を高めた新しい住棟への

建て替えが、これ県営住宅のほうは進められ

ておるところでございます。 

  入居者を仮移転するための支援や地域活性

化施設の整備も事業に含められておるようで、

新しいまちづくりが進められておるようでご

ざいますが、申し上げたとおり、近接いたし

ます市営住宅の北青木住宅のところでござい

ます。行っていただきますと、混在している

だけでなく、こども園もあれば、墓地もある

し、非常にちょっと特徴的なところでござい

ます。ちょっといろいろ難しい面もあるかと

は思いますが第２次市営住宅マネジメント計

画においては耐震改修を行う住宅に位置づけ

られており、既に整備済みということである

から、近接しているにもかかわらず、一体的

な再編はこの辺りは行われていないというこ

とでございます。 

  市営住宅マネジメント計画は築年数が一定

経過している階段式の市営住宅を対象にして

いるということでございます。今後のマネジ

メント対象の住宅はおのずと候補が絞られて

くるような形になってしまうのかなという気

もいたしますが、県営住宅と市営住宅を一体

的に再編するということにおきましては、単

独で再編する場合に比べまして、管理戸数の

縮減や、余剰地を活用した積極的な新しいま

ちづくりが本来は期待できると思います。 

  特に青木エリアのように、県営住宅と市営

住宅が近接しているエリアは市内にも多々あ

るようではございますが、連絡調整会議を活

用し、早期から県・市が連携することによっ

て、一体的な再編、まちづくりを積極的に進

めていただくことを要望させていただいて私

の質問を終わらせていただきます。ありがと

うございます。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  次に、34番住本かずのり君。 

  （34番住本かずのり君登壇）（拍手） 

○34番（住本かずのり君） 最後、住本かずの

り、質問させていただきます。大きく６問質

問させていただきますので、よろしくお願い

をいたします。 

  まず、幸福度ランキングについて質問させ

ていただきます。 

  日本総合研究所編集調査が行っております

都道府県幸福度ランキングにおいて、平成28

年の調査では、20ある政令指定都市のうち、

本市が16位だったことを、平成29年、８年前

にも質問させていただきました。 

  昨年の調査結果では、14位まで順位が上が

っており、久元市長によるこれまでの市政運

営の結果だと評価しております。 

  一方で、14位という低位に沈んでしまって

いるということは、依然、改善の余地がある

のではないかとも感じております。 

  幸福度や、これを他都市と比較することは

主観的であることは承知しているものの、ま

ちを選ぶポイントの１つになり得ることから、

市民が幸福を感じ取れる政策という観点を重
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視し、これから４年間、市長の任期でこのデ

ータも参考にしつつ、積極的に施策展開をし

ていくべきと考えますが御見解をお伺いをい

たします。 

  ２問目ですが、再犯防止啓発活動の全市展

開につきまして質問させていただきます。 

  本市で８月に三宮で女性が刺殺されるとい

う痛ましい事件が起こりました。被害に遭わ

れた方には心よりお悔やみ申し上げます。 

  容疑者は逮捕されましたが、容疑者は３年

前にも殺人未遂で逮捕されており、執行猶予

付きの有罪判決を受けていたとのことで、再

犯の可能性が高いわけですが、法務省の調査

によれば、令和５年の検挙者数のうち47％を

再犯者が占めており、初犯者と比較して再犯

者の減少スピードが緩やかであることから、

近年、再犯者率は高止まりの傾向が続いてお

ります。 

  そこで、犯罪や非行の防止と立ち直り支援

への正しい理解を深めることを目的とし、昭

和26年から社会を明るくする運動が全国の各

自治体で展開されております。 

  例えば、京都市においては、市内施設、建

築物と協力して強化月間の７月に更生保護の

シンボルカラーである黄色で点灯するなど、

本庁部局が全市的な取組として実施しており

ます。 

  一方、本市においては、各区役所が各区の

保護司会等と連携し、様々なキャンペーンを

行っているものの、各区の施策が連動してい

るわけではありません。より効果的な施策と

して打ち出すためにも、本市でも各区でなく、

全市で一体的に社会を明るくする運動を行っ

てはどうかと考えますが、御見解をお伺いい

たします。 

  続きまして、除草対策の最適化についてお

伺いをいたします。 

  本市では、市民の安全と快適な都市景観の

維持を目的に、道路植樹帯や公園で年２回の

除草を実施し、雑草対策プロジェクトチーム

を発足させるなど積極的な取組は一定評価し

ております。 

  しかし、近年の温暖化等の影響による雑草

繁茂により、年２回の除草では、市民の期待

に応え切れているとは言い難く、また年間で

公園管理費、街路樹管理総額で約10億円弱か

かる中に除草費用コストが含まれており、か

なりの割合を除草コストは占めていると思わ

れます。 

  現行対策は費用対効果の面で課題があると

考えるわけですが、これまで以上にめり張り

ある対策への転換が必要ではないでしょうか。

具体的には除草シートの活用や、人が立ち入

らない場所はコンクリートで固めたり、除草

剤の散布など、場所に応じた多様な手法を組

み合わせる手法が考えられます。 

  費用抑制を図りつつ、除草対策をどのよう

に確実に進めていくのか、御見解をお伺いを

いたします。 

  ４問目でございますが、市民の暮らしに身

近な里山の整備、その１といたしまして、落

合中央公園の再整備につきましてお伺いいた

します。 

  本市では、名谷活性化プランに基づき、地

下鉄西神・山手線の名谷駅周辺で住機能を強

化するための多彩なリノベーションを進めて

おりますが、その事業の１つとして、駅北側

にある落合中央公園では、駅前の立地と緑豊

かな自然を生かし、子供から高齢者まで幅広

い世代により一層親しまれる公園となるよう

リニューアル事業が進められております。 

  現在整備を進めている健康遊具やバスケッ

トゴールといった機能はもちろん必要ですが、

画一的な公園でなく、昔から地域で管理して

きた里山や歴史的な意味合いのある落合池な

どがあることから、地域の特色を生かせるよ

うな公園整備を行っていただきたいと考えま

すが、御見解をお伺いいたします。 

  その２でございます。自然教育学習園の活

用についてお伺いをいたします。 
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  ほかに須磨区内には、篤志者によって土地

が寄贈され、昭和24年から管理が始まった自

然教育学習園という里山、現在は自教園とも

呼ばれておりますが、妙法寺小学校の校舎裏

手に現在あります。所管は教育委員会と聞い

ております。 

  現在は、地域管理団体により、竹での楽器

づくりや間引き菜の収穫など、身近にある豊

かな自然を生かした児童向けの活動が行われ

ておりますが、教師の目が行き届かないとい

う理由から、子供だけの立入りはできないと

聞いております。 

  先日、里山を見学させていただきましたが、

折れた樹木の大木が木の途中に引っかかって

放置されていて、非常に危険な状態だったり、

せっかくの池が荒れていたり、また周辺の草

が伸びっ放しになっているなど、かなり里山

は荒れている部分もあり、現状では子供たち

が遊ぶ場としてはふさわしくないと感じてお

ります。 

  そこで、せっかくの教育環境に近接してお

り、地域によって大事にされてきた自然環境

を有効に活用するためにも、子供たちが安心

して遊べる里山としてしっかりと整備すべき

と考えますが、御見解をお伺いをいたします。 

  大問の５番目、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行

による体験格差拡大につきまして質問させて

いただきます。 

  本市では、子供たちの学びや体験機会の充

実に向けた施策を進めておりますが、令和６

年５月議会において、家庭の収入差による体

験格差と、その世代間連鎖を防ぐ必要性を指

摘したとおり、体験機会の公平性を確保する

ことは教育の根幹であり、将来の社会的格差

を防ぐためにも重要であります。こうした中、

来年の９月から新たに始まる中学生部活の地

域移行、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵは、意欲ある

子供にとって体験機会の拡大に貢献する一方、

経済的理由で参加できない家庭があれば、格

差拡大につながる懸念があると考えます。教

育委員会として、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行

による体験格差の拡大について、どのように

認識し、対応していくのか、御見解をお伺い

をいたします。 

  大問６番でございます。Ｋｏｂｅ ＳＵＭ

Ａ ＰＥＡＲＬ認知度向上につきまして質問

させていただきます。 

  世界で流通する真珠の約70％が日本に集積

され、その多くの選別加工を神戸で行ってい

ることから、神戸は真珠の産地ではないもの

の、世界一の真珠のまちとして知られ、産業

として発展を遂げてきました。 

  しかしながら、2017年より須磨の海でアコ

ヤガイを育てる試みがすまうら水産により開

始され、神戸須磨発のブランド、Ｋｏｂｅ 

ＳＵＭＡ ＰＥＡＲＬが立ち上がり、生産・

加工・販売まで一貫して行われていることは

あまり知られておりません。本日私も身に着

けてまいりましたが、定期的に販売会の実施

や、また昨年はアトアと連携した企画展を実

施するなど、神戸の海でも真珠の養殖が可能

であることが分かってきております。 

  本市の真珠産業について、真珠の養殖も含

めて積極的にＰＲしていくことで、地場産業

の活性化にもつながると考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

  以上、よろしくお願いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 住本議員の御質問のう

ち、まず幸福度ランキングにつきましてお答

えを申し上げます。 

  御紹介いただきました都道府県幸福度ラン

キングは、人口増加率や財政健全度などの客

観数値のみで分析されたものと承知をしてお

ります。 

  この分析につきましては、幸福度は主観と

客観的要素から測るべきであるが、ランキン

グづけのために客観的指標だけを用いている。

あるいは主観的要素が含まれないことは今後
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の課題というふうに、これは監修者自身が自

ら指摘をされております。 

  一方、令和４年度から国におきまして、自

治体ごとの幸福度を示すＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎ

ｇ指標が公表をされ、主観的な幸福度・生活

満足度と、その要因分析のための各分野の主

観・客観データが閲覧可能となり、行政にお

ける政策評価などに活用を促すことが、国の

骨太方針でも明記されております。 

  また、都市の特性などが異なる自治体では、

それぞれの市民が何を幸福と感じるかの価値

観が異なるため、活用の際には、自治体間の

優劣比較は厳に慎むこととも指摘をされてお

ります。 

  このため、今後10年間の本市の方向性を示

す次期基本計画の数値目標―― ＫＧＩの１つ

にＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ指標の幸福度、生活

満足度を現状値以上にすることを掲げ、ほか

の都市との比較ではなく、市民の幸福度を今

以上に高めていくという、そういう方向性を

示しております。 

  民間の会社、様々な調査機関、今いろいろ

なランキングがあるわけで、それらの動向に

一喜一憂するのではなくて、本市が様々な施

策を展開することで、結果として、それらの

ランキングの多くで、本市が高い水準になる

ということを目指すということも１つの考え

方ではないかというふうに考えておりまして、

御指摘も踏まえながら本市の施策展開を行っ

ていきたいと考えております。 

  それから、除草対策についてです。 

  御指摘いただきましたように、道路植樹帯

や公園におきましては、春から秋にかけまし

て年２回の除草作業を実施をしております。 

  しかしながら、私もしょっちゅうまちの中

を移動しておりますが、決して良好な状況で

はないと。特に夏場におきましては、雑草が

繁茂し、道路景観の悪化につながっていると

いうことは事実です。 

  これらの作業を主として建設事務所が行っ

ているわけですが、建設事務所の職員の皆さ

んだけにこの負担をしていただくということ

は決してこれは適切ではありません。現在、

職員をこれから増やすことができない環境の

中で、こういう現状を改善し、市民の皆さん

の要望に応えていくためには、やはりこの除

草のやり方っていうことを変えていかなけれ

ばいけない。できるだけ最新のテクノロジー

も応用して、よりよいやり方で除草していく

ということが重要だと考えてきました。 

  そういう問題認識の下に、令和４年度に雑

草対策プロジェクトチームが立ち上げられ、

防草対策と除草対策の両面から、新たな雑草

対策技術の検討や実証実験に取り組んでおり

ます。 

  これらの検討結果を基に、従来の一律の除

草に加え、場所に応じた最適な手法を組み合

わせる攻めの雑草対策への転換を進めており

ます。 

  具体的には中央分離帯などへの防草シート

の活用、景観を向上させるための雑草抑制植

物の植栽、高温の泡を用いた除草工法の試験

導入といった多様な手法を組み合わせ、費用

の抑制と景観維持の両立を図っていくことを

目標としております。 

  チームの状況につきましては、私も報告を

受けましたけれども、若手職員も含めて非常

に意欲的に取り組んでいただいている。また、

先日は民間の事業者の皆さんも参加をしてい

ただいたフォーラムも開催をしたところです。 

  今後とも引き続き、効果検証を重ね、新し

い技術や除草剤などの新しい材料についても

検討を深め、より効率的な雑草対策を推進を

していきたいと考えております。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁を申し上げます。 



 

－59－ 

  最初は、社会を明るくする運動を各区では

なく、全市で一体的に行ってはどうかという

点でございます。 

  社会を明るくする運動は、全ての国民が犯

罪や非行の防止と、犯罪や非行した人たちの

更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で

安心な明るい地域社会をつくるための全国的

な運動でございます。 

  法務省が提唱いたしまして、各地域におい

て推進委員会が設置され、地域の実情に応じ

た取組を行っているところでございます。 

  本市におきましても、行政区ごとに地区推

進委員会が設置され、運動が推進をされてい

るところでございます。 

  各区における推進委員会では保護司会や更

生保護関係団体が中心となりまして、学校、

地域団体、警察署などと協力をして広報・啓

発活動を行っておられるところでございます。 

  具体的には、区役所での懸垂幕の掲出や街

頭パレード、小・中・高生を対象とした作文

コンテストを実施されておりますし、小・中

学生との交流会や保護観察の事例を取り上げ

た公開ケース研究会を開催をしている区もあ

るところでございます。 

  また、本市では保護司会への補助金を支出

しておりまして、令和６年度以降、これまで

の約2.5倍に当たる1,200万円に増額をいたし

まして、本運動の充実に活用いただいている

ところでございます。 

  この運動は、各地域に設置された推進委員

会において、保護者会や更生保護関係団体が

主体的に取り組んでおりまして、本市や御紹

介をいただきました京都でも同様ということ

でございます。京都市のライトアップは各区

の保護司会からの依頼によりまして、二条城

や清水寺で実施をされまして、京都市が広報

に協力をしたと聞いているところでございま

す。 

  本市といたしましても、本運動の推進方法

について、意見をするという立場ではござい

ませんけれども、今後も保護司会や推進委員

会から具体的な提案などがあれば検討させて

いただきたいというふうに考えているところ

でございます。 

  ２点目は、Ｋｏｂｅ ＳＵＭＡ ＰＥＡＲ

Ｌの認知度向上についてでございます。 

  神戸市にとりまして、真珠加工は重要な産

業でありますけれども、市民や観光客には真

珠のまち神戸が十分に認識されていない状況

ではないかというふうに考えているところで

ございます。そのため、これまでも神戸が真

珠のまちであることを広く浸透させるために、

真珠関係団体、これは日本真珠輸出組合とパ

ールシティ神戸協議会でございますけれども、

そういった団体とも連携して、様々な取組を

進めているところでございます。 

  具体的には、神戸が真珠のまちだと分かる

クリアファイルを地場産業の学習をする小学

３年生に配布する取組や、アクセサリーづく

り体験などの認知度向上に向けた取組も行わ

せていただいてございます。 

  令和５年度には多言語、これは日本語と英

語と中国語でございますけれども、そういっ

た真珠販売店マップを作成をいたしまして、

神戸市民はもちろん、神戸を訪れた国内外の

観光客が真珠に興味を持ってもらえるよう、

観光案内所などで配布しているところでござ

います。 

  マップに掲載している事業者からは集客が

増えたというような声もいただいているとこ

ろでございます。 

  また、御指摘いただきましたように、須磨

の漁業団体が平成29年から須磨沖でアコヤガ

イを育てる試験を始め、現在では生育した真

珠を神戸須磨発のブランド、Ｋｏｂｅ ＳＵ

ＭＡ ＰＥＡＲＬとして浜揚げ体験会や販売

会を年２回行っているところでございます。 

  神戸市では、この団体と協議をいたしまし

て、後方支援をすることとしておりまして、
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神戸市のサイトでありますおでかけＫＯＢＥ

などに販売会のイベントを掲載をしておりま

して、これまでのイベントは盛況であったと

いうふうにお聞きをしているところでござい

ます。 

  神戸の地場産業である真珠は加工が主では

ありますけれども、養殖真珠の存在を周知す

ることも、真珠産業の認知度向上や普及啓発

につながるのではないかというふうに考えて

ございます。 

  今後、Ｋｏｂｅ ＳＵＭＡ ＰＥＡＲＬの

認知度向上について、どのような取組が効果

的なのか、生産団体とも協議しながら研究し

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは落合中央公

園の再整備について答弁させていただきます。 

  落合中央公園につきましては、名谷駅北側

に広がる自然豊かな公園で遊具広場やグラウ

ンドを備え、散策や遊び、運動の場として地

域に親しまれている公園でございます。 

  現在、名谷活性化プランに基づき、北須磨

文化センター周辺を中心に再整備を進めてい

るところでございます。 

  令和６年度は、誰もが使いやすい遊具―― 

インクルーシブ遊具や健康器具、バックネッ

トの設置など、幅広い世代に利用される施設

整備を行っているところでございます。 

  今年度は、広場や樹林内にある散策路など

の整備を行い、今後、バスケットゴールの設

置や地域住民が集える場として活用できるよ

う、管理棟の改修にも取り組んでいく予定で

ございます。 

  落合池は都市部で貴重な水辺空間を再生す

るため、本年２月に繁茂する水草を水草刈船

で除去する試みを行い、現在では一部で水面

が確認できるようになっております。この冬

も水草の除去を行い、池の環境改善を進めた

いと考えております。 

  また、これまで手入れが少なく薄暗かった

樹林につきましても、令和６年度から高木化、

過密化した樹林の間伐や除伐のほか、見通し

確保のための灌木などの伐採を行い、安全で

快適な環境づくりを進めているところでござ

います。 

  落合中央公園は、神戸市西部の中核駅であ

る名谷駅に直結する大規模な公園であり、今

後、落合池や周辺の樹林など昔からある緑豊

かな自然環境や景観を生かしながら、各区で

整備する拠点公園としてはもとより、広域的

に市民の方々が親しみ、様々な活動ができる

場としての公園整備を進め、本市が目指す自

然と共生する持続可能な都市のモデルとなる

ように取り組んでいきたいと考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは２点

御答弁させていただきます。 

  まず、自然教育学習園の活用についてでご

ざいます。 

  御指摘のとおり、妙法寺小学校には約１万

5,000平米に及ぶ自然教育学習園があり、入

学直後の１年生向けのオリエンテーションで

６年生との交流の場として活用しているほか、

各学年で生活科、理科及び環境体験活動の中

で植物観察等を行っております。 

  ただし、一部危険な箇所もあるため、原則、

教員引率の下で学習活動を行っている状況で

ございます。 

  また、地域の団体にも大切にされ、活用い

ただいており、楽器づくりや、焼き芋、散策、

防災など、土曜・日曜の活動には、妙法寺小

学校の児童を中心に保護者も含め、多くの

方々が参加されると承知しております。 

  この自然教育学習園で自然に触れ、様々な

体験をすることは、子供の心身や感性の発達

に有用であり、学びの機会になると認識して

おります。この学習園のうち、子供が主に活
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用する部分は可能な限り日常的な管理を行っ

ておりますが、一部立ち枯れている樹木や危

険箇所などがあることも事実であります。 

  学校や教育委員会事務局のみで適正かつ計

画的な整備・管理を行うことは限界があるた

め、今後、市長部局とも連携しながら、持続

可能な管理の在り方を検討していきたい、そ

のように考えます。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行による体

験格差の拡大について御答弁申し上げます。 

  これまでもＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについて

は答弁申し上げてまいりましたが、中学校部

活動は少子化、さらに教員の働き方改革など

の社会情勢の変化等に伴い、大幅にその活動

を縮小している現状があり、御指摘の体験機

会という観点でいきますと、このまま放置す

れば、生徒のニーズにも合わないだけでなく、

体験機会そのものが失われてしまうのではな

いか。そのようなことから、国の方針もあり、

神戸ではＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵとして取組を

始めたところでございます。 

  体験格差の拡大を防止するという観点では、

やはり体験機会をいかに増やすか、より多く

の活動団体を確保するかというところがポイ

ントであり、現在２次募集を終えて約1,000

のクラブを登録したところでありますが、現

在３次募集において、さらに地域ごとの実情

を踏まえ、きめ細かく活動団体の確保、活動

の充実を図っていることとしております。 

  もう１点、格差の拡大を防ぐという点では、

やはり経済的な負担の軽減ということがあろ

うかと思います。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにお

いても、会費を中心とした保護者の経済的な

負担については、生徒が多様な活動に参加す

る機会を確保する観点から、現状の部活動で

かかっている負担よりも過度に多額にならな

いよう、可能な限り軽減する必要があると考

えております。 

  そのために、これまでコベカツクラブには

学校施設を利用することにより、可能な限り

の低廉な会費設定となるよう働きかけている

ところでございます。 

  また、これもこれまで答弁申し上げており

ますが、就学援助世帯には、特に経済的にお

困りの家庭への支援については、現在検討を

進めるとともに、これらの取組に加えて、さ

らに負担軽減策としてどのような取組が考え

られるのか、引き続き検討していきたい。そ

のように考えております。 

  いずれにしましても、子供たちが自ら選択

し、多様な活動に参加できるよう、引き続き

コベカツクラブの確保に取り組むとともに、

格差拡大を防ぐという観点から保護者負担の

軽減について必要な予算の確保も含めて検討

していきたいと、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 御答弁ありがとう

ございました。 

  そしたら再質問させていただきます。まず、

幸福度ランキングについて市長から御答弁い

ただいたんですけど、幸福度、主観的な側面

があることは重々承知しております。 

  これら個々の47の基本指標については国の

統計資料等を用いられているということで、

これをいかに生かすかということが大事だと

思っております。同ランキングにおいては、

健康・文化・教育、それぞれ様々な順位が示

されておりますが、この順位が下落した部分

については、本市が優先して解決すべき課題

だと推察することができます。 

  例えば、事業所新設率については、平成28

年度調査で９位だったところ、令和６年度調

査では13位まで下落しておりまして、市内へ

の企業誘致に改善の余地が多くあることが分

かります。 

  本市では、市外から市内へと進出する企業

に対して一定の条件を満たせば、オフィス賃

料の補助を行っております。今年度はコワー

キング施設への入居支援補助などを拡大した
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ところでありますが、補助制度全体としてど

のように施策の目標を設定し、その目標に対

して現時点の経過をどのように評価している

のか、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今御指摘をいただき

ました事業所新設立率は総務省が実施をいた

しました令和元年度の経済センサスを活用し

て、算出をされておりまして、その算出方法

は、神戸市内の事業所の総数に占める当該年

度中に新規雇用を伴って新設された事業所の

数の割合ということになっているところでご

ざいます。 

  この事業所新設数の中身を精査させていた

だきますと、飲食店や小売業など、いわゆる

スモールビジネスと呼ばれる多種多様な事業

所の新設が計上されておりまして、また、そ

れらが数値の大半を占めているという状況に

なっているところでございます。 

  そういった事情から、本市といたしまして

は、この事業所新設率という指標は、市外か

らのオフィス移転を対象とする企業誘致の成

果指標とすることは、難しいのではないかと

考えているところでございます。 

  本市では、市内経済の活性化と雇用機会の

創出に向けた手段といたしまして、企業誘致

を積極的に推進をしてきているところでござ

います。目標設定といたしましては、神戸20

25ビジョンにおいて、雇用創出数を3,400人

とさせていただいておりますけれども、これ

に対し、昨年度末で3,800人以上の雇用とな

りまして、１年前倒しで目標を達成をしたと

ころでございます。この実績は、オフィス賃

料等補助制度も大きく貢献をしているものと

いうふうに考えているところでございます。 

  今後、都心・三宮再整備における、大規模

かつ高品質なオフィス床の供給は、企業誘致

活動にとって好機であるというふうに考えて

ございます。こうした新たなオフィス床の誘

致も含め、今後も引き続き企業ニーズに合わ

せたきめ細やかな誘致活動を進め、神戸市域

全体の活性化、雇用の創出につなげられるよ

う努めてまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 今、副市長の答弁

があったように、数字上はなかなか厳しいん

ですけど、実際は雇用者数で見ますと、かな

り目標値を上回って好調だということで、こ

れから三宮再整備も進みまして、オフィス誘

致も開始になると思いますので、どんどんこ

れから攻めの姿勢で企業誘致進めていただき

たいと思います。 

  私が注目するのは、この中で基本指標の１

つであります勤労者世帯可処分所得、こうい

う項目がありまして、これは前回、今回調査

ともに、本市は政令市で最下位となっており

ます。可処分所得が少ないということは、固

定費が他都市に比較して多いのではないかと

考えられますが、例えば国民健康保険料や認

知症の神戸モデルの均等割、県民緑税等が考

えられますが、これは後々市民の方が、後で

幸福度につながってくるんで数値化できない

ので、反映されてないとは思うんです。 

  ただ、それ以外で数値が現れる指標で、私

なりに分析してみると、１人当たりの市民所

得は７位、そして若者完全失業率は11位と、

これら中位あります。しかし、正規雇用率比

率が18位、それと女性の労働力比率も18位と、

これが低いと。要するに、市民１人当たりの

所得と失業率は中位ですが、非正規が多く、

女性の労働力が少ない現状が、このデータか

ら見てとれるのではないかと思います。 

  可処分所得の話ですが、世帯全体というふ

うなランキングでありますので、世帯を構成

する要素としての女性に注目しますと、本指

標と関連深い指標としての女性の労働力人口

比率、これがあるのではないかと考えます。

本市は、今回の調査で18位となっております、
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この女性の労働力人口比率、これをどのよう

に分析して、今後、労働力人口増加に向けて

取り組んでいくのか、御見解をお伺いいたし

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 御指摘のとおり、本

市における女性労働力比率は、政令市中18位

の低い状況となってございます。本市の女性

労働力比率が低い要因につきましては、明確

にこれがという理由は申し上げることは難し

いですけれども、2022年度に民間コンサルタ

ント会社に委託した調査分析におきまして、

他の政令市と比較しまして、神戸では有配偶

者女性の労働力率が低く、特に25歳から34歳

の有配偶者女性において、主に女性の正規雇

用率、三世代同居率などが、女性の労働力率

を引き下げる要因ではないかといった点があ

ります。 

  とりわけ女性の正規雇用率の影響が大きく、

神戸は女性の大学、もしくは大学院卒者の割

合が高く、正規雇用を求める女性が多い一方

で、十分な正規雇用の場を提供できていない

ことによる雇用のミスマッチが要因ではない

かといったことが推察されてございます。 

  こうした要因を克服するために、託児サー

ビスつきの女性コワーキングスペース、あす

てっぷコワーキングを市内３か所に開設、運

営し、多様な働き方を応援する場を提供して

おり、昨年度は延べ約8,000人の方に御利用

いただいたところでございます。 

  このあすてっぷコワーキング施設では、ブ

ランディングやＡＩ活用などの企業セミナー

も実施しており、男女共同参画センターで実

施しているフリーランスセミナーなどととも

に、新たな仕事を始めたい方に向けた細やか

な支援を行っています。また、ハローワーク

と連携したセミナーや就職相談などを実施し、

女性の就労や、一度仕事から離れた方の再就

職を支援しているところでございます。 

  さらに、2023年度から在宅でも就労可能な

デジタルスキルの習得と、仕事体験や企業と

のマッチングを組み合わせた女性デジタル人

材育成プログラムを実施しているところでご

ざいます。子育て世代を中心に、時間や場所

にとらわれない柔軟な働き方を望む女性から

の関心が高く、例年定員を大幅に上回る応募

が寄せられており、こうした女性のニーズに

沿った就労支援にも力を入れているところで

ございます。 

  今後も引き続き、これらの取組を継続・充

実し、働く意欲のある女性が希望に応じた働

き方が実現できるように支援することで、女

性の労働力比率向上に取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ありがとうござい

ます。様々な分析をしていただいて、女性の

多様な働き方に対応していく取組を、今後も

進めていかれるという御答弁でした。 

  女性の就業率を向上させるためにも、企業

における雇用環境を整えることは非常に重要

であると考えております。本市では、県と協

働で女性活躍や多様な働き方に積極的に取り

組む企業等を、ミモザ企業として認定する制

度を設け、女性活躍の促進に取り組んでおる

ところでありますが、ミモザ企業の認定後の

実態調査、新規認定企業開拓など、さらに実

効性のある取組を行うべきと考えますが、御

見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 女性活躍や多様な働

き方の促進に積極的に取り組む企業を、こう

べ女性活躍推進企業、ミモザ企業として認定

する制度を設けて、市内企業における女性活

躍の取組を推進しているところでございます。 

  2024年度からは、認定に必要な項目数を減

らしたフレッシュミモザ区分を新たに設けて、
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認定へのハードルを下げることで、中小企業

でもチャレンジしやすい制度とするなど、さ

らなる普及・促進に努めているところでござ

います。 

  ミモザ企業認定制度では、企業の取組が認

定取得を目的とした一過性のものとならない

ように、認定期間を３年間として、認定更新

の際は新規認定時と同様の審査を行うことで、

認定後も女性活躍の取組が継続的なものとな

る仕組みとしてございます。 

  また、フレッシュミモザ企業につきまして

は、更新を不可とすることで、認定期間の３

年間でさらに取組を進め、ミモザ企業にステ

ップアップしていただくよう後押しをしてい

るところでございます。 

  認定企業の実態調査につきましては、制度

を創設した2022年度に認定した企業が、今年

度初めて更新時期を迎えますので、更新申請

の審査の中で企業の取組状況を把握したり、

仮に更新を希望しない企業があれば、その理

由を確認したりするなど、実態把握に努めて

いきたいと考えてございます。そこで把握し

ました認定企業の先進的な取組事例や、認定

を受けたことによる効果などを市のホームペ

ージで紹介し、市内企業のさらなる参画を促

していきたいと考えてございます。 

  今後も引き続き実効性のある制度となるよ

うな取組を進めることで、企業における女性

活躍や、誰もが働きやすい職場環境づくりを

促進してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ぜひよろしくお願

いいたします。フレッシュミモザも昨年度、

24企業ですか御参加いただいて、あとプラチ

ナミモザという取組もあって、これは女性活

躍促進のお手本企業となるような企業なので、

プラチナミモザもぜひつくっていただいて、

積極的に取組をお願いしたいと思います。 

  あと、同ランキングの話で、図書冊数が平

成28年調査で20位、最下位であったところ、

令和６年度調査では17位にまで上昇しており

ます。実際、前回の質問でも、市長は図書館

蔵書数は充実をしていく必要があると答弁を

されておりまして、図書館の新館整備や継続

した資料購入の成果だと評価をしております。

図書館は、市民に対して知識や情報の提供を

通じて、生涯教育の場に寄与する大切な役割

を果たしておりまして、今後も図書冊数を増

やすことにより、その役割の充実を図るべき

と考えます。 

  一方で、物価高騰に伴い資料費も高騰して

おりますことから、図書館の運営を持続可能

なものにするために、図書館の社会的な意義

を踏まえ、例えばクラウドファンディングや

ふるさと納税など、一般財源に頼らない財源

確保を進めるべきと考えますが、御見解をお

伺いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市立図書館にお

きましては、地域の情報拠点、市民の生涯学

習の拠点として、図書館資料の充実に努めて

いるところでございます。その結果、経常的

な図書の調達に加えまして、新館整備に伴う

購入もあり、蔵書冊数は平成28年度末の206

万冊から、令和６年度は224万冊になり、約1

8万冊増えている状況でございます。 

  一方で、物価高騰もあり、図書館資料の単

価も上がってきており、購入冊数が減る要因

にもなり得るところでございます。このため、

図書館資料を収集する方法として、予算執行

による購入のほか、寄贈や寄附を活用するこ

ととしてございます。寄贈につきましては、

市内各館において随時積極的に受けることと

しており、蔵書の充実に役立てているところ

でございます。寄附につきましては、令和５

年度はクラウドファンディングを実施し、令

和５年、６年にはふるさと納税の受入金を児

童書の購入等に充ててございます。その他、
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企業・団体・個人からの寄附もございます。

今後とも、市税による購入だけではなく、寄

贈・寄附のＰＲに努め、市民・団体・事業者

と共に、図書館資料を充実していきたいと考

えてございます。 

  あわせてふるさと納税を活用したクラウド

ファンディングにも、寄附者から共感を得ら

れるような魅力的な内容を検討して、取り組

んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ぜひ、今後とも蔵

書数の増加、積極的に取組をお願いしたいと

思います。 

  続きまして、再犯の防止啓発活動の全市展

開につきまして、再質問させていただきます。 

  私は、例えば京都の例をお示しをさせてい

ただいたんですけど、例えば私たちのポート

タワーの色が変わってたら、今日は何の日か

なということで考えてしまう、これが啓発の

取っかかりになるのではないかというふうに

考えさせていただきました。また効果的な取

組、検討してもらいたいと思います。 

  あと、須磨区の例を紹介いたします。社会

を明るくする運動の一環として、交通局の協

力をいただいて、地下鉄西神・山手線の車内

や駅で、啓発内容を盛り込んだ放送を今年は

実施をいたしました。城南局長、ありがとう

ございます、御協力いただきまして。 

  アナウンスは、区内の近隣の小・中学校の

放送部員に依頼をしたということですが、児

童・生徒の保護者や祖父母がアナウンスを聞

きに駅に来たり、乗車したりするなど、地域

を巻き込んだ相乗的な啓発活動になったよい

取組ということで、私は思っております。せ

っかくのよい取組であることから、神戸市の

保護司連絡協議会等と相談していただきまし

て、また交通局とも連携をして、西神・山手

線に限らず、地下鉄海岸線やバス車内など、

市が有する交通手段を活用し、同様の取組を

全市的に展開してはどうかと考えますが、御

所見をお願いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、御紹介をいただ

きましたように、須磨区では区の保護司会が

主体となって、交通局や商店街と調整をされ

まして、７月に小・中学生の児童・生徒によ

る啓発アナウンスを、市営地下鉄の駅構内や

車内、商店街で放送をされたところでござい

まして、理解を深めていただく大変よい機会

になったのではないかというふうに思ってい

るところでございます。 

  この強調月間では、各区役所に設置をして

おりますデジタルサイネージで、更生保護活

動のＰＲ動画を放映をしているところでござ

います。また、９月に市役所１号館ロビーで

開催された矯正展におきましても、更生保護

活動のパネル展示や動画放映を行ったという

ところでございます。市営交通機関の活用な

ど、全市的な取組も含めまして、今後も保護

司会や推進委員会から、具体的な提案などが

あれば検討させていただきたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ありがとうござい

ました。ぜひ検討をいただきたいと思うんで

すけど、ここで参加児童の生徒の感想がちょ

っと届いておりますので、御紹介をさせてい

ただきます。 

  駅で自分の声のアナウンスが流れることを

知って、とても緊張しました。何度も何度も

練習して原稿を読みましたが、何度も何度も

やり直しをして、やっと合格したときはうれ

しかったです。実際に駅に行って自分の声を

聞いたとき、とても達成感がありました。社

会を明るくする運動のことは知っていました

が、このような形で自分自身も参加できて、

社会の一員になった気がしました、というよ
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うな感想があります。 

  この保護者の方の感想も聞いております。

子供よりこの話を聞いて、小学校６年生の子

供がこのような体験ができることにびっくり

しました。子供がうれしそうに家で何度も何

度も練習している姿を見て、子供であっても

このような形で社会を明るくする運動に参加

できること、また我が子の成長を見ることが

でき、よい経験をさせていただいたと感謝を

しております。 

  あと、教員からの感謝のメッセージも届い

ておりますが、ここでは割愛させていただき

ますが、このように、やっぱり知らない方と

か、自分の子供の成長も知るとか、いろんな

子供たちも体験をして、これも体験機会の１

つだというふうに考えておりますので、教育

長もまたよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、除草対策の最適化について、

市長のほうから御答弁をいただきました。攻

めの雑草対策ということでお答えをいただい

たんですけど、先日、こんな御相談が地域の

方からありました。地域の消防団の方なんで

すけど、近隣の住民から消防団詰所の周辺の

草刈りぐらいしたらどうかというようなこと

を言われるということで。住民の方は、団員

を消防署員と多分間違えて言ってるとは思い

ますが、団員の方も詰所の周りは、時間があ

れば草抜きはしているが、さすがに敷地全体

や前面の歩道はできないということで、私に

除草の依頼がありました。 

  そこで、建設局に依頼をしてみると、消防

団の詰所の敷地は消防局、それから前面の歩

道は建設局、背後地の市営住宅の敷地は建築

住宅局と、それぞれ所管が違って、各局での

対応になるということです。各部局で対応は

していただいたんですけど、このように現状

は土地の所管部局ごとに対症療法的な対応に

とどまっておりまして、統一的な管理がなさ

れていないというふうに感じております。市

民から雑草管理は建設局所管と認識をされて

おりますが、実際には複数部局にまたがって

いるため、責任の所在が不明確になっており、

管理水準の不統一は、市民の不満や混乱につ

ながると考えております。 

  そこで、部局横断で統一的なガイドライン

を策定して、管理水準等を統一する仕組みを

検討するべきと考えますが、御見解をお伺い

をいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 市が管理する土地に

つきましては、道路・公園・河川などのイン

フラや市営住宅・事業所といった施設など、

様々な用途・機能を持っており、それぞれの

用途・機能に応じて必要な管理水準を設定し

て、適切に対処する必要がございます。 

  このように、それぞれ管理水準が求められ

ていることから、議員御提案の統一的なガイ

ドラインによる運用は、少しなじまない面も

ございますが、例えば施設管理者ごとに雑草

対策を実施するのではなく、鉄道などの交通

事業者や有料道路などの他の道路管理者を含

め、管理区域を越えて一括して雑草対策を行

うことで、作業の合理化・省力化・経費削減

につなげることも必要であると考えてござい

ます。 

  今後、これらの取組により、各施設に求め

られる機能を確保するとともに、都市景観の

向上や、まちの環境の改善に努めてまいりた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ありがとうござい

ます。私、先ほど、市長も述べられましたフ

ォーラム、雑草シンポジウムに出席をさせて

いただきまして、いろいろ勉強させていただ

いたんですけど、そのときは樹木医の先生の

講演がありまして、そのときに私、雑草害と

いう言葉を初めて知りました。雑草が引き起

こす様々な社会問題が今増加しているという
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ことで、例えば歩行者や自転車の転倒などの

通行障害、排水溝の転落事故、内水氾濫のイ

ンフラ被害、あと雑草へのごみの投げ込みや、

杉花粉以外の雑草アレルギー性鼻炎が今、増

えているというようなことを述べられており

ました。また、雑草の刈取り・運搬・燃焼に

よるＣＯ２の増加等々、こういった環境被害

も出ているということで、これらの雑草害は

付随コストの増加だけでなく、財政面も大き

く関与する問題であると考えております。 

  こんな例もございます。本市には親水性を

高めることを目的として、川べりに下りられ

る階段が整備されている公園や河川がありま

す。河川は県所管の川べりについて―― 二級

河川以上でございますが、一部で市が県から

委託を受けて美化作業を行っているものの、

除草が十分に行われず、雑草が繁茂し、景観

を損ねていたり、歩行が困難な状況が見受け

られます。県のほうにも除草のお願いに行く

と、業者に任せており、基準は安全通行に支

障がある場合に除草するというものでありま

した。親水空間の魅力向上という観点からも、

単に通行阻害を判断基準にするのではなく、

県・市協調で美観維持、親水性の向上を目的

にした除草を積極的に行うべきと考えますが、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 市内を流れる二級河

川の管理者は兵庫県でございますが、安全を

優先した維持管理を行っており、その範囲は

河川の氾濫を防ぐためのしゅんせつや木の伐

採に限られ、美観向上を目的とした草刈り等

は管理上、必要な範疇を超えるという考え方

がございます。現状では県が管理する主要な

二級河川のうち、神戸市内の指定区間、延長

約100キロについて、市も費用を負担、折半

することで、県の責任の下で美化事業が行わ

れており、市民からの要望に対応していると

ころではございます。 

  具体的には、各河川の指定区間における定

期的なごみの除去や、雑草の刈取りに加えて、

市民から要望を受けた臨時的な雑草等の除去

を、県からの委託を受けて市が実施してござ

います。河川の敷地は広大でありますので、

民有地への越境や歩行者の通行を阻害してい

る雑草や不法投棄の除去等、市民生活への影

響が大きい要望を優先的に対応しているとこ

ろでございます。これまでにも議会のほうか

ら、美化事業は河川管理者である県の責任に

おいて実施すべきであるという御指摘もいた

だいていることから、引き続き河川環境美化

の向上に向けて、県への働きかけを強化して、

県・市連携でしっかりと取り組んでいきたい

と考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） これは県のほうに

しっかりと言っていただきたいんです。河川

の清掃などの環境管理団体とかも、もう雑草

が多過ぎたらごみが投げ込まれて、もう清掃

できないということで要望をいただいており

ますので、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

  続きまして、里山の整備につきまして、落

合中央公園の再質問をさせていただきます。 

  管理棟の改修とかも行われるということで、

今後また利用のほうも御検討いただいたらと

思います。落合のほう、水草除去をしていた

だいているということで、やっぱり再整備に

当たっては、里山や落合池の歴史、また珪化

木の化石が出ることなどを知って、公園自体

に親しみを持ってもらう仕掛けが必要だと考

えております。その方策としては、歴史やコ

ースの分かる看板の整備を行ってはどうかと

考えておりまして、例えば、本市が管理して

いる高塚山ハイキングコースにおいては、高

塚山ハイキングコースの途上の丘について、

歴史等が分かる看板を地域団体や地元の大学

生と共同で作成、設置をしております。落合
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中央公園についても、これまで里山や池を大

事にしてきた地域団体や学生などと共同で、

歴史の分かる看板を作成することで、より地

域から親しまれる公園になるものと考えます

が、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 自然と共生する持続

可能な公園を目指すためには、議員御提案の

これまでの歴史を知り、公園自体に親しみを

持ってもらうことが重要であると考えてござ

います。 

  例示されました西区の高塚山では、ハイキ

ングコースが整備されており、コースや歴史

の情報が記載された案内看板を、地域団体や

近隣の大学生が共同で作成し、設置をしてい

るところでございます。樹林環境も適切に整

備されており、こうした取組は公園に親しみ

を持ってもらう上で有効であり、落合中央公

園においても参考になるものと考えてござい

ます。 

  現在、落合中央公園では、複数の団体が散

策路の手入れやプレーパーク、自然観察など、

様々な活動を行っており、学生も清掃活動な

どに参加している状況がございます。また、

落合中央公園の南東部には珪化木、古代の樹

木が石化したもののような希少性の高い化石

が設置されており、地域団体からは落合池や

里山、珪化木などの公園の魅力を紹介する看

板の設置について、要望を受けているところ

でございます。今後、公園が市民の方々によ

り親しまれるよう、地域の歴史も含めた案内

看板の設置について、学生の参画も得ながら、

地域団体と連携して取り組んでいきたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） ぜひお願いしたい

と思います。 

  あと、自然教育学習園の件なんですけど、

なかなか学校施設の管理としては限界がある、

持続可能な管理の在り方を検討したいという

ことで、ちょっと教育委員会がなぜ所管して

いるのか私、分からないんですけど、もうい

っそのこと建設局が所管をしていただいて、

里山ということで整備をしていただいたほう

がいいのかなというふうにも考えております

ので、またその辺、適切な管理の在り方を御

検討いただけたらと思います。 

  続きまして、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵによる

体験格差の拡大につきまして、再質問させて

いただきます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開始に当たり、子

供が離れた学校で活動を行うクラブを選んだ

場合、車で送迎できる家庭は問題ないが、そ

うでない家庭は電車やバスを利用せざるを得

ないと、新たな経済的負担が生じるというこ

とが予想されております。さっき、経済的負

担の支援も検討していくということですけど、

先日、地元中学生１年生の保護者からこんな

話を聞きました。 

  子供は中学の野球部に今所属をしてます、

中学１年生。今、現部員が11名で、来年から

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵになれば、野球部は徒

歩、自転車で行けない中学校で実施するとの

ことなんです。どうやって行こうかというこ

とを、子供同士で今話をしているらしく、そ

のうちのもう半分は野球部を辞めるというよ

うなことを、今、子供たちで話し合っている

そうでございます。従来の部活動で発生しな

かったこのような移動手段や費用負担が追加

されることで、体験格差が生じないよう配慮

が必要であると思いますが、最低限、公共交

通を利用した移動費については、市が負担す

る仕組みを検討するべきと考えますが、御見

解をお伺いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） ただいま指摘いただ

きましたが、基本的にＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ
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では、現在、部活動における主要な種目につ

いては、生徒が在籍する学校か、また徒歩や

自転車で移動できる範囲の近隣校で活動でき

るように、確保に全力を挙げているところで

ございます。 

  ２次募集の結果、おおむねできてきたわけ

ですが、やはり残り、今御指摘いただいたよ

うなところが残っておりますので、今、３次

募集をしながら、限定的にそういうところが

ないように、今、募集を続けているところで

ございます。ただし、もう既に西北神の一部

等、そのような学校では、その努力をしても

やっぱり無理があるというようなところが出

てきておりますので、そういうところについ

ては、以前答弁させていただきましたが、こ

ちらのほうで何か支援できることはないかと

いうことで、今、考えているところでござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（川内清尚君） 住本君。 

○34番（住本かずのり君） 先ほども述べまし

たような、中学生が野球部を辞めることのな

いように、学校外教育バウチャー制度なども

御検討いただいたらというふうに思っており

ます。 

  最後になりましたがまとめますが、これま

で質問した再犯防止の取組や身近な里山の整

備、効果的な除草対策、地場産業の活性化、

ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ負担軽減は、これは可

処分所得増加にもつながると考えます。各施

策は市民の幸福度につながることになると考

えますが、諸課題の検討をよろしくお願いい

たします。 

  以上、ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（川内清尚君） 御苦労さまでした。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後３時50分に再開いたします。 

   （午後３時26分休憩） 

   （午後３時50分再開） 

○議長（菅野吉記君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  この際、申し上げます。 

  本日は議事の都合により、あらかじめ会議

時間を延長いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  27番宮田公子君。 

  （27番宮田公子君登壇）（拍手） 

○27番（宮田公子君） 公明党の宮田公子でご

ざいます。門田議員と一般質問させていただ

きます。 

  １点目に、市営住宅再編成事業における工

事期間中の居住者の生活への影響とその対策

についてお伺いいたします。 

  この質問のきっかけは、西区の市営住宅で

行われたエレベーターの後づけ工事に関する

住民からの御相談です。この工事により、約

１年間にわたり建物が養生シートで覆われて、

太陽光が遮断されたため、室内は日中から暗

く、カビも発生したそうです。さらに、日常

的な騒音と振動によるストレスを感じたり、

ガスの供給が停止されたことで４日間入浴で

きない、５日間調理ができない状況だったそ

うです。 

  この状況を当局御担当者に訴えたそうです

が、居住者の住環境をよくするための工事で

あり、いわゆる受忍限度内であると言われた

そうです。確かに工事そのものは居住者の住

環境をよくするものです。ただ、そうである

からといって長期にわたる日常生活の不便、

不都合の訴えを受忍限度内と一蹴してよいも

のでしょうか。不便を我慢することがエレベ

ーターなどの整備の代償だということでしょ

うか。 

  さて、受忍限度内と言われた御相談者はじ

め居住者の皆さんはどうされたかというと、

御近所の方にお風呂を借りられた方、入浴せ

ずに我慢された方、体を拭くシートで我慢さ

れた方などだったそうです。市営住宅には高
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齢者の方が多く居住されていることを考えれ

ば、入浴停止期間は衛生面や健康面に影響を

及ぼすのは想像に難くありません。もちろん

この間の家賃が減免されたわけでもありませ

ん。長期にわたる不便・不都合、ひいては健

康被害をもたらすような状況に対して、何ら

かの代替措置が必要ではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

  ちなみに北区の住宅で入浴できない期間が

10日間の所もあるそうです。これも受忍限度

内なのでしょうか。受忍限度の基準も不明で

す。この際、公平公正な対応策を早急にまと

めるべきではないでしょうか、御見解をお伺

いいたします。 

  ２点目に、神戸市の道路及び植栽の管理に

ついてお伺いいたします。 

  まず、本市の道路管理について伺います。

近年、市民から車道の車線が消えていて危な

いので、早急に車線を引き直してほしいとの

要望や、街路樹などが街灯、信号機、あるい

は歩行者を見えにくくしているので、早急に

枝払いをしてほしいとの要望も後を絶ちませ

ん。私の地元西区では、市長肝煎りで神出山

田自転車道が一部再整備され、シェアサイク

ルの事業も人気を博していると伺いますが、

その一方で、自転車道の西区部分では、路面

や路肩のひび割れや草の繁茂など、肝腎の自

転車道の維持管理が十分ではなく、市民から

も指摘を受け、補修の要望をしているところ

です。 

  また、市内には管理が不十分な植栽や雑草

が通行の妨げや死角となり、交通事故の原因

となりかねない箇所があります。実際に信号

機のない横断歩道で、高校生が植栽により車

両を確認できず、衝突寸前となった事例もあ

ります。 

  このように本市の道路管理、特に地域にお

ける管理が進んでいないように感じるところ

ですが、予算の確保を含め、このような現状

に対しての認識と今後の維持管理について、

どういった方針なのか御見解をお伺いいたし

ます。 

  また、安全面から重大な影響を及ぼす可能

性がある植栽については、資材費や人件費の

増嵩も踏まえ、道路植栽の廃止も含めた在り

方を再検討すべきと考えますが、併せてお伺

いいたします。 

  ３点目に、神戸モデル標準服の価格と品質

の情報公開の必要性についてお伺いします。 

  神戸モデル標準服の販売が始まった昨年度、

保護者からは購入手続や情報提供の在り方に

ついて不満の声が上がっていました。学校か

らの通知では、従来の制服は学校で採寸、販

売をしているのに対して、標準服は保護者が

販売店を選び、各家庭で店舗に行き購入をす

るように、また販売店によって生地の素材や

価格が異なり、取り扱っている品目が違うこ

とのお知らせがありました。このことにより、

保護者は教育委員会が掲載している各販売店

のホームページを１つ１つ調べて、素材や価

格の比較、販売している品目を確認しないと

いけない状況でした。また、ホームページを

見ても価格が掲載されていない店舗もあり、

情報収集の段階でかなり混乱したとお聞きし

ております。さらに保護者の方が店舗に行く

と、売り切れや販売されていない品があり、

他店舗も回ったと伺いました。 

  このような保護者からの相談を受けて、教

育委員会に各店舗の詳細の一覧を提供するこ

とを要望いたしましたが、低価格の店舗に集

中するのでできないとの回答でした。この理

由はいかがでしょうか。情報を提供した上で、

高くても生地のよいものを選ぶ方、経済的に

低価格を選ぶ方と、それぞれおられると考え

ます。教育委員会がどの店舗でも購入でき、

保護者が選んで購入するようにとするのであ

れば、選ぶ際に分かりやすい一覧を提供すべ

きではないでしょうか。 

  教育長は、保護者が購入時、このような現

状であることを把握されていましたか。また、
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販売２年目となる今年度、このような課題を

踏まえ、購入時の負担解消への改善策として、

保護者の方からも要望がある各販売店の品目、

素材、価格について比較検討ができる一覧を、

市のホームページや、すぐーるに掲載すべき

と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  ４点目に、シルバーカレッジの運用の新た

な方向性について伺います。 

  開村から35年以上が経過したしあわせの村

では、現在、村の魅力向上や持続可能な運営

に向けたサウンディング調査が進められてい

ますが、中でもシルバーカレッジは、定年延

長や再雇用の拡大により、学びより就労志向

が強まり、入学者がピーク時に比べて半数近

く減少し、入学後も平日昼間の通学では両立

が難しく、修了後の地域参加への橋渡しも弱

いといった課題があります。今後は夜間、短

期、週末講座への転換や、生涯学習支援セン

ター、シルバー人材センターとの連携体制の

構築、閉鎖中の食堂やエントランスホールを

交流拠点として再整備することが重要と考え

ます。シルバーカレッジを再挑戦の出発点と

位置づけ、学びから就労、地域活動へ循環す

る仕組みを構築し、しあわせの村の再活性化

につなげるべきと考えますが、御見解をお伺

いいたします。 

  ５点目に、使用済み紙おむつの再生利用に

ついてお伺いいたします。 

  紙おむつは高齢化に伴い年々増加しており、

推計によれば一般廃棄物に占める割合は、20

20年度時点では約５％程度だったところ、20

30年度頃には約７％程度となる見込みです。

紙おむつの再生利用などを促進することによ

り、一般廃棄物の焼却処理量の減少による廃

棄物処理の合理化や、焼却処理の回避による

ＣＯ２の削減、また紙おむつをリサイクルす

ることにより、ペレット状の固形燃料を製造

し、地産地消の資源循環ができるとされてい

ます。 

  環境省では、自治体・企業における使用済

み紙おむつの再生利用などの取組を拡大させ、

2030年までに実施検討を行った自治体の総数

を150自治体とする目標を掲げ、必要な伴走

支援を行い、さらなる底上げを行っていくと

の方向性も示しています。 

  鹿児島県の志布志市では、民間企業と共同

で、全市で使用済み紙おむつを資源ごみとし

て回収し、世界初の、使用済み紙おむつから

新しい紙おむつをつくる水平リサイクルを実

現しています。また、廃棄物の組成が均一と

なることで、燃料として利用価値の高い固形

燃料ＲＰＦの製造が可能となることから、将

来的な埋立量の削減も期待されているところ

です。 

  市内でも紙おむつ回収プロジェクトを行っ

ていた民間企業もあり、民間企業と共同で実

施してはどうかと考えます。ＳＤＧｓ貢献都

市神戸を掲げており、先進的な取組をしてい

く必要があると考えるため、使用済み紙おむ

つの再生利用の実施を行っていくべきと考え

ますが、御見解をお伺いいたします。 

  ６点目に、災害備蓄品についてお伺いしま

す。 

  本年７月に施行された改正災害対策基本法

で、自治体は災害用物資の備蓄状況を年１回

公表することが義務づけられました。正確な

物資管理が重要な課題となっております。現

在、本市においては昨年の神戸市災害対策総

点検を踏まえ、備蓄計画の策定に取り組んで

いるところであるとお聞きしています。防災

備蓄品の管理にＩＣタグなどを導入してＤＸ

を進めることで、平時においては、消費期限

などがある備蓄品に関しても自動で通知され

るようにすれば、棚卸しを自動化でき、ロー

リングストックの簡易化につながると考えま

す。災害時においては、備蓄倉庫から在庫数

を管理しながら、迅速に搬出することが可能

になると考えますが、御見解をお伺いいたし

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 宮田議員の御質問のう

ち、私からは、まず道路と植栽の管理につき

ましてお答えを申し上げます。 

  道路は橋梁やトンネルなど様々な構造物で

構成されておりまして、定期的な点検と補修

が不可欠です。道路舗装につきましては５年

に１回、主要路線を対象といたしまして、路

面性状調査を実施をしておりまして、ひび割

れ率、平坦性、わだち掘れ量を把握し、道路

補修を行うなど、安全性・健全性の維持・向

上に努めております。 

  職員によるパトロールや市民からの通報、

要望を基に、市民に身近な生活道路を含め、

補修対象箇所の把握に努めておりまして、現

場の状況、緊急度を考慮しながら、順次対応

を行っております。市民の皆さんからの要望

のうちの多くは、比較的速やかに対応できて

おりまして、緊急度が高くないものにつきま

しても、計画的にほかの工事と合わせて対応

をしております。 

  御指摘をいただきました神出山田自転車道

におきましても、つくはら湖の湖面利用とシ

ェアサイクルを一体的に運用する事業が始ま

ったところでありまして、さらなる魅力向上

と利用者の拡大に向けて、引き続き適切な管

理に努めていきたいと存じます。 

  また、街路樹、植栽帯の維持管理に当たり

ましては、街路樹再整備方針を策定しており、

緑豊かな街路景観を守りながら、安全で快適

な歩行空間の整備を図ってきたところです。

例えば、横断歩道周辺など低木や雑草が繁茂

し、通行の妨げや死角となっている箇所につ

きまして、適宜剪定や除草を行っているほか、

歩道幅員が狭い箇所や横断歩道、交差点、信

号機の近くで見通しを阻害しやすい箇所、ま

た郊外など周辺に緑地が十分にある路線につ

きまして、植栽の撤去を行っております。こ

の街路樹再整備方針を見直し、さらなる街路

樹の適正化や維持管理の効率化を加速化させ

ていきたいと考えております。道路の維持管

理に当たりましては、新技術・新工法を探求

しながら、適時適切に修繕などを行い、安全

性・快適性の向上に努めていきます。 

  次に、災害備蓄品につきましてお答えを申

し上げます。 

  御指摘をいただきましたように、今年の７

月、災害対策基本法が改正され、各自治体に

よる備蓄状況の公表が義務づけられました。

本市におきましては、昨年度、震災から30年

を踏まえ、全市を挙げて災害対策の総点検を

実施をいたしましたが、この結果を踏まえ、

新たな備蓄体制を構築すべく作業を行ってい

るところです。 

  具体的には、備蓄品目の整理をはじめ、物

資の搬出などを見据えた災害拠点の再整備な

ど、物資などの管理にノウハウのある物流業

者や倉庫業者などのアイデアも活用しながら、

南海トラフ地震も想定した全市備蓄計画の策

定に取り組んでおります。 

  御指摘をいただきましたように、備蓄管理

を省力化・効率化することは、持続可能な防

災を考えていく上で重要です。現在、内閣府

でも令和７年度から国の地方自治体、民間事

業者の間で、物資の調達と輸送に必要な情報

を共有する新物資システムを運用開始し、各

種実証実験を行うなど、ＤＸ化をより一層進

めております。 

  具体的には、地方自治体における有事を想

定した平時からの備蓄体制へのＤＸの活用と

して、ＩＣタグや二次元コードを活用した備

蓄管理の実証実験である災害用物資の備蓄の

ＤＸ化モデル事業を行っており、本市もこの

事業に参画をしております。ＤＸ化を進める

ことは、ローリングストックの簡易化、発災

時の迅速な搬出など、備蓄管理の効率化につ

ながると考えておりまして、引き続き国の動

向も踏まえながら、積極的に取り組んでまい

ります。 
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  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、シル

バーカレッジについて御答弁を申し上げます。 

  シルバーカレッジは、平成５年９月の開校

以来、再び学んで他のためにという建学精神

の下、57歳以上の市民で地域活動、ボランテ

ィア活動に理解と熱意を持つ方を対象に、高

齢者の豊富な経験を生かして、自らの可能性

を開き、その成果を地域活動など、社会に還

元するための学習・実践活動の場として運営

をしているものでございます。 

  これまでオープンキャンパスの実施や広報

紙ＫＯＢＥの掲載、ＳＮＳによる情報発信に

努めてまいりましたけれども、御指摘をいた

だきましたように、近年、学生数の減少が続

いているという状況でございます。 

  減少の理由といたしましては、これまで入

学していた年齢の方々が65歳までの定年延長

と再雇用拡大によりまして、70歳未満の入学

者が減ったこと。さらにシルバー世代の活動

の選択肢が多様化していることなどが挙げら

れると考えてございます。また、学生の平均

年齢は、ここ10年で68歳から72歳に上がるな

ど、年々高くなっているという状況でござい

ます。 

  平成５年の開校以降、高齢者の豊かな経験

を生かして、社会に貢献することを目指して

学び合う生涯学習の場として、多くの学生が

学び、地域活動に参加貢献してきた意義は大

きいと考えてございます。一方で、時代の流

れとともに多様化する高齢者の志向やニーズ

に対応するため、カレッジも変化していくこ

とが求められているところでございます。 

  カレッジの在り方につきましては、御指摘

いただいた点も踏まえ、今後の時代に対応し

た中身となるよう、検討してまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、２点御答

弁をさせていただきます。 

  １点目は、市営住宅再編事業における工事

中の住民への生活支援について、御答弁をさ

せていただきます。 

  御指摘の住宅は、西区の栄住宅と思われま

すが、この栄住宅につきましては、第３次市

営住宅マネジメント計画に位置づけ、2022年

に事業着手、2024年７月からの約１年半、エ

レベーター設置並びに住宅内改修などの工事

を実施したところでございます。この工事の

後半になりまして、一部の入居者の方々から、

工事中の不便などについて御指摘・御要望を

受けているところでございます。これに関し

まして、現場を確認して問題をつまびらかに

把握させていただいたところでございます。 

  具体的には、工事に伴い住宅外周に足場を

設置し、通風、採光の取れるメッシュ状の養

生シートで覆っておりましたが、日中、足場

に作業員が出入りする関係で、防犯の観点か

ら窓の施錠の徹底をお願いしていたところで

ございます。このため、入居者の方が換気し

づらい状況にあり、カビの発生などが生じた

ものと思われます。今後は、換気等につきま

しても、丁寧に御協力をお願いしていきたい

と考えております。 

  工事に伴う騒音・振動につきましては、解

体や掘削などの作業で発生することから、自

治会の協力を事前に得まして、日中の居場所

として集会所を開放していただいたところで

はございますが、今後も入居者の意見を丁寧

に伺いながら、御要望に寄り添った対応をし

ていきたいと考えております。 

  また、住宅内の改修におきましては、住み

ながら水回り等の改修を行ったことにより、

お風呂や台所の使用制限が一定期間生じたも

のでございます。これにつきましては、代替

の風呂や台所が欲しかったとの御要望をお聞



 

－74－ 

きしているところでございます。今後は、お

風呂や台所の使用できない日数にかかわらず、

同じ住宅内にある空き室を代替として使って

いただけるように工夫しながら、改善に努め

ていきたいと考えております。 

  いずれにしましても今回の栄住宅のエレベ

ーター設置並びに住宅内改修等の工事は、第

３次市営住宅マネジメント計画で行う初めて

の事例であったこともあり、入居者の方々に

御不便・御負担をおかけした点につきまして

は、大変申し訳なく感じており、おわび申し

上げたいと思います。今後、２例目以降の工

事に取りかかる予定でございますが、このた

びの工事中の問題を踏まえ、入居者の方々の

御不便が生じないよう、丁寧かつ適切な対応

策を取ってまいりたいと考えてございます。 

  また、北区で10日間入浴ができないという

お話もございましたが、これは北区山の街住

宅のこととは思われますが、当該住宅はまだ

工事に着手しておりませんでして、工事の説

明会で様々入居者の御意見をいただいたとこ

ろでございますが、現在、施工の方法等を検

討しているところですので、今回の問題を教

訓にしまして、入居者の方の御不便が生じな

いよう、適切な対応策を取ってまいりたいと

考えてございます。 

  それから、２点目は、使用済みの紙おむつ

の再生利用について、御答弁をさせていただ

きます。 

  御指摘のとおり、今後、高齢化社会が進展

する中で、使用済み紙おむつの再資源化は重

要なテーマの１つであり、国においても「第

五次循環型社会形成推進基本計画」の中で、

使用済み紙おむつの再生利用の取組を持続可

能な形で進めることを掲げており、現在、検

討会を設けて、ガイドライン等の内容の検討

が行われているところでございます。検討会

の中で、紙おむつの再資源化には収集・運搬、

保管、処理に係るコストや臭気・衛生管理対

策など様々な課題があることや、製造メーカ

ー等がリサイクル技術の研究開発に取り組ん

でいることが報告されております。 

  本市の2024年度の状況を見ますと、家庭系

の燃えるごみの約６％、約１万3,200トン、

事業系可燃ごみの約２％、約3,400トンが使

用済み紙おむつとなってございます。先行事

例として、一部、使用済み紙おむつの回収・

資源化の実証が行われていることは承知して

ございますが、これらの自治体の特徴としま

しては、非常に小規模であったり、リサイク

ル研究施設が近隣に存在していることが挙げ

られます。本市としましても、紙おむつの再

資源化には注目しており、近くリサイクル技

術の開発に取り組む事業者とも意見交換を行

うことも決めてございます。 

  紙おむつの再資源化の実施にはしばらく時

間を要すると思われますが、引き続き国や先

行都市、事業者の動向を注視しながら、本市

における取組の可能性について研究してまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、神

戸モデル標準服について答弁申し上げます。 

  従来の学校独自の制服は、新入学説明会な

どの機会に、学校内で販売店が採寸、販売し、

原則、各学校につき１つの販売店が取り扱う

という形を取ってまいりました。そのような

中で、神戸モデル標準服の導入に関しまして

は、販売店がそれぞれのノウハウを生かして、

価格やサービスを工夫すること、またどこの

販売店でも買えるようにすることで、保護者

の選択肢を増やし、利便性向上や価格競争を

促進する狙いで導入させていただきました。 

  ところが昨年度の状況でございますが、大

規模な導入の１年目ということで、様々な点

において混乱する場面があり、申し訳なく感

じております。特に販売店により品目、価格

が異なっていることの周知が不十分であった

こと、また本来、今までは需要を予測すると



 

－75－ 

いうことがありませんでしたので、予想以上

の需要をいただき、一部の販売店で販売受付

が終了、あるいは採寸予約の枠が埋まってし

まったことなど、品切れ等の状況が発生した

ことは承知しております。 

  そのような状況に対応するため、昨年度は、

急遽、新入生保護者にすぐーるで販売店の最

終受付を案内し、早めに購入いただくよう呼

びかけたところ、最終的には購入希望の保護

者は入手できたものと考えております。 

  今年度は、その反省を生かし、在庫不足へ

の対応として、より正確な需要予測を行うた

め、希望者着用としている各校の着用状況を

製造メーカーや販売店に連携したところ、昨

年度に比べて各販売店の取扱い品目は増加し、

改善が図られております。 

  また、市ホームページに各販売店の情報を

掲載しており、各社のホームページを通じて、

最新の販売価格や価格以外のアフターサービ

ス等も含めて比較検討をいただけるよう、新

入生や保護者に向けて、より分かりやすい形

で最新の情報を提供できるよう、販売店にも

呼びかけてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございまし

た。初めに、市営住宅の再編成事業について、

先ほどるる改善といいますか、対応していた

だけるということで御答弁いただきました。

今回、御相談を受けたのは、まさしく栄住宅

であるんですけども、先ほども御答弁の中に

あったように、神戸市の中で初めての、この

エレベーター後づけの工事だったと伺ってお

ります。今回、この西区の栄住宅の皆さんは、

本当に我慢していただいて、もう終わってし

まってるんですけども、この西区の皆さんか

ら、やっぱりお声をいただいたことで、こう

いうふうに改善につながったということで、

本当に意味があったと思います。 

  ただ、このお声を届けていただいてなけれ

ば、本当に今後行われる工事に関しても、我

慢していただくような状況であったのではな

いかというふうに考えます。私も何度も何度

もお電話をいただいたり、御相談を受けまし

て、直接、先ほどもあったように、担当のほ

うにもお電話されたようですけど、やっぱり

対応してもらえなくて、私たちのほうにも相

談がありました。私もいろいろ説明をして改

善を求めたんですけども、平行線でなかなか

進まなかったという現状がありました。 

  やっぱり皆さん、御高齢の方も多いですし、

１年半とおっしゃってましたけど、１年ぐら

いの間、暗い中で、またすごい騒音の中で、

すごい我慢をして、やっぱりストレスで体調

が悪くなったっていう方もおられますし、本

当にカビのこともおっしゃっていただきまし

たけども、今もやはり自分でカビの何か手当

てをしないといけないのは、やっぱり経済的

に厳しいので、そのままにしてますっていう

お声も、現状もお聞きしております。本当に

こういうふうに、次から対応していただける

ということですけども、やっぱり市民の側に

立ったというか、本当に寄り添った対応を今

後しっかりとお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、道路管理のほうでお伺いしたいんで

すけども、市長のほうからも、神出山田自転

車道の御答弁いただきました。ありがとうご

ざいます。この神出山田自転車道は、令和元

年度に１億7,000万円をかけて、塗装や標識

などの再整備をされております。西区のエリ

アにおいて、先ほど申し上げたように路面、

路肩の雑草の繁茂や、竹や樹木の枝葉の張り

出しで走行を妨げている場所があるほか、路

面の隙間から雑草が生えて、道路ががたがた

で、ちょっと安全性・走行性に問題のある場

所もあります。私もちょっと１時間ほど歩い

てきました。 

  ちょっと見ていただいたら分かると思うん
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ですけども、現状、今もこういう状態です。

道路が割れてまして、ちょっと雑草が生えて

いる状態です。また、違う場所では、ここを

通らないといけないんですけども、草が生い

茂っている状態という、これ11月の初めぐら

いに歩いてきました。これは、ちょっと大変

危険やと思ったので、ここ竹がちょっと倒れ

かけているような状態で、ここ本当は階段が

もう一面あるんですけども、全部草で隠れて

いる状態です。ここの間に自転車を押して、

階段を人が歩いて上っていくというふうにな

ってるんですけども、ここは11月ぐらいにち

ょっとカットはしてもらってたんですけど、

こういう状態が日々あるので、市民の方から

も、せっかくこういうすばらしい自転車道を

造っていただいているので、しっかり管理し

てほしいという御指摘がありまして、私も見

に行ってまいりました。 

  秋のサイクリングシェア期間というのもあ

りまして、見に行ったときに、親子で自転車

で走っておられたり、やっぱりすごく利用さ

れてるんだなというのも感じました。ここ、

大変こういうふうにはなっているんですけど、

北区山田町から西区神出町まで19.3キロの自

転車道となっておりまして、本当にホームペ

ージとかで、ずっと走っている動画を載せて

いる方がいるんです、端から端まで、早送り

なんですけど。それもちょっと見させていた

だいて、本当にすばらしいなというふうに思

いました。特に北区にはＢＥ ＫＯＢＥとか

も設置されていまして、本当に豊かな自然と

伝統文化を感じられる、神戸の里山を走るサ

イクリングロードになっておりますし、西区

では押部谷の川沿いが、春は桜並木ですばら

しいんですけど、またずっと田園風景―― あ

る意味、緑しかないと言えば緑しかないんで

すけど、田園風景が続いておりますし、コウ

ノトリが飛来すると言われてます呉錦堂池も

通るんです。本当に魅力的な景観が広がって

います。市長からも、またしっかりと管理の

状況を進めていくとおっしゃっていただいて

おりましたが、西区の楽しめる自転車道の維

持管理、ぜひ力を入れて取り組んでいただけ

たらと考えます。 

  そこで、再質問をさせていただきたいんで

すけども、この神出山田自転車道の沿道にあ

る、先ほど申し上げた北区にはつくはら湖、

つくはら大橋休憩所に、天然杉でつくられた

ＢＥ ＫＯＢＥのモニュメントが設置されて

おり、サイクリングされる方々が写真スポッ

トとしてすごい喜ばれると、人気があると聞

いております。一方で、西区のエリアは人が

集まるようなスポットが本当になくて、せっ

かく魅力的な景観、自然が広がっているのに

通り過ぎていくっていうだけのような所にな

って、非常に残念に思っております。 

  自転車道の近くには神戸らしい眺望景観10

選に選ばれている雌岡山という山があります。

雌岡山、雄岡山ってあるんですけども、雌岡

山がこの自転車道を通る横にあるんですけど、

標高249メートルで、ちょっといろいろ見て

ましたら、249メートルということで、「に

しく」となるんだそうで、奇跡の山って言わ

れているぐらい、私も初めてそれを聞きまし

て、行ってまいりました。山も登ってまいり

ました。 

  自転車では行ってませんけど、私の足で歩

いて20分ぐらいで上がれます。神戸市が本当

にきっちりと整備されておりますし、眺望は

田園風景と池と、また遠目に淡路島と、ここ

の辺には明石海峡大橋が見えます。本当にす

ばらしい眺望でしたので、ぜひ知っていただ

けたらと思います。 

  この雌岡山なんですけども、私はもうちょ

っと、北区がＢＥ ＫＯＢＥがあって、すご

いすてきなスポットがありますので、何かな

いかと一生懸命考えて、この雌岡山すばらし

いなということで、本当に訪れた方には楽し

んでいただける秘めたスポットではないかと

考えております。ですので、この神出山田自
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転車道の魅力を一層向上させるためにも、立

ち寄りスポットとして、雌岡山に仕掛けをつ

くる検討をしていただけないと考えますが、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神出山田自転車道は、

雑草管理ということで先ほど写真も提示して

いただきましたが、一度リニューアルをやっ

てきれいにさせていただいたんですけど、や

はりそれから10年ぐらいが経過して、今、舗

装の劣化とか、雑草とか、竹が繁茂していま

すので、住本議員のお話もありましたが、雑

草は雑草対策というよりは、雑草管理という

ことでシンポジウムで学びました。これは雑

草の種類を知って、それに対するツールをし

っかり、よく効くツールを用いてやっていく

ということで、これしっかり取り組ませてい

ただきたいと思います。 

  神出山田自転車道の活性化ということで、

ＢＥ ＫＯＢＥモニュメントのほか、六條八

幡宮とか、無動寺とか、国の重要文化財にも

指定されている箱木千年家といった歴史的建

造物や、田園風景に囲まれた豊かな自然景観

など、多くの観光資源が点在している恵まれ

たエリアでもございます。中でも北区の、御

紹介ありましたが、つくはら湖にはＢＥ Ｋ

ＯＢＥのモニュメントもあって、写真スポッ

トとして人気のある場所で認識してございま

す。 

  西区におきましても、春には雄大に咲き誇

る明石川沿いの桜並木や、雄岡山、雌岡山と

いった美しい景観を臨める観光資源もありま

す。また、西区内には多くの農業体験ができ

る場所があり、これらも魅力のある資源の１

つとして活用できると考えております。その

他、兵庫楽農生活センターでは陶芸体験など

のイベントの開催や、旬な農産物を使ったス

イーツの提供など、非常にポテンシャルがあ

るほか、こうべアグリパークの玄関口にある

六甲のめぐみでは、お米、野菜、フルーツな

ど新鮮な神戸の食べ物を楽しんでもらうこと

ができるようになっております。これら観光

資源を有効に活用することは、神出山田自転

車道のみならず、地域の活性化にも非常に重

要であると考えてございます。まずは多くの

市民の方々に、これら観光資源について知っ

ていただくために、さらなる広報活動の強化

について検討していきたいと考えてます。 

  また、加えまして、これら西区の魅力ある

観光資源を、神出山田自転車道を使って周遊

してもらえるような様々な企画も検討して、

神出山田自転車道のさらなる魅力向上につな

げていきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

ＢＥ ＫＯＢＥは無理でしょうか。要望して

おきます。 

  もう１点、道路管理について質問させてい

ただきましたが、道路の安全性や視認性を損

なう大きな原因の１つが、先ほどからずっと

議論されている雑草であると思います。先ほ

ど市長のほうから説明もございましたが、私

も質問に入れておりましたのでさせていただ

きます、よろしくお願いします。 

  令和４年度から若手職員を中心とした雑草

対策プロジェクトチームを立ち上げ、防草対

策と除草対策の両面から、雑草対策技術の検

討や実証実験に取り組み、今年の11月14日に

はシンポジウムを開催され、雑草対策の検討

の進捗を報告されたとお聞きしました。雑草

への効果的な対策が確立されれば、市民の安

全確保はもちろん、市の道路の維持管理コス

トの低減にもつながると期待しています。 

  そこで、この雑草対策プロジェクトチーム

について、現在の取組の進捗と今後の展望に

ついてお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 
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○副市長（小松恵一君） 令和４年度に発足し

ました雑草対策プロジェクトチームでは、防

草・除草の両面から、工法の検討と試行を進

め、これまでに20以上の工法を実証し、防草

シートや防草テープ、雑草抑制植物などで再

繁茂抑制効果を確認したところでございます。 

  令和６年度以降は、交通量の多い幹線道路

で、効果的な工法を用いた試行実施を進めて

いるところでございます。これまで雑草の専

門的な知識を持っている職員がいなかったた

めに、単に道路の構造に合わせて除草と防草

を組み合わせて対策を行ってまいりましたが、

先般の、雑草を正しく知るシンポジウムで、

これらに加えて雑草の種類を知って、雑草対

策のツールを知った上で対策方法を選定する

ことが重要であるということが学べました。

引き続きプロジェクトチームでの検討を継続

しまして、民間企業や有識者との連携を図り

ながら、新技術・新材料を探求し、これまで

に得られた知見を踏まえて、まちの景観維持

と安全性の向上に資する持続可能な雑草対策

を推進していきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私も11月14日のシンポジウム、フォーラム、

すごい興味とか関心がありまして、申込みさ

せていただきました。ですけど、行政調査が

重なりまして参加できず、今日お聞きしまし

たので、またしっかり取り組んでいっていた

だきたいと思います。 

  市長が西区に来てくださったときに、雑草

とか竹林を見られて、これは駄目だっていう

ふうにおっしゃっていただいて、すごい私の

地元だったんですけども、皆さんの前でしっ

かり処理してまいりますとおっしゃっていた

だきまして、本当に地域の方、喜んでおられ

ました。やっぱり市民の本当に困っている問

題であると思います。歩道が歩きづらいとか、

竹林が先ほどみたいに倒れかかって危険であ

るとか、あと風が強いと１本２本倒れている

ときがあります。そういう状況が、安心して

生活できないということにもつながっていき

ますので、本当にしっかり今後もまた研究さ

れるということですので、雑草が簡単になく

なればいいなというふうに私も思いますが、

また研究のほうよろしくお願いいたします。 

  次に、神戸モデル標準服について再質問さ

せていただきます。 

  先ほど改善を、ホームページのほうも改善

をしていただけるという御回答があったんで

すけども、私もずっと何度もホームページを

見ながら、すごい分かりづらいなというふう

に感じております。店舗ごとの商品の一覧と

いうのはあるんですけども、価格の表示は載

っておりませんし、いろんな店舗を中を開け

て見ましたが、やっぱり価格を載せてないと

いう店舗もありますし、神戸モデル標準服に

行き着くまでに、かなり探さないと見つから

ないというホームページもあります。ですの

で、その辺の改善を店舗のほうにお願いして

いただいて、保護者の方がやっぱり選ぶのに

手間がかからないという方向で、進めていた

だきたいと思います。 

  先ほど申し上げたように、教育委員会とし

て品物、置いてあるものの価格の一覧をつく

っていただきたい。それが一番保護者にとっ

ては、すぐーるなどで提示していただければ、

本当にここで買おうというのがすぐ分かりや

すいかと思うんですけども、その辺はいかが

でしょうか。一覧の作成というのは無理でし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 当然、保護者の利便

性を上げていくということでありますので、

今、指摘していただいた方向で呼びかけてい

きたいと思います。それまで、ただ素材であ

りますとか、販売店が、例えば何度ぐらい裾

上げをしますよとか、いろんな企業努力もあ
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ったりして、なかなか統一性ができなかった

ところがありますので、そういうとこも含め

て、分かりやすい表示をしていきたいと、そ

のように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私も地元の小学校の委員会とかに入ってます

ので、学期ごとに委員会に参加させていただ

いておりまして、そのときに保護者からもい

ろいろと、こういうお悩み事をお聞きするん

ですけども、改善していただければ本当にあ

りがたいというふうに思っております。 

  次に、もう１点再質問させていただきます。 

  制服に加えて、保護者の方からは、体操服、

特にジャージですね、中は結構傷みやすいん

ですけども、ジャージはそこそこ長く使える

ということで、ジャージも体操服も経済的な

負担の軽減ということで、標準神戸モデルと

いうんですか――にしてほしいというお声も

ありますが、これに関しての御見解をお伺い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 体操服についてです

が、当然、保護者の経済的負担の軽減という

ことで、私が現役で働いておりましたときに

比べますと、今はもう複数の業者の見積り合

わせ、それからデザインの見直しですね、こ

のようなことがもう進んでおりまして、特に

一番大きく違うのはネーム刺しゅうの廃止と

か、それから運動に必要な機能のないもので

すね、襟とか校章とか、そういうラインなど

を省いていきまして、本当に素材機能を残し

て安いものということで、販売店も工夫して

今取り組んでいるところでございます。 

  ただ、標準化ということになりますと、も

う一方で、自由にしてほしいというような意

見などもありますので、そうなりますと逆に

ブランドの体操服とかジャージとかいうよう

なことがあって、一部そのあたりを懸念され

る保護者の方もおりますので、今、各学校で

本当にいいものを安く工夫はしておりますの

で、一定、その流れを見守りながら、標準化

も、それから自由化も検討していかなくては

いけない状況にあるのかなと思って考えてお

ります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私は子供が４人おりますが、その行ってる頃

は、絶対に学校のマークが入ってないと駄目

とか、靴下も靴も全部、学校のを購入しない

と駄目とか、ちょっと安いポロシャツやと思

ってユニクロで買うと怒られたりとか、いろ

いろありましたが、最近はすごい自由化が進

んでいるとお伺いしておりますので、本当に

体操服も自由でも本当はいいのかなというふ

うにも考えます。 

  ただ、入学のときには、体操服、かばん、

制服と、やはりいろんなものが購入重なりま

すので、少しでも保護者の方の負担軽減、ま

たしていただけたらと思います。 

  もう１点、６月の一般質問において、我が

会派から質問させていただいた際に、リユー

スの促進についてありました。フリーマーケ

ットアプリを活用したリユースシステム構築

の社会実験の開始準備を進めているとの答弁

がありました。９月には運営事業者を決定し、

全市的な仕組みづくりに向けた検討が行われ

ていると認識しております。現在の取組状況

と今後の展開について、御見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 保護者の経済的負担

の軽減やＳＤＧｓの推進の観点から、神戸モ

デル制服にした一番の利点といいますか、リ

ユースを全市的な取組でやっていきたいとい

うことで、今年度、民間企業のノウハウを活
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用したリユースシステムの構築の社会実験の

連携事業を公募しまして、菅公学生服株式会

社によるオンラインフリーマーケットアプリ

を活用して、運用開始に向けて今、準備を進

めております。保護者の皆様には、来年１月

には取引方法等の詳細な情報をお知らせでき

る予定になっております。とにかく先ほど言

いましたように、この着用者数が多いという

神戸モデル標準服のスケールメリットを生か

して、引き続き全市的なリユースの仕組みを

進めていきたいと、そのように思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。 

  もう１点、６月の一般質問では、標準服が

平均3,000円ほど安くなったというふうにお

伺いしました。ただ、私の地元中学校は、従

来の制服のほうがかなり安くなっているとい

うことで、標準服も生地によって、多分5,00

0円ぐらい違うんですけども、ウールが入っ

ているほうで比較すると、やっぱり１万円弱

ぐらい高くなっているので、お母さん方から

は、安くなるというふうに聞いてたと、そう

いうお声も聞いております。 

  先ほど、教育長もおっしゃっていただいた

ように、当初の目的は、保護者の経済的負担

の軽減というふうに掲げておりましたので、

本当にリユースを含めて実現するように、ま

たしっかり取り組んでいただけたらと思いま

すので、要望としておきます。よろしくお願

いいたします。 

  シルバーカレッジについての再質問をさせ

ていただきます。 

  シルバーカレッジは1993年の創立以来、多

くの卒業生を輩出し、社会貢献、地域貢献活

動につなげる拠点として大きな役割を担って

おり、今後も地域の担い手を確保していくた

めには、入学者数の減少への対策が不可欠で

あると考えます。 

  例えば、介護保険料のお知らせを送付する

際に併せて入学パンフレットを同封する、授

業料の割増等を講じた上で市外居住者も対象

に加える、座学中心から就労支援や地域参加

につながる実地講義への転換により育成機能

を強化するなど、多角的な視点で検討すべき

と考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この入学者数減少に

対応するためには、時代の流れとともに多様

化する高齢者の志向やニーズに合わせて、カ

レッジが変化していくことが必要であるとい

うふうに考えてございます。 

  カレッジの在り方につきましては、多くの

方々の御意見を伺いながら、今後の時代に対

応した中身となるよう検討していきたいとい

うふうに考えてございますけれども、御指摘

をいただいた点も含めて、その中で対象者に

効果的に届く広報や募集対象の拡大、講義内

容の見直しについても検討させていただきた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 宮田君。 

○27番（宮田公子君） ありがとうございます。

私自身も周りの方に、よくしあわせの村に、

シルバーカレッジに行っている方がおられま

して、当初はどんなことをしているのかなと

思っていたんですけども、やはり定年後も学

んで、また地域のために貢献したいという方

が多くおられるというふうに思います。 

  最初の質問にもあったように、年齢がいっ

てもお仕事をされている方が多くなっている

のも、実際そのとおりやと思いますので、提

案したように、多くの方がまたチャレンジで

きるように、またよろしくお願いしたいと思

います。 

  使用済み紙おむつ再生利用も前向きに御検

討、また研究をするという御答弁をいただき

ました。やはり、私も親がもうそういう要介

護３ぐらいになっておりまして使用しており
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ますし、これが再生できて、また紙おむつに

戻ると考えると、大変利便性があるなという

ふうにも思いますし、どんどん増えていくと

いう今の時代のあれもありますので、本当に

コストとか、いろんな大変なこともあるかと

思いますが、しっかりとまた研究していただ

いて、他都市は小規模とか、また研究施設が

近いとか、先ほど御答弁ありましたけども、

神戸市ならできるというふうに私も思ってお

ります。また、よろしくお願いいたします。 

  災害備蓄品についても、今既にもういろい

ろと進めていただいているという御答弁を市

長のほうからいただきました。もう本当に、

いつ災害が起こるかというのが分かりません

し、本当にできるだけ早くこういう対策をし

ておくことが、また市民の皆様の災害時への

対策、また命を守っていくということにもつ

ながりますので、どうか力を入れて進めてい

ただきたいと要望して、私からの質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、28番門田まゆみ君。 

  （28番門田まゆみ君登壇）（拍手） 

○28番（門田まゆみ君） 公明党の門田まゆみ

でございます。引き続き一般質問をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

  子宮頸がんワクチンの促進についてお伺い

をいたします。がんを予防できる唯一のワク

チンである子宮頸がんワクチンの接種促進に

ついてです。 

  現在、神戸市では子宮頸がんワクチンの接

種案内は、小学校６年生と高校１年生の２回

だけです。ここでお伺いしたいのは、接種案

内の回数増加と案内すべき対象の年齢、タイ

ミングです。例えば、宮崎市では2024年度に

対象も広げ、年４回の案内を行い、接種率が

70％になったとお聞きをしております。また、

接種案内のタイミングも重要です。中学２年

生の14歳であれば保護者と相談しやすく、進

路や部活で忙しくなる前のタイミングです。

ＨＰＶワクチン接種は、基本３回の接種が必

要ですが、現在使用されている９価ワクチン

は、15歳未満で接種すれば２回で済むという

メリットがあります。つまり、14歳中に接種

を完了することは、接種者の身体的負担、保

護者の負担、市の公費負担を軽減することに

なります。ぜひ、新たに14歳への個別通知を

実施していただき、子宮頸がんワクチンの接

種率向上と市民の健康増進を進めていただき

たいと考えますが、御見解をお伺いいたしま

す。 

  続いて、高齢者の住居確保対策についてお

伺いをいたします。 

  我が会派では、これまで高齢者の住宅確保

対策を繰り返し取り上げてまいりました。最

近の報道でも、高齢者の転居について、３割

が入居を断られた、４割が著しく困難さを感

じたとされ、単身高齢者が増える中で深刻な

状況が続いています。市は、セーフティネッ

ト住宅の登録促進や家賃補助に取り組んでお

りますが、現場では依然として受入先が見つ

からないとの声が多くあります。一方、家主

側には見守りの不安や孤立死のリスク、家賃

滞納の懸念があり、受入れをためらう状況が

残っております。 

  こうした中、令和７年10月開始の居住サポ

ート住宅は、居住支援法人が見守りや相談支

援を担うことで、双方の不安を軽減できる重

要な制度です。市としても大家相談窓口や居

住支援法人すまいるネットと連携し、相談体

制や周知を進めていると伺っております。 

  しかし、制度を円滑に進めるには賃貸住宅

ストックの確保、入居後支援の実効性、他部

局の連携強化が鍵となります。特に市内約10

万戸の空き家は、放置すれば地域課題となる

一方、高齢者の住まいとして有効な資源であ

り、制度と組み合わせることで家主の不安解

消と住まい確保の両立が期待できます。 
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  そこで、建築住宅局と福祉局が連携し、空

き家所有者への働きかけを一層進めるととも

に、居住支援法人等と協働した高齢者向け空

き家活用モデル地区の創設を検討してはいか

がでしょうか。制度定着に向けた今後の方向

性について、御見解をお伺いいたします。 

  訪問介護におけるハラスメント対策につい

てお伺いをいたします。 

  高齢化の進行に伴い、訪問看護・訪問介護

のニーズは年々増加し、人材確保は極めて重

要な課題となっております。本市はコウベｄ

ｅカイゴをはじめ、処遇改善や事業所支援に

取り組まれております。しかし、一方で介護

現場におけるハラスメントは依然として深刻

です。 

  介護労働安定センターの調査では、過去３

年間にハラスメントを把握した事業所は約４

割に上り、暴言や不適切な要求、身体的被害

など、多くの職員がストレスや不安を抱えな

がら働いている実態があります。これは離職

にも直結し、強い危機感を持つ必要がありま

す。 

  本市では２人訪問を可能とする支援制度を

創設されましたが、人材不足により有資格者

２名を確保できず、制度があっても利用でき

ないという声が寄せられております。今年度

から防犯ブザーや緊急通報システムを導入す

る初期費用の補助を新たに設けられ、選択肢

が拡大したことは評価いたします。しかし、

問題は制度の整備とは別に、現場では職員自

身の心理的ハードルが存在するということで

す。自分が我慢すればいい、防犯ブザーを押

すのをためらうといった声もあり、危険を抱

え込む構造が生まれています。現場が本当に

求めているのは機器ではなく、逃げ道を確保

してくれる、必要なときに声かけをしてくれ

るもう１人の存在です。 

  そして、この同行者は必ずしも介護資格者

である必要はありません。介助行為ではなく、

安全確保を目的としたセーフティーパートナ

ーとして、資格を問わないスタッフの同行は

現実的で効果的な対策となり得ます。有資格

者２名を前提とした仕組みだけでは、人材不

足の中、現場を守り切ることはできません。

今後は資格の有無を問わず、同行できるスタ

ッフの配置を可能とする仕組みなど、より踏

み込んだ支援が必要と考えますが、御見解を

お伺いいたします。 

  続いて、暫定ケアプランについてお伺いい

たします。 

  訪問医療・介護の現場から、本当にこれで

よかったのかと自分を責めてしまう声が聞か

れています。御承知のとおり、暫定ケアプラ

ンは、認定が間に合わない緊急時に、必要な

介護サービスを途切れさせないための非常に

重要な仕組みです。しかし、実際には制度を

使うことにためらいが生じているのも現状で

す。 

  具体的には、暫定ケアプランでサービスを

提供したものの、後日の認定で介護度が想定

より低く判定された場合、利用者に費用負担

が生じてしまうケースがあります。そのため、

ケアマネジャーがちゅうちょし、本来必要な

介護が十分に提供されないことがあると伺い

ました。本来、制度は現場の不安を取り除き、

必要な支援をためらうことなく提供するため

にあるべきものです。したがって、暫定ケア

プランの適用について、どのような状況で活

用すべきか、後日の認定との関係でどの程度

まで妥当と言えるのか、現場が判断しやすい

一定の目安や考え方を行政として示すべきで

あり、利用者や事業者にリスクを負わせない

仕組みづくりが必要であると考えます。本市

の御見解をお伺いいたします。 

  続いて、子供の放課後の居場所づくりにつ

いてお伺いいたします。 

  本市では、これまで小学生が放課後を安心

して過ごせるよう、学童保育の拡充をはじめ、

学校や地域施設を利用した取組を進めてこら

れました。希望者全員を受け入れる方針を維
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持しつつ、のびのびひろばや子ども食堂など、

保護者が在宅する家庭の子供も利用できる居

場所づくりが、ほぼ全小学校区で整備されて

おり、一定の充実が図られてきたことは評価

をいたします。 

  一方で、これからの放課後の在り方をどの

ように設計していくのか、大きな課題となっ

ています。学童保育の登録児童数は、しばら

く増加が続くものの、将来的にはピークアウ

トが見込まれます。また、のびのびひろば等

は地域のボランティアに支えられていますが、

共働き世帯の増加や高齢化、定年延長などに

より、既に担い手確保が難しくなっている地

域もあり、今後、さらに厳しくなる可能性が

あります。当面は学童の受入れ拡大への対応

が必要ですが、数年後には状況が変化するこ

とも見据えるべきです。全ての子供と家庭を

支えるという視点から、現行計画後を見据え

て中期的に放課後の総合的な姿を研究・検討

していくことが重要と考えますが、お考えを

お伺いいたします。 

  続いて、マンションの適正管理についてお

伺いをいたします。 

  本市では、人口の約３割がマンションに居

住しており、重要な住宅ストックとなってお

ります。しかし、建物の老朽化や居住者の高

齢化、管理組合の担い手不足など、管理不全

のリスクは年々高まっております。管理不全

マンションが増加すれば、地域の住環境や防

災面にも影響が及び、行政だけでは十分に対

応できないと指摘もされています。 

  こうした状況を踏まえ、国では管理計画認

定制度などが進められ、本市でもこれまで任

意だったマンション管理状況の届出が条例に

より義務化されました。管理の実態を把握し、

課題のあるマンションに早期に働きかけでき

る点で大きな前進と評価しております。しか

し、制度の実効性を高めるためには、来年７

月までの周知期間をどう生かすかが重要です。 

  管理組合の役員の多くはボランティアであ

り、専門性の高い業務を担っていることから、

制度の趣旨をしっかり理解していただくこと

が不可欠です。特に中小規模で管理会社を利

用していないマンションでは、届出が負担と

なることも想定されます。そのため、市とし

ては分かりやすい説明資料やモデルケースの

提示、説明会の開催など、丁寧な意識醸成が

求められます。また、届出書類の作成支援や

オンライン提出の簡便化など、事務負担を軽

減する仕組みづくりも必要です。 

  そこで、届出義務化の実効性を確保するた

め、周知期間にどれだけ制度の趣旨を浸透さ

せ、管理関係者の理解と協力を得ていくのか。

また、事務負担軽減策についてどのように検

討を進めていくのか、御見解をお伺いいたし

ます。 

  続いて、優秀な人材確保についてお伺いを

いたします。 

  神戸市が持続可能な都市として発展してい

くためには、様々な政策課題に対し、スピー

ド感を持って対応していくことが求められる

と考えています。そのためには行政運営の根

幹を担う優秀な人材の確保が極めて重要です

が、近年、生産年齢人口が減少する中におい

て、優秀な人材の確保はますます困難な時代

に突入し、加えて物価高騰が続く一方で、実

質賃金の伸び悩みが見られる中、本市の採用

試験の倍率も低下傾向にあると認識をしてお

ります。 

  そこで、本市における直近３年間の採用試

験の実施状況についてお伺いをしたところ、

令和４年は大学卒業者で11.5倍に対して、令

和６年は9.2倍、経験者は令和４年12.3倍に

対して、令和６年は7.9倍でした。あわせて

直近３か年における離職状況をお伺いしたと

ころ、依願退職数は令和４年度91名のうち、

40歳未満が48名、令和６年度は113名のうち4

0歳未満が59名でした。この３年間では離職

者のうち、実に５割前後が40歳未満という結

果でありました。職員の退職理由までは分か
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りませんが、民間の給与や福利厚生の充実が、

公務員と比べて魅力的なのかもしれません。 

  市政を担う人材の質が低下すれば、行政サ

ービスの質にも影響を及ぼしかねません。今

後、変化の激しい社会情勢の中で、神戸市が

持続可能な都市として成長を続けるため、市

として今後どのような方針、戦略で優秀な人

材確保に取り組んでいくのか、御見解をお伺

いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 門田議員の御質問のう

ち、私からは、まず子供たちの放課後の居場

所づくりにつきまして、お答えを申し上げま

す。 

  本市では、神戸っ子すこやかプラン2029に

基づきまして、学童保育の実施場所の確保や

放課後の居場所づくりに計画的に取り組んで

おります。本市の学童保育は、必要とする全

ての児童を受け入れるという方針の下に実施

をしておりまして、この10年間で利用児童は

約２倍となり、新たに55施設の増設を行って

きました。全児童を対象とした放課後の居場

所づくりとして、神戸っ子のびのびひろば10

0校や、本のひろばは今年度から10校で実施

予定となっておりまして、地域団体による子

供の居場所づくり事業にも取り組んでおりま

す。さらに教育委員会では、運動場の放課後

利用78校や、放課後運動遊び事業、今年度で

83校を実施するなど、多様な取組が進められ

ております。 

  学童保育ニーズは今後５年間は大幅に増加

すると見込んでおりますが、将来的にはピー

クアウトを迎えると思われます。ただ、この

時期は見通せておらず、さらなる実施場所の

確保や保育の質の向上が課題であると考えて

おります。 

  今後、学校施設のさらなる活用を図るとと

もに、学童保育も含めた全ての児童が、多様

な居場所で放課後を安全・安心に過ごし、読

書や外遊びなど様々な体験活動を自由に選択

できる機会を増やすことができるよう、取り

組んでいくことが必要であると考えておりま

す。こうした方針の下に、具体的な進め方に

つきましては、今から現行計画後も見据え、

子供の視点に立って研究・検討を行っていき

たいと存じます。 

  次に、マンションの適正管理につきまして

お答えを申し上げます。 

  管理状況の届出を義務化する条例の制定に

当たりまして、９月11日の条例公布以降、市

のホームページ、マンションの管理組合や所

有者の相談窓口であるすまいるネットの窓口

やホームページ、マンションの管理業協会な

どの関連団体に対し周知を図ってきました。 

現在、具体的な届出項目などを規定する条

例施行規則案のパブリックコメントを実施し

ております。規則の制定は来年の３月上旬を

予定しておりますが、今後、届出制度の目的、

具体的な届出の作成方法、届出方法、問合せ

先などにつきまして、全管理組合へのダイレ

クトメール、広報紙、市ホームページ、すま

いるネットの窓口、マンション関連のセミナ

ーなど、あらゆる機会を捉えて本格的に周知

を図っていきたいと存じます。 

  また、任意制度であります現在も、オンラ

インによる届出に対応しておりますが、義務

化を契機といたしまして、記入例やマニュア

ルが確認しやすくなるなど、申請システムの

改善を進め、届出をされる方の負担軽減を図

っていきたいと存じます。 

  最後に、優秀な人材の確保につきましては、

行財政局が用意をしてくれた答弁資料では、

全国を上回る倍率が維持できているという資

料が、今、手元にあるわけですが、門田議員

からは、下がってきているので、もう少し問

題意識を持って対応すべきだという御指摘を

いただきました。 

  技術系の倍率につきましては相対的に低く

なっておりまして、やはり神戸市として、し
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っかりとこの人材確保に、今以上に、御指摘

を踏まえながら取り組んでいく必要があると

いうふうに考えております。 

  これまでの取組といたしましては、近年の

転職によるスキルアップ志向、社会貢献への

意識の高まり、民間企業における採用トレン

ドの変化といった社会情勢の変化に対応する

ために、新卒と経験者の割合を１対１として、

経験者採用を拡大する。さらに、民間企業で

マネジメント経験を有する優秀な人材を確保

するという観点から、これまで行ってこなか

った係長の採用選考も行うという取組を行っ

てきました。今年度からは技術系職員の確保

のために、大学３年生などが受験可能な、大

学卒チャレンジ枠も設けました。様々な取組

を行っておりますが、やはり大事なことは、

神戸市役所で働けば、自分自身を成長させる

ことができる。成長環境が神戸市役所の中に

はあるということを、まずつくり上げるとい

うこと。それから、そのことをできるだけ多

くの学生の皆さん、あるいは特に神戸出身で

東京などで活躍をしている皆さんに伝えると、

こういう努力をしっかりと行っていくという

ことが必要だというふうに考えております。 

  私自身、東京で社会人採用、経験者採用の

説明会に出まして、いろんな質問をもらいま

したけれども、やはり相当神戸市役所で働く

ということに対する熱意を直接感じることが

できました。こういう努力を、御指摘を踏ま

えながらしっかりと進めていきたいと存じま

す。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから３点、

御答弁を申し上げます。 

  まず、最初にＨＰＶワクチン接種について

御答弁を申し上げます。 

  現在、本市では定期接種開始となります小

学校６年生と、最終年度となります高校１年

生相当の女子へ、２回個別に案内を送付させ

ていただいているところでございます。令和

７年度からは、小学校６年生を対象として送

付するジフテリア破傷風混合ワクチンの接種

勧奨はがきに、ＨＰＶワクチンに関する情報

を追加し、個別勧奨の機会を増やさせていた

だいたところでございます。 

  今、先生のほうから御指摘をいただきまし

たように、ＨＰＶワクチンのうち９価ワクチ

ンは、15歳未満で接種を開始すれば２回の接

種で完了することができるため、本人の身体

的負担や保護者が病院に連れていく負担の軽

減に加えて、市の財政負担の軽減にもつなが

るものというふうに考えているところでござ

います。 

  また、厚生労働省は子宮頸がんの原因とな

るヒトパピローマウイルスに感染する前の中

学１年生での接種を推奨しているところでご

ざいます。御指摘をいただいた点、そしてま

た推奨されている接種年齢を踏まえまして、

今後は中学校１年生にも個別勧奨を行います

とともに、15歳未満で接種を開始すれば、２

回で完了できることについても周知し、早期

接種のメリットを保護者や本人に分かりやす

く伝えていきたいと考えているところでござ

います。 

  ２点目は、訪問看護・介護のハラスメント

対策についてでございます。 

  介護現場で働く職員の安全を確保し、安心

して働き続けられる労働環境を整備すること

は、介護人材の確保定着と利用者へのよりよ

いサービスの提供の両面から重要な課題であ

ると考えているところでございます。複数名

で訪問することは、ハラスメント防止に有効

でありますけれども、介護報酬上の複数名訪

問加算は、利用者家族の同意が算定要件とな

っておりまして、活用することが困難な状況

となっているところでございます。 

  訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防
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止対策事業——いわゆる２人訪問補助は、利

用者等から同意が得られない場合に、加算相

当額の一部を補助する制度として、兵庫県と

の協調により平成30年１月から開始をしたも

のでございますが、専門職による複数名訪問

を要件としていることから、現場からは人材

不足の中で要件を満たす専門職の確保は困難

であるという声をいただいているところでご

ざいます。 

  本市といたしましては専門職の人材確保が

難しい中、ハラスメントの対応に応じて専門

職以外の同行も可能とすることで、本事業の

利用が促進されると考えておりまして、令和

７年度兵庫県予算に対する提案・要望におい

て、制度の改善に向けて要望し、兵庫県と協

議を行ってきたところでございます。兵庫県

は、本年８月に県内の訪問介護事業所等を対

象としたアンケート調査を実施いたしました。

その結果、２人訪問を検討したものの、実施

できなかった事業所の半数以上が、人員不足

等によるものと回答しているところでござい

ます。現行の専門職要件の緩和が利用促進に

有効であるということは、現在では県とも認

識を共有しておりまして、現在、県において

介護現場の意見等を踏まえ、要件緩和に向け

た検討を進めている状況であるというふうに

聞いているところでございます。 

  今後も現場の声をよく聞きながら、２人訪

問補助を含む介護現場におけるハラスメント

防止対策をさらに充実し、介護人材の確保・

定着に向けて取り組んでまいりたいと考えて

ございます。 

  ３点目は、暫定ケアプランについてでござ

います。 

  暫定ケアプランとは、例えばがん末期等で

在宅療養中に状況が悪化した場合など、要介

護認定の結果が出るまでの間に、早急に、利

用しているサービスの増量や、サービス開始

が必要な場合に作成される一時的なケアプラ

ンのことでございます。暫定ケアプランは、

心身状況や支援の必要性から、介護量や必要

な介護サービスを把握し、見込みの介護度に

基づいて作成されるものでございます。介護

保険では、要介護度等に応じて１か月当たり

のサービスの利用上限額が設けられていると

ころでございます。暫定的ケアプランで見込

んだ介護度と認定結果が異なった場合には、

利用したサービスの費用が自己負担となる可

能性がありますために、事前に利用者や御家

族に説明することが重要になると考えてござ

います。利用者や御家族の意向を確認した結

果、認定結果が出るまでの間は自己負担が発

生しないよう、必要最小限のサービスを利用

する判断に至る場合もあるところでございま

す。 

  この介護度は、認定調査の結果と主治医の

意見書を基に、年齢や病気の重さに関係なく、

必要な介護の量を介護認定審査会におきまし

て総合的に判断、決定しているところでござ

います。そのため、暫定ケアプランを作成す

る段階におきまして、病状のみで介護度の目

安となる基準をお示しすることは難しいとい

うふうに考えておりまして、御理解を賜りた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、高齢者の

住宅確保について答弁をさせていただきます。 

  高齢化が進む中、高齢者の住み替え支援は

重要であると考えており、住まいの総合相談

窓口——すまいるネットに相談窓口を設けて

いるほか、居住支援法人や協力不動産会社と

連携し、住み替え支援に取り組んでいるとこ

ろでございます。また、高齢者等の住宅確保

要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅であるセ

ーフティネット住宅の登録促進に取り組み、

現在の登録数は約500棟、約5,000戸となって

いる状況でございます。 

  居住サポート住宅は、令和６年の住宅セー

フティネット法の改正により創設され、居住
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支援法人等が入居中のサポートを行うことで、

高齢者等が安心して暮らせるだけでなく、死

亡事故等のリスクが軽減されることで、大家

が安心して貸すことができるようになるなど

のメリットが挙げられます。 

  これまで令和６年９月に居住サポート住宅

の制度の概要、令和７年６月に制度の詳細や

具体的な認定基準等が国から示されたことか

ら、本市において居住支援法人や大家向けセ

ミナーの機会を捉え、情報提供を行っている

ところでございます。 

  居住サポート住宅の認定につきましては、

令和７年10月に開始されたところであり、７

年11月末現在で全国で11件・41戸が認定され

ておりますが、本市においてはまだ認定実績

がない状況でございます。神戸市としまして

も、居住サポート住宅の認定促進を図りたい

と考えており、居住支援法人や大家の意向確

認を進め、居住サポート住宅に関する理解を

深めていただくために、まずは認定第１号と

なるモデルケースをつくって、認定件数を増

やしていきたいと考えているところでござい

ます。今後は、賃貸住宅の空き室を抱える大

家等に対し、セーフティネット住宅に加えて、

居住サポート住宅の案内をするなど、積極的

に働きかけていきたいと考えてございます。 

  議員から、高齢者向け空き家活用モデル地

区との御提案をいただきましたが、居住サポ

ート住宅は、主に耐震性の面から、共同住宅

を対象に認定が進むと考えており、まずはこ

れらの認定件数を増やすことに注力し、戸建

て住宅等を含めた空き家の活用については、

今後の状況や他都市の状況も注視し、研究し

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。まず、ＨＰＶワクチンですけれども、13

歳で個別の通知をしていただけるということ

で、本当にそれは感謝いたします。ありがと

うございます。本当に大切なのは３回打たな

ければいけないところを２回で済むというこ

とを、しっかりと言っていくこと。また、ワ

クチン接種でがんが防げるんだということも、

しっかりと知っていただくことが大事かなと

思います。私の娘も打ったんですけれども、

かなり痛いそうなので、それが３回が２回に

なれば、本当に子供たちの負担軽減にもなる

かなと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

  そして、女性だけでなく男性のＨＰＶワク

チン接種の公費助成についてお伺いをしたい

と思います。 

  ＨＰＶワクチンは子宮頸がん予防のイメー

ジが強い一方、咽頭がんや肛門がん、陰茎が

んなど、男性の発症にも関わることが明らか

になっております。しかし、日本では女性の

定期接種に比べ、男性への公費助成はまだほ

とんど進んでおらず、接種は任意で全額自己

負担のため、経済的理由から接種を断念する

ケースも見られます。将来のがん予防、感染

拡大防止の観点からも、男性への公費助成の

検討は喫緊の課題です。本市として男性接種

の必要性をどのように認識していらっしゃる

のか、お伺いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この男性へのＨＰＶ

ワクチンでございますが、肛門がん―― これ

は希少がんでございます、そして尖圭コンジ

ローマ―― 性感染症でございますけれども、

その２つの予防に効果があるとされまして、

４価ワクチンに加え、９価ワクチンが今年の

８月に薬事承認をされたところでございます。

定期接種化に向けましては、今年の７月の国

の厚生科学審議会において、薬事承認されて

いる範囲で議論する方向が示されまして、９

月より費用対効果についての議論が開始され

たところでございます。 

  男性へのＨＰＶワクチンにつきましては、
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がんや性感染症の予防の観点から有効性が一

定示されていると認識をしているところでご

ざいますが、国において定期接種化に向けて

費用対効果についての議論が開始されたとこ

ろでもございまして、本市といたしましては

国の議論、動向に注視をしてまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。その男性への費用対効果ということもあ

りますし、また男性の場合はそこまで、女性

の子宮頸がんのように命に及ぶとか、例えば

子宮がなくなってしまって、今後の出生率に

も影響を及ぼすという点から見ると、まだま

だ男性の費用対効果は低いという、多分判断

なんだろうなというふうには思うんですけれ

ども、やはり男性ががんにかかるということ

は、その間、いろんな治療をしないといけな

いわけでありますので、そういったときの仕

事をセーブしないといけないとか、そういっ

た経済的な損失というのも考えていただきた

いなと思いますし、また、それが転移をした

場合、命に及ぶことは少ないかもしれません

けれども、命にも及ぶことがあるということ

も、併せて訴えさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、高齢者の住居確保についてで

すけれども、るる御説明がありまして、認定

住宅を増やしていきたいという前向きな御答

弁をいただきました、ありがとうございます。

兵庫県では西宮市に１戸しかないということ

で、大家さんに対してもそうですし、まだま

だこれからなのかなというふうには思います。

ただ、すまいるネットに寄せられる高齢者の

住み替えの相談は、年々増加をしておりまし

て、令和６年度には全相談の１割に達してい

ると聞いております。老朽化に伴う立ち退き

や、持家の処分、買物や通院といった生活利

便性の確保など、その事情は実に多様です。 

  こうした中、近年は見守りや交流を確保し

つつ、家賃負担を抑えて暮らせる高齢者のシ

ェアハウスという選択肢も注目されていると

ころであります。空き家活用とも親和性が高

く、安心と自立の両立を図る住まいの形とし

て、本市でも検討する価値があると考えます。

まずは高齢者がどのような住まいを望み、ど

こに課題を抱えているのか、丁寧にニーズを

把握し、それに応じた対策を講じる必要があ

ると考えますが、御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 本市では、セーフテ

ィネット住宅や居住サポート住宅の登録・認

定促進に加えまして、行政や不動産団体等で

構成する神戸市居住支援協議会を設置してい

るところでございます。協議会では、高齢者

の居住支援の取組として、すまいるネットに

おける高齢者の住み替え相談への対応、住ま

い探しでお困りの高齢者を支援する協力不動

産会社と連携した支援、空き室対策として高

齢者を受け入れる際のヒントや不安解消策を

紹介する大家さん向けのセミナーの開催など

を行っているところでございます。 

  高齢者の住み替えに関する相談の多くは家

賃に関する相談であり、また単身高齢者が今

後増加することから、家賃負担が抑えられ、

コミュニティー形成につながるシェアハウス

は一定の需要があると思われます。 

  一方、他都市の事例視察や施設管理者への

ヒアリングを実施したところ、思うように入

居者が集まらない、住民同士のトラブルなど

の課題もあるといった声も聞いてございます。

今後も高齢者シェアハウスなど、新しい住ま

い方について注目しながら、窓口における相

談内容の分析や他都市の事例の収集などを通

じて、高齢者が抱える課題やニーズについて

しっかりと把握し、より一層、高齢者の入居

受入れが円滑に進むように取り組んでまいり

たいと考えてございます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。おっしゃるとおり、高齢者がシェアハウ

スをするとなると、いろんな問題があると思

います。中では体力ですとか、判断力ですと

か、あるいは生活能力に大きな個人差があり

ますし、また対等の関係を保つこと自体も難

しくなっていくかなと思います。善意で始ま

った支え合いも、負担が重くなれば疲れとか

我慢とかが生まれて、やがて関係が壊れてし

まうという、シェアハウスのマイナス点もあ

るかなと思うんですけれども、みんなと仲よ

くという理想だけでは、人生の後半に直面す

る課題の解決はできないと思います。だから

こそ、高齢者が安心して暮らせる社会をつく

る、これは後にも質問させていただきます子

供の放課後の居場所づくりにも言えることな

んですけれども、思いやりといいますか、そ

の善意を無理に制度化するのではなくて、思

いやりが潰れずに続く仕組みこそ、今の私た

ちに求められている本質的な発想だと思いま

す。制度に人を合わせるのではなくて、人に

制度を合わせていくという視点を持っていた

だきたいと要望させていただきます。 

  また、近畿大学の東大阪のキャンパスのそ

ばに、大学生とのシェアハウスというのもあ

るというふうにお聞きをしております。この

大学生とのシェアハウスというのは、その方

が個人で持っていらっしゃるそのおうちに、

近くの大学の学生さんが一緒に住んで、キッ

チンですとか、そういったところをルールを

決めながら、シェアハウスをしていくという

取組もされているというふうにもお聞きして

おりますので、あらゆる点で検討をしていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、ハラスメント対策に対して御

要望させていただきます。そのハラスメント

対策、本当にいろいろと考えていただいてい

る、県に要望して、認識も同じように持って

いるということで、ありがたいなと思います

けれども、本当により一層強く県に働きかけ

ていただきますとともに、進まないとなれば、

これ本当に深刻な問題ですので、市が現場の

ニーズに応えて、一歩踏み込んだ支援をする

ことも考えていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

  続いて、暫定ケアプランについて再質問を

させていただきます。 

  特に終末期や急速な状態悪化が見込まれる

場合には、一定の介護認定を早期に行ってほ

しいとの声もあります。認定は国基準に基づ

くため、市独自の判断ができないことは理解

をしておりますけれども、緊急案件として認

定調査や審査会を通常より早めに実施するな

ど、市民に寄り添った柔軟な対応を積極的に

行うべきと考えますが、御見解をお伺いいた

します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 亡くなられるまでの

間に認定調査が完了していない場合は、審査

判定に必要な資料がそろわないため、介護度

が判定されず、介護給付の対象外となるわけ

でございます。そのため、終末期で早期の介

護認定を必要とする場合には、緊急案件とし

て取り扱い、速やかに認定調査を実施し、介

護認定調査会についても優先して審査を行っ

ているところでございます。 

  令和６年度実績では申請から調査まで平均

18.6日かかるところ、緊急案件では平均1.6

日で対応しておりまして、緊急案件の認定調

査は17日ほど早い期間で対応しているところ

でございます。また、本市におきましては、

新規申請後、認定調査前に亡くなられたため

認定に至らず、介護給付の対象外となったが

ん末期の患者の方に対しまして、訪問介護等

の在宅サービスの利用について、費用負担の

一部を助成する市独自の制度も設けていると
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ころでございます。引き続き、認定調査の早

期実施などを通じて、自宅で最期を迎えたい

方や家族が、安心して必要な介護サービスを

御利用いただけるよう努めてまいりたいと考

えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。本当に今お聞きをしましたら18.6日のと

ころを1.6日で対応していただいているとい

うこと、本当にありがたいと思います。ただ、

現場を一番見ているのはケアマネジャーさん

でありますし、そのケアマネジャーさんが下

した判定ですので、そこは後でひっくり返る

ことのないようなといいますか、そこは極端

な例は別として、認定のとおりにしてあげて

いただきたいなというふうにも思います。 

  今、コロナ禍からＺｏｏｍで会議もできる

ようになったので、これだけの早さになって

きているのかなとも思いますけれども、でき

るだけ現場の方のもやもやとした気持ちが軽

くなるよう、引き続き、より早くなるように

お願いをしたいと思います。 

  続きまして、子供の放課後の居場所づくり

についてお伺いをいたします。 

  本市では、共働き世帯の要望に応え、令和

６年度から夏休み期間だけの学童保育を開始

し、令和７年度には対象施設は20施設から54

施設へと拡充していただきました。登録児童

数も増加し、一定のニーズが明らかになった

一方で、運営者からは校区外児童の受入れに

よる不安や、夏休み期間だけの人員確保の難

しさなど課題があったとお聞きをしておりま

す。事業を継続・拡充するに当たり、例えば

夏休みの短期雇用スタッフ確保の支援制度と

して、大学生や教育・保育分野志望者を対象

に、短期バイトとしてマッチングする仕組み

を市が構築してはどうかと考えますが、御見

解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、お話をいただき

ましたように、令和７年度は学校施設の利用

を積極的に進めるとともに、指定管理料の加

算を拡充するなどによりまして、受入れ施設

が54施設と増加をしたところでございます。 

また、６年度の実施結果を踏まえまして、

校区外の受入れにつきましては、事前に学校、

保護者から丁寧に子供の様子を伺うなど、受

入れ準備の仕組みを整えさせていただいてい

るところでございます。 

  夏休み期間の人材確保につきましては、各

施設がシフトを工夫したり、施設職員のつな

がりや、過去に学童保育を利用していた大学

生への声かけを通じて短期雇用を行うなど、

対応をされているところでございます。本市

といたしましても、人材確保に向け、学童保

育就労希望者をウェブ等で登録できる制度を

設けておりまして、夏休み前の広報紙６月号

の掲載等によりまして広報し、令和７年度の

登録者は155名で、このうち36名が採用につ

ながっているところでございます。また、市

内大学を訪問して、学生向けに児童館、学童

保育の事業案内や登録制度の紹介などを行っ

ておりまして、登録者の約２割を学生が占め

ているという状況でございます。 

  引き続き市内大学への働きかけを行います

とともに、大学の学生支援課を通じた学生向

けのメール配信や、説明会の開催などを行い

たいと考えてございます。そして、福祉人材

の求人紹介サービス事業者との連携等も進め

るなど、各施設の人材確保が円滑に進むよう、

これからも取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。今、夏休みだと大学生、比較的夏休みが

長いということで、大学生に来ていただいた

らいいんじゃないかなと思って提案をさせて
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いただいたところですけれども、実に155名

の応募で36名が採用されているということで、

しっかりと学生の皆さんにとってもいい経験

になると思いますので、精力的に引き続き人

員の確保をお願いしたいと思います。 

  また、夏休み期間に限った学童保育の継続

に加えて、これまで取り組んできた学童保育

全体をより充実させていく視点も大切だと考

えております。現在、144か所で昼食の提供

が行われておりますが、夏休み期間以外であ

っても、子供たちがふだんと同じように安心

して過ごし、同水準のサービスを受けられる

ことが望まれます。そのためにも必要な体制

をしっかりと整えていくことが重要と考えま

すが、本市の御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 学童保育利用に関す

る保護者向けのアンケートでは、長期休業中

の昼食提供の希望が多くありまして、夏休み

期間中の昼食提供施設の拡大に取り組んでき

たところでございます。保護者と事業者が直

接注文・決済ができるシステムを導入する昼

食提供事業者を各施設に紹介をいたしまして、

令和７年度の実施施設数は144施設まで拡大

をしているところでございます。 

  この利用実績を見てみますと、弁当持参と

昼食提供サービスを組み合わせて利用する家

庭が多いという状況でございまして、週１日

か２日利用する家庭が全体の約６割という状

況になってございます。１日当たりの利用率

は学童保育登録者数に対して約１割、正確に

申し上げますと7.4％というような、比較的

かなり少ない数字となっておりまして、事業

者視点では、かなり厳しい状況となっている

ところでございます。一方で、利用者からは、

時間、家事負担の軽減につながったという声

が多く好評であったところでございます。 

  夏休み以外の実施に関しましては、今回、

昼食提供を行った事業者からは、夏休みと比

較すると提供期間が短い上に、利用児童数も

少なくなるため、実施体制の確保を含め、現

時点で実施は難しいといった御意見もお聞き

をしているところでございます。 

  まずは夏休み期間中の昼食提供サービスが

利用できる施設を拡大できるよう、事業者の

開拓や利用促進に向けた保護者への情報提供

などに取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。今までに比べますと、学童保育が非常に

充実してきたなというふうにも思うんです。

いずれピークアウト、いつになるか分かりま

せんけれどもピークアウトをして、居場所と

いいますか、過密化が解消されて余裕ができ

た場合には、行く行くはですけれども、保護

者が御家庭にいらっしゃる子供さんたちも受

け入れていただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  というのは、夏休みの間、児童館に行くと、

おうちにお母さんとか、お父さんとかいらっ

しゃる子供さんが児童館に行きますと、学童

の子でいっぱいで、なかなか学童は学童でプ

ログラムをやっておりますので、その中で全

然別に過ごすということが非常に難しくて、

寂しい思いをしているという声も一部聞かれ

ますので、行く行くはそういったことも踏ま

えて考えていただきたいなというふうに思い

ます。 

  マンションの適正管理についてお伺いをい

たします。 

  管理状況の届出制度の実効性を高めていく

ためには、一定の基準を満たす管理計画を有

するマンションを神戸市が認定するマンショ

ン管理計画認定制度についても、併せて周知

を進めることが重要と考えます。それにはマ

ンション管理会社が積極的に関わるインセン

ティブを付与することが有効ではないかと考
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えます。この認定制度によって、管理組合の

自主的な取組を促し、認定を受けたマンショ

ンは市場で高く評価されるなどのメリットが

期待されますが、例えば認定を取得したマン

ションについて、市が公表する認定一覧に、

マンション名だけではなく、管理会社名も併

記することで、管理会社の取組が評価される

仕組みを設けることも検討していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 管理計画認定制度に

つきましては、マンション管理適正化法に基

づき、一定の管理・修繕に関する基準を満た

したマンションを地方自治体が認定する制度

として、令和４年４月に開始されており、令

和７年11月末時点で全国で約3,000件、本市

では92件の認定実績がございます。また、令

和７年５月に公布されました改正マンション

関係法におきましても、管理計画認定制度の

拡充が図られることとなり、今後、神戸市と

しましても、管理計画認定の取得促進を、こ

れまで以上に図っていきたいと考えてござい

ます。 

  管理計画認定を取得したマンションの公開

につきましては、現在も申請者の意思に基づ

き、マンション管理適正化法に基づく指定法

人である公益財団法人マンション管理センタ

ーのホームページにおいて、認定マンション

の情報が公開されており、本市のホームペー

ジにおきましても、認定マンションの認定日、

マンションの名称、所在地等を公開している

ところでございます。認定取得の促進に当た

りましては、管理会社への働きかけは有効で

あると考えており、議員御提案の認定を取得

したマンションの管理会社名の公開について

は、管理会社にとってもメリットがあると考

えられるため、前向きに検討してまいりたい

と考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続いて、優秀な人材確保についての再質問

です。 

  自治体職員には一般的に副業が制限されて

おりますが、神戸市は地域貢献活動への従事

が可能となるなど、他都市に比べて柔軟な制

度運用を行っている点は評価すべきものと考

えております。今後、神戸市で働く魅力を高

め、優秀な人材を確保、そして育成していく

ためには、さらに副業の自由度を高めていく

ことが必要ではないでしょうか。例えば、神

戸市がこれまでに培ってきた先進的な取組や

ノウハウを生かし、経験豊富な職員が他都市

の業務に対してコンサルティングを行うなど、

他都市支援の形で副業を認めることも可能で

はないかと考えます。 

  このような取組は神戸市職員のさらなるス

キルアップにつながるだけではなく、圏域全

体の発展、さらには日本全体の行政力向上に

も寄与するものであり、結果として神戸市の

発展にもつながると考えます。市として今後、

副業制度のさらなる柔軟化を通じ、職員の成

長を促し、都市の魅力向上と人材確保につな

げていくべきと考えますが、御見解をお伺い

いたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 職員が報酬を得て副

業を行うためには、地方公務員法に基づき任

命権者の許可を受ける必要があるわけでござ

います。本市では、職員が職務で培った知識、

経験などを生かして、市民の立場で地域にお

ける課題解決に積極的に取り組めるよう、そ

の活動への参加を後押しすることを目的に、

副業の類型の１つとして、平成29年度に全国

に先駆けて地域貢献応援制度の運用を開始し

ているところでございます。 

  また、令和７年３月には、副業の対象を拡
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大をいたしまして、職員のスキルアップと市

内の人材不足への職員の能力の活用を目的に、

地域貢献活動に限らず、雇用契約に基づいて

農業や社会福祉事業に従事する場合も、副業

可能としておりまして、柔軟な副業制度の運

用を行っているところでございます。 

  令和７年６月、総務省から地方公務員の副

業に関する通知が発出されまして、個人事業

として職員のスキルを踏まえた副業も可能で

あることが示されたところでございます。こ

ういった状況も踏まえまして、職員の副業に

対する意向の有無や、従事したい分野等のニ

ーズを把握することを目的に、職員向けのア

ンケート調査を進めているところでございま

す。今後、職員アンケートの結果や国の動向

を踏まえ、御提案の他都市支援も含め、神戸

市における副業制度について検討してまいり

たいと考えてございます。副業制度のさらな

る柔軟化を通じまして、職員の成長や本市で

働くことの魅力向上、人材確保につなげてま

いりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。先ほど市長からの御答弁にもありました

ように、神戸市で働けば成長ができるんだと

いう、やっぱり確信が持てるということが、

本当に大事かなと思います。本当に若い方、

意外と冷めているのかなと思えば、人の役に

立ちたいという思いが、本当に中にすごくあ

るんだなということを話していて思いますの

で、そういった資質というのをしっかりと引

き出せるような副業も、考えていっていただ

きたいなというふうに思います。 

  続きまして、再質問をさせていただきます

が、人材確保の中でも技術系職員の獲得は、

さらに困難になってくることが予想されてお

ります。東京都や千葉県では、来年度採用す

る技術系職員の確保に向け、自治体が採用者

に代わって奨学金を返済する奨学金返還支援

事業を開始します。東京都では土木、建築、

機械、電気を対象とし、千葉県では児童福祉

専門職や獣医師まで広げております。理系学

部は授業料も高く、研究に専念するため奨学

金を借りる学生も多く、返還額が社会人の負

担となっております。民間でも導入が進む中、

本市においても技術系人材確保に向け、奨学

金代理返還事業を導入すべきと考えますが、

御見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この奨学金の代理返

還支援制度につきましては、近年、特に採用

が困難となっております技術系人材を確保す

るため、東京都では令和７年４月採用者から

支援を開始しておりますし、千葉県におきま

しても令和８年４月採用者からの支援予定と

いうふうになっているところでございます。 

  本市におきましても技術系職員につきまし

ては、他の自治体同様厳しい獲得競争の状況

にありまして、奨学金の代理返還制度は、人

材獲得という点で有効な手段の１つとなり得

ると考えているところでございます。ただ、

制度の導入に当たりましては、実際の他都市

の導入効果がどうか、対象職員の範囲や支援

額などをどうするか、検討・整理する必要が

ありますため、まずは先行導入した他の自治

体の状況を研究させていただきたいというふ

うに考えておりますし、ただ非常に厳しい技

術系の人材の採用でございますので、ほかに

も人材確保のために何ができるか検討してま

いりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 門田君。 

○28番（門田まゆみ君） ありがとうございま

す。この技術系の人だけなのかという話も出

てきて、公平の問題ということもあるのかな

ということはありますけれども、でも、本当

に人材をしっかりと確保していくためには、

検討をされるということですので、できるだ
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け早く効果を見極めて、制度の導入に当たっ

ていただきたいと思います。 

  以上で、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（菅野吉記君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  この際、お諮りいたします。 

  一般質問は、本日はこの程度にとどめたい

と存じますが、御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（菅野吉記君） 御異議がないと認めま

す。 

  それでは、一般質問は、本日はこの程度に

とどめます。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしまし

た。 

  この際、申し上げます。 

  次回本会議は、明日午前10時に開きます。 

  なお、ただいま在席の各位には、文書によ

る開議通知は省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後５時41分散会） 
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